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第１ 部 

第１ 章　 総合計画の策定にあたって 

第２ 章　 宇陀市の地域特性 

第３ 章　 まちづく り を取り 巻く 背景 

U d a   C i t y

序　 論 序　 論 



総合計画は、行政運営の総合的な指針であり 、地方自治法第２ 条第４ 項によっ て策定が定めら れています。

■地方自治法（ 第２ 条　 第４ 項）

市町村は、 その事務を処理するに当たっ ては、 議会の議決を経てその地域における総合的かつ計画

的な行政の運営を図るための基本構想を定め、 こ れに即し て行う よう にし なければなら ない。

また、 こ の総合計画は、 住民、 民間事業者、 各種公益活動団体、 行政などによる協働のまちづく り の共

通目標を示すと と も に、 目標実現に向けた方策を示すも のです。

行政にと っ ては、 こ れから の施策や事業展開し ていく 上での指針と なるも のであり 、 さ ら に、 国、 県、

広域行政圏などが地域計画を策定するにあたり 、 市と し て求めていく 方向を示すも のと し て、 要請・ 調整

の手がかり と なるも のです。

●本市は、 平成18年１ 月１ 日、 宇陀郡の旧大宇陀町・ 旧菟田野町・ 旧榛原町・ 旧室生村が合併し て誕生し

た市です。

●合併による行政サービスの低下を防ぐ ため、 奈良県内では初めて、 地域自治区制（ ５ 年間をめど） を導

入し 、 旧大宇陀町・ 旧菟田野町・ 旧榛原町・ 旧室生村はそれぞれ大宇陀区・ 菟田野区・ 榛原区・ 室生区

と なり 、 旧町役場・ 村役場は地域事務所と なっ ています。

●合併に伴い策定し た「 新市まちづく り 計画　 水と 緑・ 歴史と 文化が共生するふれあい豊かなまち　 ～ み

んなでつく る夢ある宇陀 ～　 」 の考え方や方針を基本と し て「 宇陀市総合計画（ 以下、 本計画）」 を策定

し まし た。
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総合計画の策定にあたって

１ ． 計画の根拠

２ ． 計画策定の趣旨

第１ 節　 計画の性格と 役割



●新市まちづく り 計画は、 新市の一体感を醸成し 、 不足する事業を補い、 旧町村の総合計画で重複し てい

る事項を調整し 、 合併に向けて取り まと めたも のです。 新市まちづく り 計画の主要たる方針を十分活か

し ながら 、 今後のまちづく り につなげていきます。

●新市まちづく り 計画でう たわれている理念等は、 本計画にも 十分に反映し ますが、 事業の内容について

は、 さ まざまな背景を考慮し 、 基本計画と 実施計画と の調整を図り ます。

●本計画にある実施事業の内容については、 今後の社会状況をみて優先事業を検討し ながら 取り 組んでい

きます。

本計画は、 地方自治法により 定めるこ と と さ れている基本構想及び基本計画から 構成さ れています。 さ

ら に、 本計画の特徴は、 自治体を取り 巻く 社会環境や財政状況によっ て、 主要施策や事業の見直し 、 進行

管理をスムーズに対応できるよう 、 毎年度に「 実施計画」 を策定するこ と と し ています。
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序　 論第１ 部　 序　 論 第１ 章　 総合計画の策定にあたっ て

第
１
章

第
２
章

第
３
章

３ ． 新市まちづく り 計画と の関係

１ ． 計画の構成

■実施計画 

■基本計画 

■基本構想 
平成20年度～平成29年度 

平成20年度～平成24年度 

ローリング方式による見直し 

①「 基本構想」 は、 本市の中長期的な発展方向を示すも ので、 まちづ

く り の目標と なる将来像を描き、 その実現に向けたまちづく り の

基本的な考え方を示すも のです。

②「 基本計画」 は、 基本構想の描く 将来像、 目標及び施策

の大綱を実現化するための基本的な考え方、 施策の展開

や主な事業などまちづく り の分野ごと に明ら かにするも

ので、 実施計画の枠組みを示すものです。

③「 実施計画」 は、 基本計画に基づく 事務事業を、 どのよ

う に計画的かつ具体的に推進するかを年度ごと に明ら か

にし たも ので、 組織、 予算などの経営管理の指針と なる

ものです。

第２ 節　 計画の構成と 期間



本計画の目標年次は、 基本構想については、 10年後の平成29年度と し ます。 基本計画については、 社会

情勢の変化などを勘案し 、 中間年度である平成24年度において必要に応じ 見直し を図り ます。 また、 実施

計画は、 計画の実施過程で計画と 実績のずれを調整・ 再編成し ながら 定めるローリ ング方式（ 毎年、 年次

的計画に順次改正、 見直し を行っ ていく 方式） によっ て進めます。 計画期間は３ 年間と し 、 毎年度進捗状

況を把握し ます。
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２ ． 計画の期間

基本構想 

　 　 平成 年度 20

（ 2 0 0 8 ） （ 2 0 1 7 ） 

21 22 23 24 25 26 27 28 29

1 0 か年（ 平成2 0 年度～平成2 9 年度） 

基本計画 前期5 か年（ 平成2 0 年度～平成2 4 年度） 

実施計画 前期3 か年 第1 期 
（ 平成2 0 年度～平成2 2 年度） 

後期3 か年 第1 期 
（ 平成2 5 年度～平成2 7 年度） 

後期5 か年（ 平成2 5 年度～平成2 9 年度） 

前期・ 後期とも毎年度ローリング 
※平成28年度～平成29年度からは次期総合計画の策定に入ります。 



本市は、 奈良県の北東部に位置し 、 北は奈良市、 山添村、 西は桜井市、 南は吉野町、 東吉野村、 東は曽

爾村、 三重県名張市に接し ています。 本市の総面積は247.62km 2で、 県全体の6.7％を占めています。

近鉄大阪線によっ て、 京都・ 大阪方面や名古屋・ 伊勢方面と 結ばれており 、 また、 大阪方面から 本市へ

の自動車によるアク セスは、 名阪国道針インタ ーチェ ンジと 大阪・ 松原ジャ ンク ショ ン（ 西名阪自動車道）

と が約１ 時間で結ばれる距離にあり ます。

本市の気候は、 内陸性気候であり 、 冬は季節風の影響を強く 受けるため、 寒さ が厳し い一方で、 夏は冷

涼と なっ ています。 降水日数も 多く 、 年間降水量は約1,500mmと なっ ています。

本市は大和高原と よばれる高原地帯に位置し ており 、 一定の平野部を有し ているも のの、 山間部にも 集

落等が点在し ています。 土地利用の状況は、 山林が全体の約72％を占めており 、 宅地は約４ ％になっ てい

ます。
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序　 論

第
１
章

第
２
章

第
３
章

１ ． 位置と 地勢

２ ． 気候

３ ． 土地利用

第１ 節　 位置・ 自然

宇陀市の地域特性



こ の地域は、「 古事記」「 日本書紀」 等の歴史書のなかに記載がみら れ、 また「 万葉集」 では柿本人麻呂

の「 かぎろひ」 の歌等にも 詠まれており 、 こ れら のこ と から 古代における王朝と の関わり をう かがう こ と

ができます。

平安時代以降、 こ の地域は荘園と し て興福寺の支配下にあり まし た。 南北朝時代から 戦国時代にかけて

は、 伊勢国司北畠氏の勢力を次第に受けるよう になり まし たが、 その後江戸時代には宇陀松山藩と し て織

田氏４ 代の統治の後、 幕府の直轄地と なり まし た。

こ の地域は大和と 伊賀・ 伊勢を結ぶ東西の交通の要衝であり 、 室町時代に始まり 江戸時代に盛んになっ

た庶民のお伊勢参り のルート にあたり 、 宿場町と し て繁栄し まし た。

維新後、 明治元年に奈良県（ 明治元年～２ 年の一時期は奈良府） と なり ますが、 明治９ 年に奈良県は堺

県と 合併、 さ ら に明治14年には大阪府に併合さ れます。 明治20年に晴れて大阪府から 独立し 再び奈良県が

設置さ れ、 こ の地域は宇陀郡に属するこ と と なり まし た。

明治22年の町村制の施行により 、 宇陀郡は１ 町11村から 構成さ れるこ と と なり まし た。

その後の各町村の沿革については、 以下の通り です。

旧大宇陀町は、 昭和17年に松山町・ 神戸村・ 政始村・ 吉野郡上竜門村が合併し て誕生し まし た。 旧菟田

野町は、 昭和31年に宇太町（ 昭和10年に宇太村が町制を施行） と 宇賀志村の合併で誕生し まし た。 旧榛原

町は、 昭和29年に榛原町（ 明治26年に榛原村が町制を施行） に伊那佐村、 さ ら に昭和30年に内牧村の編入合

併、 昭和44年４ 月に桜井市の柳・ 角柄を編入し て誕生し まし た。 旧室生村は、 昭和30年に室生村・ 三本松

村・ 山辺郡東里村が合併し て誕生し まし た。

そし て、 平成16年９ 月１ 日に、 旧大宇陀町・ 旧菟田野町・ 旧榛原町・ 旧室生村は「 大宇陀町・ 菟田野

町・ 榛原町・ 室生村合併協議会」 を設置し て合併協議に入り 、 平成18年１ 月１ 日に合併により 「 宇陀市」

が誕生し まし た。
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第２ 節　 歴史・ 沿革



本市の総人口は、 平成７ 年までは４ 万人前半台で推移し ていたも のの、 平成12年には４ 万人台を割り 込

み、 それ以降は減少傾向にあり ます。 平成17年の国勢調査によると 、 37,183人と なっ ています。

また、 年齢構成の推移をみると 、 平成７ 年を境に老年人口比率が年少人口比率を上回り 、 平成17年には

老年人口比率26.0％、 年少人口比率11.4％と 急速に少子高齢化が進展し ています。
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序　 論第１ 部　 序　 論 第２ 章　 宇陀市の地域特性

第
１
章

第
２
章

第
３
章

第３ 節　 人口・ 世帯の状況

１ ． 総人口の推移

13.3  65.521.1 

15.565.818.6

18.5 65.316.2 

22.4 64.213.4 

26.062.611.4

■ 総人口の推移 

■ 年齢3 区分比率の推移 

（ 単位： 人） 

昭和60年 平成2年 平成7年 平成12年 平成17年 

8,850 7,783 6,820 5,331 4,231

27,440 27,457 27,431

25,520
23,280

5,578 6,463 7,780

8,898

9,670

41,874 41,736 42,035
39,762

37,183

 

※「 総人口の推移」 のグラフには年齢不詳分を含んでいないため、総人口の数値とは一致しない。 

※各年度の人口は、合併前の４町村の合計数で表記している。 

※「 年齢3区分比率の推移」のグラフは、小数第２位を四捨五入した数値を掲載しているため、合計値が100.0％にならない場合があります。 

 

資料： 各年国勢調査 

 

資料： 各年国勢調査 
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世帯数の推移についてみると 、 昭和60年から 平成12年にかけて増加傾向であっ たも のが、 平成17年の国

勢調査によると 、 わずかながら 減少し ています。 一方、 １ 世帯当たり の人員については、 昭和60年から 平

成17年にかけて一貫し て減少し ており 、 核家族化の進行がみら れます。

また、 世帯数の将来推計の推移をみると 、 平成20年から 平成29年にかけての世帯数は微減し ていますが、

ほぼ横ばいで推移し ています。 1世帯当たり の人員は、 平成17年から 平成29年にかけて約0 .5人減少すると 見

込まれています。
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２ ． 世帯数の推移

■ 世帯数と１世帯当たり の人員の推移 

■ 世帯数と１世帯当たり 人員の将来推計 

（ 単位： 人） （ 単位： 世帯） 

（ 単位： 人） （ 単位： 世帯） 

昭和60年 

10,568

3.96 

 

平成2年 

10,876

3.84 

 

平成7年 

11,560

3.64 

 

平成12年 

11,689

3.4 

 

平成17年 

11,668

3.19

 

※平成20年以降は昭和60年から平成17年までの伸び率を平成17年の数値にかけ合わせたもの。 

 

資料： 各年国勢調査 

 

資料： 平成17年のみ国勢調査 

平成17年 

現状 推計値 
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11,668  11,655 11,651  11,647 11,643 11,639 11,634 11,630 11,626 11,622 11,618 
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平成17年の国勢調査による本市の就業者の総数は17,239人で、 20年前の昭和60年と 比較すると 、 2,079人

の減少と なっ ていますが、 総人口に占める割合にほぼ変化はあり ません。 就業者数の減少は、 若年層の流

出と 関連し ているも のと 思われます。

また、 産業大分類別人口の構成では、 第１ 次産業と 第２ 次産業の割合が減少し 、 第３ 次産業の割合が増

加し ています。 し かし 、 第３ 次産業への移行が進んでいるも のの、 第１ 次、 第２ 次産業の就業者数の減少

分を補う にはいたっ ていません。
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第４ 節　 産業人口の状況

（ 単位： 人、％） 

 

資料： 各年国勢調査 

 

※就業人口比率の合計は必ずしも100％にならない場合がある。 

■就業者総数と 産業別人口比率の推移 

就業者総数 

総人口 

総人口に占める就業者数割合 

第1 次産業就業人口比率 

第2 次産業就業人口比率 

第3 次産業就業人口比率 

17,239 

37,183 

46.4 

10.0 

24.6 

64.0

平成1 7 年 

18,590 

39,762 

46.8 

9.6 

28.4 

60.4

平成1 2 年 

19,761 

42,035 

47.0 

10.8 

29.6 

59.2

平成7 年 

19,298 

41,736 

46.2 

12.3 

30.9 

55.7

平成2 年 

19,318 

41,874 

46.1 

16.7 

30.0 

52.9

昭和6 0 年 



国勢調査から コ ーホート 変化率法により 推計を行う と 、 本市の総人口は、 平成20年以降減少し 続け、 計

画の目標年次である平成29年には、 30,347人になると 予測さ れます。

また、 年齢３ 区分別人口比率では、 平成20年以降年少人口、 生産年齢人口の割合が減少し ているのに対

し 、 老年人口の割合は増加し ていく と 予測さ れます。
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まちづく り を取り 巻く 背景

第１ 節　 人口の予測
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■ 将来推計人口 （ 単位： 人） 

 

資料： 各年国勢調査 

0
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0～14歳 
（ 年少人口） 
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（ 老年人口） 

■ 年齢3 区分別人口比率の推計 

平成20年  

平成21年  

平成22年  

平成23年  

平成24年  

平成25年  

平成26年  

平成27年  

平成28年  

平成29年 

0～14歳 
（ 年少人口比率） 
 

15～64歳 
（ 生産年齢人口比率） 
 

65歳以上 
（ 老年人口比率） 

（ 単位： ％） 

 

※平成12年と平成17年国勢調査をもとに、コーホート 変化率法によって算出 

※コーホート 変化率法とは、あるコーホート（ 同時出生集団）の一定期間における人口の変化率に着目し、 

　 その変化率が対象地域の年齢別人口変化の特徴であり、将来にわたって維持されるものと仮定して、将来人口を算出する方法。 

※「 年齢3区分別人口比率の推計」 のグラフは、小数第２位を四捨五入した数値を掲載しているため、合計値が100.0％にならない場合があります。 

 

※実績値（ 平成17年）のグラフには年齢不詳分を含んでいない。 

0 20 40 60 80 10010 30 50 70 90

平成17年 

実績値 推計値 

平成20年 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 

9,670
10,093 10,234 10,374 10,565 10,756 10,947 11,138 11,335 11,393 11,451

23,280
21,579 21,012 20,450 19,777  19,104 18,431 17,758 17,088 16,543 15,998

4,231 3,853 3,727 3,605 3,506 3,407 3,308 3,209 3,110 3,004 2,898 

 

37,183
35,525 34,973 34,429  33,848 33,267 32,686 32,105 31,533 30,940 30,347



本計画策定にあたっ て、 将来のまちづく り に対する市民の意向や市政への評価を把握するため、 総合計

画策定のためのアンケート 調査を実施し 、 調査結果から 読み取れる市民ニーズの状況を整理し まし た。

【 住民意識調査対象調査】

■調査地域 ： 宇陀市全域

■調査対象者 ： 宇陀市にお住まいの16歳以上の方から 、 無作為抽出による3,000人

■調査期間 ： 平成18年11月6日（ 月） ～平成18年11月15日（ 水） まで

■調査方法 ： 調査票による本人記入方式（ 本人が記入できない場合は家族等の記入）

郵送配布・ 郵送回収による郵送調査法

■配布数 ： 3,000人

■回収数 ： 1,328人（ 有効回収数1,328人）

■有効回答率 ： 44.3％

【 中学生対象調査】

■調査地域 ： 宇陀市全域

■調査対象者 ： 大宇陀中学校、 菟田野中学校、 榛原中学校、 室生中学校の全生徒

■調査期間 ： 平成18年11月6日（ 月） ～平成18年11月22日（ 水） まで

■調査方法 ： 市内４ 中学校全生徒を対象に、 学校を通じ て配布・ 回収

■配布数 ： 998人

■回収数 ： 955人（ 有効回収数955人）

■有効回答率 ： 95.7％

【 ご意見箱用アンケート 】

「 広報う だ11月号」 に折込み、 13,200世帯に配布し まし た。 本庁玄関口及び各地域事務所玄関口に

意見箱を設置し 、 任意に投函し ていただきまし た。 調査期間は、 平成18年11月6日（ 月） ～平成18年11

月15日（ 水） までと し まし た。

※ご意見箱用アンケート は178通の回収と なり まし た。
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１ ． 調査の概要

第２ 節　 市民ニーズの状況（ 住民アンケート 調査結果より ）



本市への愛着度については、『 住民意識調査対象調査』 では、「 感じ ている」 が58.0％と 半数以上を占めて

います。

また、『 中学生対象調査』 では、 本市の自慢できるも のは何かについては、「 山々や田園風景など、 美し

い自然環境」 が68.6％で最も 多く 、 次いで「 豊かな森林資源」 が38.0％、「 犯罪や事故の少ない、 治安の良

さ 」 が34.3％と なっ ています。

16

２ ． 宇陀市への愛着、 自慢できるものについて

約６ 割の人が愛着を感じ 、 自然環境がまちの自慢と 回答し ています。

３ ． まちの状況に対する評価について

生活に身近な施策について、 満足度と 必要度が高く なっています。

■ 愛着について ■ 自慢できるも のについて 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

【 中学生対象調査】  【 住民意識調査対象調査】  （ 単位： ％） 

山々や田園風景など、美しい自然環境 

地域のつながりや、人間関係 

豊かな森林資源 

文化・ 体育施設などの公共施設の充実 

歴史や自然にあふれた公園施設 

歴史的遺産や文化財 

多彩な観光資源やイベント  

医療機関の整備や利用のしやすさ 

温泉や保養施設の充実 

伝統的な地場産業や農林業 

人権尊重や男女共同参画社会の実現 

社会福祉の充実 

子育て環境や教育環境 

犯罪や事故の少ない、治安の良さ 

大阪等への交通の便利さ 

その他 

不明･無回答 

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　68.6 

　 　 　 　 　20.1 

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　38.0 

　 　 9.0 

　 　 　 　 18.4 

　 　 　 　 　 　 　 29.9 

　 　 10.4 

2.1 

　 　 8.3 

　 　 10.8 

 3.7 

　  7.1 

　 5.3 

　 　 　 　 　 　 　 　   34.3 

　 　 　 14.2 

1.7 

2.7

感じている 
58.0％ 

どちらとも 
言えない 
33.5％ 

感じていない 
6.7％ 

不明・ 無回答 
1.8％ 

(SA)N=1328

(MA)N=955

最近、 特によく なっ たと 思われるまちづく り 施策の満足度についてたずねたと こ ろ、「 ごみ処理・ リ サイ

ク ル体制の整備」 が最も 多く 28.6％と なっ ています。 次いで、「 道路網の整備」 17.0％、「 上水道の整備」

16.1％、「 公園・ 緑地の整備」 15.6％と なっ ています。

また、 今後、 特に必要だと 思われるまちづく り 施策の必要度についてたずねたと こ ろ、「 医療体制（ 市立

病院） の充実」 が最も 多く 59.3％と なっ ています。 次いで、「 若者の定住促進のための施策」 33.4％、「 就労

の場の拡充や企業誘致」 28.0％、「 高齢者福祉の充実」 27.2％と なっ ています。
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■ まちづく り 施策全体について 
【 住民意識調査対象調査】  

（ 単位： ％） （ 単位： ％） 

医療体制（ 市立病院）の充実 

若者の定住促進のための施策 

就労の場の拡充や企業誘致 

高齢者福祉の充実 

道路網の整備 

行財政運営の効率化（ 行財政改革） 

学校教育環境・ 幼児教育の充実 

公共交通サービス（ コミュニティバス等）の充実 

商業の振興 

特産品の開発 

工業の振興 

観光の振興 

農林業の振興 

ごみ処理・リサイクル体制の整備 

 

地域で支えあう福祉の体制づくり 

交通安全・ 防犯対策 

児童福祉・ 子育て支援の充実 

障害者福祉の充実 

健康づくりの推進 

社会保障制度の充実 

河川の整備 

公園・ 緑地の整備 

800 10 20 30 40 50 60 70 80

美しい景観づくりのための施策 

青少年の健全育成 

消防・ 防災・ 防犯対策 

住民参画・ 協働のための施策 

住民相互の連帯意識の高揚 

ボランティア活動への支援 

近隣市町村との連携によるまちづくり 

人材育成（ 地域リーダーなど） 

市街地の整備 

上水道の整備 

住宅・ 宅地の整備 

下水道･排水処理施設の整備 

 

生涯学習・ 文化環境の充実 

地域活動・コミュニティ活動の促進 

墓地・ 火葬場の整備 

情報化社会への対応 

 

国際交流の推進 

広報･広聴活動の充実 

 

 

その他 

不明･無回答 
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 0.8 

　 　 　 　     24.9

　 7.1 
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  4.1 

 3.1 
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  4.7 

  4.9 

　 5.6 

3.1 

　 　   14.5 

   3.8 

　 5.5 

2.7 

  4.9 

　  8.1 

2.1 

2.3 

 1.7 

　 6.2 

　   9.3 

1.1 

　 6.8

満足度 必要度 

0 10 20 30 40 50 60 70

 歴史文化遺産や文化財、 
伝統芸能の保護・ 保存 

スポーツ・レクリエーション 
環境の充実 

人権・ 男女共同参画社会 
実現のための施策 

自然保護・ 公害防止等の 
環境保全施策 

(MA)N=1328

まちのイメージアップと 
個性あるまちづくり 
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■ 平均スコ ア分類 ■ 群種による分析 
（ 単位： ％） 

●A群 

　 14．ごみ処理・リサイクル体制の整備 

●B群 

　 1．  医療体制（ 市立病院）の充実 

●C群 

　 4．  高齢者福祉の充実 

　 5．  道路網の整備 

●D群 

　 20．健康づくりの推進 

　 23．公園・ 緑地の整備 

　 24．美しい景観づくりのための施策 

　 26．消防・ 防災・ 防犯対策 

　 33．上水道の整備 

　 44．歴史文化遺産や文化財、伝統芸能の保護・ 保存 

●E群 

　 7．  学校教育環境・ 幼児教育の充実  

　 8．  公共交通サービス（ コミュニティバス等）の充実 

　 35．下水道･排水処理施設の整備 

●F群 

　 10．特産品の開発 

　 12．観光の振興 

　 16．地域で支えあう福祉の体制づくり 

　 17．交通安全・ 防犯対策 

　 22．河川の整備 

　 29．ボランティア活動への支援 

　 34．住宅・ 宅地の整備 

　 36．スポーツ・レクリエーション環境の充実 

　 39．墓地・ 火葬場の整備 

　 43．広報･広聴活動の充実 

●G群 

　 2．  若者の定住促進のための施策  

　 3．  就労の場の拡充や企業誘致  

●H群 

　 6．  行財政運営の効率化（ 行財政改革） 

●I群 

　 9．  商業の振興  

　 11．工業の振興  

　 13．農林業の振興  

　 15．自然保護・ 公害防止等の環境保全施策 

　 18．児童福祉・ 子育て支援の充実 

　 19．障害者福祉の充実 

　 21．社会保障制度の充実 

　 25．青少年の健全育成 

　 27．住民参画・ 協働のための施策 

　 28．住民相互の連帯意識の高揚 

　 30．近隣市町村との連携によるまちづくり 

　 31．人材育成（ 地域リーダーなど） 

　 32．市街地の整備 

　 37．生涯学習・ 文化環境の充実 

　 38．地域活動・コミュニティ活動の促進 

　 40．情報化社会への対応 

　 41．人権・ 男女共同参画社会実現のための施策 

　 42．国際交流の推進 

　 45．まちのイメージアップと個性あるまちづくり 

　 46．その他 
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 任意に群種を設定し、満足度、必要度の関連

を分析しました。 

■ 平均スコ ア分類による分析 

必 要 度  低 

高 

高 

満

足

度

 

　 最近良く なったまちづくり 施策を「 満足度」 、今後

特に必要なまちづくり施策を「 必要度」とし、「 満足度」、

「 必要度」それぞれの平均スコアを用いて４つのセグ

メント に分類しました。 

タイプⅠ／ 

満足度は高いが、 

必要度が低い 

タイプⅢ／ 

満足度が高く 、 

必要度も高い 

タイプⅡ／ 

満足度が低く 、 

必要度も低い 

タイプⅣ／ 

満足度は低いが、 

必要度が高い 



宇陀市の将来に期待するこ と については、 住民意識調査対象調査では「 緑地や田園風景を大切にし たみ

どり 豊かな自然を活かし たまち」 が40.6％と 最も 多く 、 中学生対象調査についても 「 自然を守り 、 より 良い

生活環境をも つまち」 が46.9％と 最も 高く なっ ています。
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４ ． 宇陀市の将来像について

■ 宇陀市の将来像について 

0 10 20 30 40 50

互いに助けあい、人間を尊重する（ 大切にする）まち 

お年寄りが生き生きと暮らせるまち 

子どもが安心して暮らせる安全なまち 

歴史と伝統から学び、香り高い文化をもつまち 

次代の若者を育てる教育のまち 

通勤や買い物など、市外への交通の便利なまち 

ファッショ ナブル（ おしゃれ）なまち 

観光施設の充実により、市外から多く の人が訪れるまち 

娯楽・レクリエーション施設の充実したまち 

農林業が盛んなまち 

工業の盛んなまち 

自然を守り、より良い生活環境をもつまち 

若者とお年寄りが互いに支え合う心のかようまち 

今のままでよい 

その他 

不明･無回答 

【 住民意識調査対象調査】  （ 単位： ％） 

0 10 20 30 40 50

【 中学生対象調査】  （ 単位： ％） 

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　      40.6 

　 　 　 　 　 　 　  14.2 

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　   21.2 

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 35.2 

　 　 　 　 　 　  12.5 

　  4.1 

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 18.4 

　 　 　 　 　 10.2 

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 37.8 

　 　 　 　 　 　 12.0 

　 　 　 　 　 　 　 　  16.0 

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　    25.0 

　 　 　 　 　 　 　 　 　    18.4 

　 　 　 　 8.5 

　 3.1 

　   4.3 

1.8 

緑地や田園風景を大切にしたみどり豊かな自然を活かしたまち 

文化財を保護し、歴史の風格を保有する歴史のまち 

健康・ 保健の増進を図るまち 

買い物などがしやすい、便利な生活空間があるまち 

伝統や歴史を活かしたロマンあふれる文化・ 教養のまち 

スポーツやレクリエーションが盛んなまち 

子どもたちの個性や創造性を育む教育が充実したまち 

年齢を問わず学習できる生涯学習が充実したまち 

子どもからお年寄りや障害者も生活しやすい福祉のまち 

観光客などが訪れる魅力ある観光のまち 

交通事故や公害、災害のない安全なまち 

住み慣れた地域で住み続けられるまち 

地方分権に対応した幅広い住民サービスが提供できるまち 

地元住民をはじめ都市住民との交流やイベント が盛んな活気づいた元気なまち 

特に期待しない 

その他 

不明･無回答 

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　      30.2 

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　      21.8 

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　   40.7 

　 　 　 　 　 　 　 　 14.9 

　 　 　     8.1 

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　      36.9 

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　       30.5 

　 　 　 　 　 10.1 

　 　 　 　 　 　 　 　      17.1 

　 　   5.3 

1.6 

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  

　 　 　 　 　 　 　 　     16.5 

　 　 　   7.1 

    3.0 

 1.7

46.9

(MA)N=1328 

(MA)N=955 

宇陀市の将来像と し ては、 豊かな自然環境を活かし たまちづく り が求められています。



21世紀の初頭、 日本全体が政治・ 社会・ 経済の大きな変革期にあり 、 その変化は市民の生活の場である

地域においても さ まざまな影響をも たら すと 考えら れます。 本市を取り 巻く 社会潮流を以下のよう に整理

するこ と ができますが、 時代が大きく 変化する転換期にあっ ては、 こ れまでの延長上での意識や制度では

対応ができなく なっ ており 、 こ う し た社会潮流を認識し た上でまちづく り に取り 組んでいく こ と が求めら

れています。

こ れまで、 国においても 重点的に少子化対策、 高齢化対策が進めら れてきまし たが、 少子化には歯止め

がかから ず、 また、 高齢化問題では、 今後団塊の世代が本格的に高齢期を迎えるなど高齢化は加速し てい

ます。 そのため、 本格的な少子高齢化、 人口減少社会に対応し た社会経済のシステムづく り が急務と なっ

ています。 本市においても 少子高齢化が急速に進行し ており 、 生産年齢人口減少に伴う 活力の低下が懸念

さ れています。

阪神・ 淡路大震災の教訓や東南海・ 南海地震など自然災害の発生への不安が高まっ ているほか、 食に対

する安全性や悪質商法などの消費生活に関する安全性など、 さ まざまな分野において「 危機管理」 に対す

る関心が高まっ ています。 また、「 心の豊かさ 」 を求める価値観の変化などから 、 福祉やまちづく り に関わ

るボラ ンティ ア、 Ｎ Ｐ Ｏ などコ ミ ュ ニティ 活動に対する意識が高まり 、 社会生活に関わる市民主体の組織

や活動の芽が現れてきています。

さ まざまな社会潮流の背景には、 現在、 我が国の社会システム全般が大きな変革期にあるこ と が認識さ

れています。 その改革の大きな方向と し て、「 国から 地方へ」 の地方分権と 「 官から 民へ」 の規制緩和があ

り ます。 また、 国の三位一体改革を受けて、 地方の行財政運営は極めて厳し い状況にあるため、 さ ら なる

行財政改革の推進が必要になり ます。 さ ら に身近な地域でのまちづく り においては、「 都道府県から 市町村

へ」 そし て「 行政から 住民へ」 と まちづく り の主役が変わり つつあり ます。

「 物の豊かさ 」 から 「 心の豊かさ 」 へと 人々の欲求が変化し 、 個人の価値観に基づいた多様なラ イフ スタ

イ ルが出現し てきています。 また、 人々の余暇時間の増大により 消費の形態についても 量から 質への転換

がみら れます。 人々の生活は質的な向上をめざす段階に入っ ています。
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１ ． 少子高齢化、 人口減少化の進行

２ ．「 危機管理」 への関心の高まり と コミ ュニティ の必要性

３ ． 地方分権、 規制緩和、 行財政改革など地域のまちづく り を取り 巻く 流れ

４ ． 価値観、 ライフスタ イルの多様化

第３ 節　 社会を取り 巻く 社会潮流の動向



産業活動において、 生産拠点の海外への移転が顕著になり 、 企業活動の国際化が進むと と も に、 人・

物・ 情報・ 資本の国際交流量が飛躍的に拡大し ています。 こ れにより 国内では産業の空洞化が懸念さ れて

います。

自家用車の普及と 鉄道・ バスの乗客数の減少から 、 地方の公共交通体系は、 大きく 変わろう と し ていま

す。 なかでも 、 バスの不採算路線については、 事業者の撤退が相次ぎ、 地域の高齢者などの公共交通手段

の確保が困難な状況にあり ます。 厳し い財政状況のなかで、 地方公共団体がその役割を担っ ていきますが、

今後も 都市と 地方の公共交通の地域格差が広がっ ていく 懸念があり ます。

オゾン層の破壊や酸性雨、 地球温暖化などの環境問題がみら れるよう になり 、 地球環境に配慮し た持続

可能な循環型社会を形成するこ と が求めら れています。 本市においても 、 美し く 豊かな自然環境と の共生

に基づく まちづく り を進めていく 必要があり ます。

ユビキタ ス社会※へと 変化し ていく なか、 情報通信分野の高度ネッ ト ワーク 化がさ ら に進み、 社会のさ ま

ざまな分野で多様な活用が期待さ れます。
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●ユビキタス社会… 元々は「 至ると ころに存在する」 と いう 意味のラテン語。 ユビキタ ス社会と は、「 いつでも」「 どこでも」「 だれでも」

「 簡単に」 情報通信技術が利用できるよう な社会。
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５ ． 経済のグローバル化

６ ． 公共交通体系の大きな変化

７ ． 持続可能な循環型社会の構築

８ ． 高度情報化の著し い展開



本市の地域特性や市民ニーズの状況、 社会潮流の動向等をふまえ、 新たなまちづく り へ向けて発展を図

るための主要課題をまと めると 、 次のよう になり ます。

本市におけるこ れまでの人口動態の特徴は、 就業の機会が限ら れていたために若者が都会へと 流出する

ために起こ る社会減を主と する人口減少でし たが、 今後は少子高齢化の影響により 人口の自然減や人口構

造のアンバランス化に拍車がかかるこ と が予想さ れ、 地域の活力が低下するこ と が懸念さ れます。

こ のよう な状況に対応するため、 保健・ 医療・ 福祉の連携を一層強化し 、 子ども から 高齢者まで、 健康

で安心し て暮ら せるまちづく り を進めていく こ と が重要と なっ ています。

市民対象のアンケート 調査においても 、 子育て環境や支援について、 最も 必要と 思う も のについてたず

ねたと こ ろ、「 子ども の安全・ 安心な生活環境」 に対する意見が最も 多く あがっ ています。

今後、 家族形態の変容が進み、 家庭の保育力、 介護力の維持・ 向上が課題と なっ ているなかで、 地域の

力で支え合い・ 助け合う 「 地域力」 で補完し ていく こ と が今後ますます重要と なっ ています。

近年の社会経済環境の影響により 、 農林業や商工業を取り 巻く 状況は厳し く 、 高齢化や少子化に伴う 担

い手不足の影響も あり 、 就業人口は第３ 次産業へ移行し つつあり ます。

本市の地域経済を活性化さ せるためには、 地域特性を活かし た経済活動と 雇用機会を確保するこ と が重

要です。

そのため、 農業等生産基盤の整備や高原野菜や宇陀牛、 木材製品や毛皮革製品をはじ めと する既存産業

を付加価値の高い商品にすると と も に、 新たな特産品・ 加工品の開発や企業・ 人材育成の強化など、 地域

産業の振興を図る必要があり ます。

また、 地域経済の活性化を推進するためには、 農林業や商工業と の連携により 、 自然や歴史・ 文化、 景

観等を活かし た観光振興施策の強化が重要と なっ ています。

本市は、 豊かな自然や貴重な歴史・ 文化的資源に恵まれていると と も に、 観光交流産業の活性化も 期待

さ れています。

近年の観光客のニーズが、 自然や文化志向の体験型観光へと 大きく 変化し ており 、 本市の観光のあり 方

も 豊富な地域資源を活用し た体験型交流を一層推進するこ と により 、 多様化する観光客のニーズに的確に

応えていく 必要があり ます。
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第４ 節　 宇陀市のまちづく り の主な課題

１ ． 少子高齢化、 人口減少化への対応

２ ． 地域産業の振興と 観光交流産業の活性化



中学生対象のアンケート 調査では、 本市の自慢できるも のについて、「 山々や田園風景など、 美し い自然

環境」 と いう 意見が約７ 割近く あがっ ており 、 次いで「 豊かな森林資源」 が続いているなど、 本市の自然

環境は、 まちにと っ てかけがえのない財産であると いえます。

こ の豊かで美し い自然と 共生を図るため、 市民一人ひと り が家庭や地域、 職場等において、 環境に必要

以上に負荷を与えないための努力と 工夫を行い、 リ サイ ク ルやごみの減量化、 資源の節減などに取り 組む

省資源・ 資源循環型社会を形成し ていく など、 環境保全のまちづく り をめざすこ と が必要です。

近い将来に発生が予想さ れている東南海・ 南海地震と と も に、 地球温暖化に伴う 気候変動によっ て局地

的な大雨の被害が多発し ているなど、 自然災害の恐ろし さ と 危機管理への取り 組みが再認識さ れるよう に

なり まし た。

また、 市民一人ひと り の安全に対する意識の高揚を図り 、 子ども の登下校の見守り ボラ ンティ アや近隣

での防犯声かけ運動など、 事故や犯罪のない安全なまちづく り を推進するこ と が必要です。

合併により 広域化し た本市においては、 市内公共施設等既存スト ッ ク の利用目的をふまえて、 市民サー

ビスの向上と 効率的・ 効果的な利活用に向けて役割分担の明確化等を検討し ていく と と も に、 Ｃ Ａ Ｔ Ｖ

（ ケーブルテレビ） 等高度情報通信基盤の整備を図り 、 情報技術を活用し た地域間のネッ ト ワーク 化が必要

になっ てきます。

また、 地域間交流の活発化による市と し ての一体感の醸成、 市全体の活性化をめざす意味から も 、 広域

圏につながる主要幹線道路や市内の生活圏道路網の維持・ 整備を推進するこ と が課題と なっ ています。

さ ら に、 市内の主要な公共交通機関である路線バスの利用者数の減少等がみら れるこ と から 、 バスの不

採算路線における効率的かつ持続可能な公共交通のあり 方を検討し ていく 必要があり ます。
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３ ． 美し い自然環境の保全

４ ． 安全・ 安心の確保

５ ． 既存スト ッ クの整備と 地域間ネッ ト ワークの充実



モータ リ ゼーショ ン（ 自動車社会） の進展や郊外型大型店舗の進展による商圏の拡大に伴い、 購買層の

市外流出傾向が続いています。 空洞化が進む市街地部の商店街や小規模店舗については、 地域住民等と の

連携により 、 景観整備など各地域の特性を活かし た特色ある商業空間、 形態の創出を図ると と も に、「 福祉」

や「 健康」 などの観点から も 歩いて楽し めるコ ンパク ト なまちづく り が求めら れます。

その一方で、 中心市街地部の求心力を高めるためには、 人口の定住化を図ら なければなり ません。 し か

し 、 中学生対象のアンケート 調査で、 こ れから も 宇陀市に住み続けたいかについてたずねたと こ ろ、「 どち

ら と も いえない」 が約４ 割で最も 多く あがっ ており （「 住み続けたい」 約３ 割、「 住み続けたく ない」 約２

割）、 特に若者の定住対策が必要と なっ ています。

そのよう ななか、 自然に恵まれた本市の特性を活かし た魅力ある定住化対策が必要と なっ ています。 そ

のため、 市内各所に点在する田園地帯を有効活用し 、 田園住宅等の「 農」 と 共生し た新し い住宅地を形成

するなど、 多様なライフ スタ イルに対応し た創意工夫が求めら れています。

また、 多様なラ イフ スタ イルを持つ都市住民やＵ ･Ｉ ・ Jタ ーン者等の新たな定住促進を図るため、 計画

にある県営工業団地の誘致はも ちろんのこ と 、 都市計画法による規制緩和策や通勤圏内である近隣の企業

団地へ雇用確保を働きかけるなど、 今後連携が求めら れる大阪・ 名古屋の２ 大経済圏の中間地と いう 立地

条件を活かし て、 広域的な観点で雇用環境の整備を行う 必要があり ます。

さ ら に、 多様なラ イ フ スタ イ ル、 計画的な宅地整備や各種住宅施策、 保健・ 医療・ 福祉施策、 子育て支

援策など、 定住の魅力を高めるための複合的な取り 組みが必要と なっ ています。

本市では、 新合併特例法に基づく 地域自治区の地域協議会と 地域事務所を設置し ており 、 住民と 行政の

協働によるまちづく り を行っ ています。 今後、 地域自治区が解消さ れた後の分権時代に即し た地域自治、

協働の仕組みづく り を行っ ていく ためにも 、 効率的かつ柔軟で即応性の高い施策の展開を図っ ていく こ と

が求めら れています。

また、 近年においては、 子育て、 教育、 人権、 福祉、 環境保全、 防災、 防犯、 交通など多く のまちづく

り の分野で、 地域内での連携や活動が重要になっ てきています。

こ れら の各分野で市民が主体的にまちづく り に参加するためには、 自分のまちに対する誇り と 愛着を持

ち続けら れるよう 、 市民の手による市民のためのまちづく り を進めていく こ と がますます必要と なっ てき

ています。

今後、 市民と 行政が役割分担を明確にし 、 対等な立場でお互いが責任をも っ てまちづく り を行う こ と が

できるよう 、 積極的に住民活動を支援し 、 市民と 行政が協働し て公共サービスの向上をめざし ていく 必要

があり ます。 そし て、 こ れまで以上に多く の人々が世代や地域などを越えて交流し 、 支え合い、 助け合う

暮ら し を展開し ていく こ と が求めら れています。
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７ ． 分権時代に即し た協働の仕組みづく り

６ ． 中心市街地の求心力の回復と 若者を中心と し た定住化の促進



第２ 部 

第１ 章　 まちづく り の基本方針 

U d a   C i t y

基 本 構 想  基 本 構 想  



本市の地域特性や課題等をふまえ、 新し いまちづく り の基本理念を以下のよう に掲げ、 今後のまちづく

り のすべての分野において、 基調と し て尊重し 、 各種施策を展開し ます。

本市は、 大和高原と よばれる高原地帯に位置し ており 、 河川、 山、 大地など豊かな自然に恵まれたまち

です。 こ の豊かな自然を将来にわたっ て維持すると と も に、 自然と 共存し 、 環境保全に重点をおいた持続

可能なまちづく り を行う こ と が、 地域経済や社会の発展につながり ます。 今後、 本市の資源を最大限に活

用し 、 自然と の共生により 快適で活力のあるまちをめざし ます。

まちづく り の主役は地域を支える市民一人ひと り であり 、 まちづく り は市民と 行政など多様な主体が協

働し て進めるこ と が重要です。 また、 市民ニーズが多様化・ 高度化するなかで、 Ｎ Ｐ Ｏ やボラ ンティ アな

どの活動も 活発になり つつあり ます。 今後、 住民自治に資するこ う し た市民活動を支援し 、 Ｎ Ｐ Ｏ やボラ

ンティ ア、 企業、 市民、 行政等の役割分担を明確にし 、 協働による柔軟なまちづく り を展開し ていきます。

市民一人ひと り が豊かな生活を送るために、 本市においては、 大規模災害や大雨などによる水害に対す

る安全・ 安心の確保のみなら ず、 防犯、 交通、 環境保全などのまちづく り 全体、 また、 子育て、 健康、 食

生活、 就労などの身近な生活課題から 安全・ 安心なまちづく り を推進し ます。

また、 少子化や核家族化の進展、 価値観の多様化などにより 、 子ども を取り 巻く 社会的環境は大きく 変

化し ています。 さ ら に、 依然と し ていじ めや不登校は減少し ていない現状のなか、 人権、 教育など、 豊か

な人間性を育む教育環境においても 、 安全・ 安心な取り 組みが必要と なっ ています。 今後、 まちづく り に

関するあら ゆる分野において、「 安全・ 安心」 を基本的な価値観と し て施策の推進を図り ます。

本市には、 古来より 伝承さ れてきた貴重な地域の歴史や文化があり ます。 それら の歴史文化遺産を大切

にし 、 学び、 ふれあう こ と により 、 地域に誇り と 自信を持ち、 地域を愛する心を育むと と も に、 地域の資

源を活用し た集客交流や地域の産業を活性化するこ と により 活気あふれるまちづく り をめざし ます。
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●地域力…阪神淡路大震災時に広まった概念で、 行政だけでは地域の問題解決は不可能であると いう 認識に立ち、 自立的かつその他の主

体と 協働し ながら問題解決を図っていく こと 。 従来、 宇陀には地域コミ ュニティ の地域力（ 宇陀力
う だ ぢから

） が残っており 、 今後はそ

の活用が期待さ れています。

まちづく り の基本方針

１ ． 持続可能な環境保全のまちづく り

２ ． 新し い時代の協働のまちづく り

４ ． 歴史や文化を活かし たまちづく り

３ ． 地域力※（ 宇陀力）による「 安全・ 安心」なまちづく り
う だ ぢから

第１ 節　 まちづく り の基本理念
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基本構想第２ 部　 基本構想 第１ 章　 まちづく り の基本方針

第
１
章

第２ 節　 宇陀市の将来像

１ ． 将来像

  まちづく り の主な課題 

●人口減少社会及び少子高齢化への対応　 　  

●都市拠点の創造とネットワーク化の推進 

●地域資源を活用し た魅力的なまちづくり 

●地域力の再生、市民主体のまちづくりへの対応 

今後のまちづく り の考え方 

旧町村の将来像 

●定住人口の減少緩和、交流人口の増加 

●誰もが安心して住み続けられる地域づくり 

●教育、男女共同参画など人権文化のまちづくり 

●豊かな自然環境や歴史文化など、地域資源を活かし た魅力的なまちづくりの展開 

●持続可能な地域産業・ 観光の振興 

●複合化・ 多様化し た地域課題を市民・ 行政・ボランティア等の協働で取り組む姿勢　 など 

旧大宇陀町 ：  かぎろひ　 －ライブタウンおおうだ－ 

旧菟田野町 ：  ぬく もりのあるもっと元気なまち菟田野 

旧榛原町　  ：  文化の花開き、やさしい風吹く 　「 高原文化のまち」 －はいばら 

旧室生村　  ：  自然と文化が調和し、自然とひとが共生するこころ豊かに暮らせる村づくり 

　 人口減少時代だからこそ、まちづくりの視点を「 量から質」 へと変化させていくことが重要になっています。21世紀は環

境と共生していく 時代であり、「 スローライフ」に代表されるように、心の豊かさやゆとりある生活が志向され、また、さまざま

な価値観に基づく 幸せを求める動きが重要になってきます。 

　 これらの考え方を実現するためには、地域や分野、各層を越えたまちづくりを進めていかなければなりません。また、「 選択と

集中」による施策の重点化を図り、「 あるもの探し」による既存ストックの有効活用などの効率化を図る取り組みも必要です。 

●教育、男女共同参画など人権文化への取組み 

●環境保全への取組み 

●災害・ 防犯に対応し た安全・ 安心の確保 

●若者を中心とし た定住化の促進　 など　  

　 旧町村の将来像や新市まちづくり計画の将来像をふまえ、新たな総合計画では次頁に掲げる将来像を設定します。 

新市まちづく り 計画の将来像 

水と緑・ 歴史と文化が共生する ふれあい豊かなまち 

～みんなでつくる 夢ある宇陀～ 



28

  総合計画の将来像コ ンセプト  

　 宇陀市の「 宇」の語源には、家・ 建物という意味がありますが、まちづくりも大きな意味から家づくりと

言えるのではないでしょうか。宇陀市は市町村合併により、“ 新し い家族（ 市民）”ができ、“ 新たな家づ

くり”がスタートしました。 

　 家というものには、喜びと悲し み、出会いと別れなど、家族（ 市民）のさまざまな思い出や歴史・ 文化が

刻まれています。時代やかたちが変わっても、本来、家というものは、心のよりどころであり、やすらぎを求

めて、帰りたい、癒し の場所であるはずです。 

　 さらに、持続的に活気がある家を築くためには、やすらぎ（ 安全・ 安心）、支え合い（ 協働）、にぎわい（ 交

流）、やりくり（ 節約・ 工夫）など、健やかな営みがなければなりません。 

　 自然や歴史・ 文化など、豊かな地域資源に恵まれた宇陀市において、この地域資源を活かしながら、

かけがえのない自然環境（ エコ）を市民一人ひとりが大切に考えることが重要です。そうすることで、今

後、宇陀市に住む市民や訪れるすべての人 に々、やさしさと心からのもてなしを提供し 、地域力を活用

した活気ある循環型社会の構築と、新しい付加価値を創造していけると考えます。 

　 そのために、宇陀市全体を「 ぬくもりの家」と位置づけ、地域資源を活用した個性のある持続可能な

まちづくりをめざして、以下の将来像を設定し 、まちづくりを進めていきます。 

総合計画の将来像 

～ 協働と交流で築く   ぬくもりの家 ～ 

『 自然と共生し 、歴史・ 文化が育む 　  

   ふれあいと活力あるまち 宇陀市』 



29

基本構想第２ 部　 基本構想 第１ 章　 まちづく り の基本方針

第
１
章

２ ． 行政経営の方向性

  行政改革から の視点 

●事務・ 事業評価の導入　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

●定員の適正化と給与の適正化 

●組織の見直し 及び機構の再編 

●現行計画の見直し  

●住民の協働と行政サービスの向上　 　 　 　

●職員の意識改革 

  宇陀市における行政経営のキーワード  

●自主・自立 

●危機管理 

●意識改革 

●市民協働 

●財政の健全化 

●成果志向 

　 これらの行政改革の視点や行政経営のキーワード に基づき、 

以下の方向性をめざして行政経営を推進します。 

  行政運営から 行政経営へ 

　 地方分権、少子・ 高齢化、地域産業の構造変化、価値観の多様化など、社会・ 経済・ 市民意識等が

大きく 変化するなかで、まちづくりにおけるさまざまな分野において、限られた財源を有効に活用し 、今ま

で以上に効率的な行政運営をするために、政策・ 施策・ 事務事業の適正な評価が求められています。 

　 このような状況下において、健全な財政状態をできる限り維持し ていく ためには、より積極的な行財

政改革が必要となります。そのため、現在、行政が行うべき事業の見極めをするとともに、市民ニーズに

的確に対応した施策を実施する「 行政経営」の視点が重要となっています。 

行政経営の方向性 

自立し た行財政と市民の視点に立った、 
成果がみえるまちづくり 



まちづく り においては、 都市基盤整備や雇用の創出、 教育の提供などの面で「 定住人口」 が計画の基礎

的資料と なり 、 まちの成長を示す指標でも あり ます。 し かし 、 近年、 著し い出生率の低下などから 、 ほと

んどの市町村が人口減少にいたると 予測さ れており 、 本市においても 人口減少傾向が続いています。

こ う し た状況のなかで、 今後、 若者の定住促進やＵ ・ Ｉ ・ Ｊ タ ーン者への取り 組みなどを継続的に行い、

定住人口の減少緩和を進めるだけでなく 、 交流時代の新たな人口指標の尺度と し て重要視さ れている「 交

流人口」 ※の増加に向け、 魅力あるまちづく り を進めていく 必要があり ます。

そし て、 定住人口に交流人口を加えるこ と により 、 宇陀市に住む人だけでなく 、 宇陀市で学び、 働き、

訪れるすべての人を「 まちづく り 人口」 ※と 位置づけ、 宇陀市のまちづく り に関わるすべての人がお互い支

え合いながら やすら ぎと にぎわいのあるまちづく り を進めていきます。
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●交流人口の考え方… 学習、 仕事、 余暇、 消費などさ まざまな動機でまちを訪れる人口です。 この交流人口がまちの活性化の指標と な

るためには、 通勤や消費などの直接的な効果だけではなく 、 まちのにぎわいを醸成し 、 さ まざまな要因で人々が

交流するなど、 間接的な波及効果をもたらすこと が必要です。

●まちづく り 人口の考え方…「 まちづく り 人口」 ＝「 定住人口」 ＋「 交流人口」

３ ． 目標フレーム

新たな人口指標 

「 まちづく り 人口」 の目標： 4 3 ,0 0 0 人 
　 　 　（ 定住人口+交流人口） 

◎「 まちづく り 人口」  “ 4 3 ,0 0 0 人” をめざし ます！ 

●定住人口→減少緩和　 →　 約3 3 ,0 0 0 人 

平成2 9 年　 約4 3 ,0 0 0 人 

・ 少子高齢対策、定住促進対策など、地域再生をめざした、さまざまな複合施策の実施 

・ 県営工業団地等（ 大和高原工業団地： 計画地）の整備　 　 　 　 　 　 など 

●交流人口→増　 加　 　 →　 約1 0 ,0 0 0 人　（ １日当たり 昼間人口） 
 

・グリーンツーリズムや農業体験など、自然志向の新たな観光スタイルの確立 

・ 歴史、文化、自然、環境など、さまざまなイベント の開催　 　 　 　 など 

） 



（ １ ） 将来都市構造の概念提示

本市は総面積247.62km 2と 広大な市域を有し 、 都市構造上の核と なる駅前や中心と なる施設が集積する市

街地・ 拠点が各地域に分散し ていると いう 都市構造上の特徴があり ます。 市民が宇陀市と し ての一体感を

感じ るこ と ができ、 市内に分散する公共施設や市街地・ 拠点と の連携を図るためにも 、 各市街地・ 拠点を

リ ング（ 環状） で結ぶと と も に、 地域連携の強化や市民生活の利便性向上を図るため市内各集落を各拠点

と ネッ ト （ 網状） で結ぶ概念的な都市構造の設定を行います。

また、 急速な高齢化の進展や人口減少社会を見据えた場合、 今後、 市内点在集落における行政サービス

の低下や集落の孤立が懸念さ れます。 そこ で、 市街地や拠点をネッ ト （ 網状） で結ぶこ と に加え、 各地域

の中心地及び市街地周辺へのアク セスを向上さ せながら 、 コ ンパク ト なまちの形成を図るこ と と し ます。

そのため、 市街地や拠点においては、「 福祉」 や「 健康」 などの観点から 、 市民生活に身近な商店街や公

共施設、 快適な住環境が整備さ れたまちづく り を進めます。
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基本構想第２ 部　 基本構想 第１ 章　 まちづく り の基本方針

第
１
章４ ． 都市構造の概念

広域連携軸 

市
内
環
状
連
携
軸 

拠
点
、集
落
連
携
網 

広
域
環
状
連
携
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■ 各市街地・ 拠点をリング（ 環状）とネット（ 網状）で結ぶ概念的な都市構造 

＝公共施設や中心となる施設が 

　 集積する市街地や拠点 

＝市内活力エリア 

＝（ インターチェンジ） 

＝幹線道路 



（ ２ ） ゾーン別の整備方針

地形条件や土地利用の現況など、 また、 観光・ 産業・ 人の集積をふまえて、 各地域の特性を活かし た以

下のゾーニングを行い、 それぞれの整備方針を示し ます。

■ 活力創造・ 連携ゾーン

市内の公共施設や商工業地等の都市機能の集積を図り 、 特色ある自然・ 歴史・ 文化・ 産業等の地域

資源を積極的に活かし て連携し ながら 「 学ぶ、 働く 、 遊ぶ、 憩う 、 食べる、 創る」 など、 定住促進活

動、 創造・ 交流活動、 観光・ 産業振興活動、 環境保全活動等が活発に行われるよう な、 回遊性・ 滞留

性と 活力あふれるゾーンの形成をめざし ます。 また、 本市の持つ利便性と 低利用地を活用し 、 定住人

口の確保を図るため、 雇用の場と なる工場誘致や団地開発が可能と なる土地利用ゾーンと し ます。

■ 地域拠点ゾーン

各地域の均衡ある発展をめざし 、 市民サービスや市民の交流の場の確保を図り ます。 また、 地区拠

点相互の役割分担や特性を活かし つつ、 総合的な利便性の確保と 、 にぎわいを創出する都市機能の整

備を進めます。

● 市街地エリ ア

宅地の集積が高い市街地を形成し ているエリ アであり 、 計画的な都市基盤の整備や都市的な機能の

整備をめざすと と も に、 快適で利便性のある居住環境の維持を図り ます。

● 市街地活性エリ ア

本市の中核地と し て、 市内で最も 求心力の高いエリ アに位置づけ、 宇陀市の玄関口と し てのコ ンパ

ク ト 機能を活かし た市街地整備を図り ます。 また、 近鉄榛原駅周辺を商業振興の中心と し て位置づけ

ると と も に、 あら ゆる面から 市民生活の充実を図り ます。

● 工場誘致エリ ア

本市の北東部の低利用地は、 名阪自動車道にも 近く 、 大阪・ 名古屋への交通アク セスの地の利を活

かし 、 定住促進のための就労の場と 税収確保のための工場・ 企業誘致を積極的に進めます。

● 森林環境エリ ア

豊富な森林資源・ 観光資源に恵まれており 、 今後も 自然環境を大切にし たまちづく り を行い、 農林

業の活性化や自然派志向による定住促進、 グリ ーンツーリ ズム（ 農山村での滞在型余暇活動） による

交流促進を図り ます。
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● 田園共生エリ ア

宇陀盆地に広がる平野部を中心と し た高原地域及び中山間地域から なる農地や既存集落の広がるエ

リ アであり 、 農業の振興を図ると と も に、 農業資源を活かし た交流・ 体験の場づく り や、 定住促進を

図れる田園風景と 調和し たう るおいある居住環境をめざし ます。

● 自然交流エリ ア

室生・ 赤目・ 青山国定公園の一部を形成する自然交流エリ アについては、 豊かな自然のなかで、 や

すら ぎ・ ふれあい・ 体験・ 環境学習等が図れるよう な、 魅力あふれる取り 組みの推進をめざし ます。
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地球温暖化やエネルギーの大量消費など、 自然を取り

巻く 環境問題は本市でも 例外ではあり ません。 今後、 本

市の豊かな自然や美し い田園風景と 調和し たまちづく り

を進めるため、 循環型社会への取り 組み運動など、 環境

保護を地域づく り に活かし ながら 、自然環境と 共生し た、

持続可能な快適なまちをめざし ます。

乳児から 高齢者まで、 地域住民が生涯にわたり 、 住み

慣れた地域で、 いき いき と 健康に生活でき るよう 、 保

健・ 医療・ 福祉が連携し 、 健康づく り を行う と と も に、

医療環境の整備、 母子保健施策、 高齢者施策、 障害者施

策等の充実を図り ます。

また、 市民一人ひと り が自ら の能力を発揮し ながら 互

いに助け合い、支え合う 地域福祉の充実を図ると と も に、

「 自助」「 共助」「 公助」 の理念をまちに浸透さ せ、 地域

の特性を活かし ながら 、 協働によるまちづく り を推進し

ます。

第３ 節　 基本目標と 方向性

１ ． 自然と 共生し た快適に暮らせるまち
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２ ． いきいきと 健やかな安らぎのあるまち

１ ． 自然環境の保全と 活用

２ ． 生活環境の整備

３ ． 循環型社会の構築

４ ． 持続可能な調和の取れたまち

５ ． 公園・ 緑地の整備

１ ． 健康づく り の推進

２ ． 地域医療体制の充実

３ ． 高齢者が安心し て暮ら せるまち

４ ． 障害のある人がいきいきと 暮ら せるまち

５ ． 子育て支援が充実し たまち

６ ． 心豊かな地域福祉の充実



住宅をはじ めと する住環境、 道路交通網、 上下水道や

情報通信基盤などの都市基盤の整備と と も に、 防犯・ 防

災の充実に努め、 安全・ 安心なまちづく り を行います。

また、 空洞化が進む中心市街地の活性化に取り 組むと

と も に、 Ｕ ・ Ｉ ・ Ｊ タ ーンに対応できる定住・ 交流促進

対策や雇用環境を創出し 、 自然、 文化、 産業が共生する

都市づく り を推進し ます。

地域力の向上も 、 市民一人ひと り の豊かな人間性が基

礎と なっ て成立し ます。 すべての人が心豊かに生きがい

のある生活が送れるよう 、 地域の特性を活かし た教育と

文化振興を進めます。

また、 互いの人権を大切にし ながら 、 いじ め問題など

がない、 男性も 女性も 誰も が自分ら し く 学び、 働き、 活

動できる地域づく り を進めると と も に、 本市に住む誰も

が地域で学習活動やスポーツ・ レク リ エーショ ン活動な

どに取り 組める文化的環境の整備に努めます。

１ ． 定住拠点の構築

２ ． 道路交通網の整備

３ ． 公共交通機関の充実

４ ． 上下水道の整備

５ ． 安全・ 安心な暮ら し の実現

６ ． 情報通信基盤の整備
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３ ． 安全・ 安心でう るおいのある定住のまち

４ ． 一人ひと り が輝き個性・ 創造を育むまち

１ ． 誰も が尊重さ れる共生のまちづく り

２ ． 男女共同参画社会の実現

３ ． 教育環境の整備・ 充実

４ ． 生涯学習の充実

５ ． スポーツ・ レク リ エーショ ンの充実
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本市の豊かな自然資源を活かし ながら 、 農林業や商

工業の振興、 歴史や文化遺産を活かし た集客交流のある

観光の創出を行う など、 豊かで活力と 個性がある地域産

業の構築を図り ます。

また、 本市の恵まれた自然資源や歴史・ 文化資源が地

域の活性化に結びつく よう 、 保全と 活用の多様性を検討

し ながら 、 Ｐ Ｒ 活動を推進し 、 持続可能な地域経済の発

展に努めます。

地方分権の進展や行政需要が複雑・ 多様化するなか、

市民ニーズを 的確に把握するこ と が重要と なっ ていま

す。 行財政の健全化が緊急課題と さ れているなか、 行政

だけがまちづく り を行う のではなく 、 市民、 ボラ ンティ

ア団体などと の連携により 、 本市に住むみんなで自分た

ちのまちについて考え、 まちづく り に取り 組む体制を整

備し 、 住民自治の確立をめざし た、 新し いまちづく り を

推進し ます。

５ ． 地域資源を活かし た産業・ 交流振興のまち

６ ． みんなで創る協働と 参画のまち

１ ． 農林業の活性化

２ ． 商工業の活性化

３ ． 歴史・ 文化資源の保全と 活用

４ ． 観光の振興

５ ． 交流施策の充実

１ ． 市民と 行政の協働のまちづく り

２ ． 行政サービスの向上

３ ． 地域力の再生

４ ． 行財政改革の推進

５ ． 広域行政の推進



基本理念 

１． 持続可能な環境保全のまちづくり 

２ ． 新しい時代の協働のまちづくり 

３ ． 地域力（ 宇陀力）による「 安全・ 安心」なまちづくり 

４ ． 歴史や文化を活かしたまちづくり 
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将来像 政　 策 施　 策 

１． 自然環境の保全と活用 

２． 生活環境の整備 

３． 循環型社会の構築 

４． 持続可能な調和の取れたまち 

５． 公園・ 緑地の整備 

１． 健康づくりの推進 

２． 地域医療体制の充実 

３． 高齢者が安心して暮らせるまち 

４． 障害のある人がいきいきと暮らせるまち 

５． 子育て支援が充実したまち 

６． 心豊かな地域福祉の充実 

１． 定住拠点の構築 

２． 道路交通網の整備 

３． 公共交通機関の充実 

４． 上下水道の整備 

５． 安全・ 安心な暮らしの実現 

６． 情報通信基盤の整備 

１． 誰もが尊重される共生のまちづくり 

２． 男女共同参画社会の実現 

３． 教育環境の整備・ 充実 

４． 生涯学習の充実 

５． スポーツ・レクリエーションの充実 

１． 農林業の活性化 

２． 商工業の活性化 

３． 歴史・ 文化資源の保全と活用 

４． 観光の振興 

５． 交流施策の充実 

１． 市民と行政の協働のまちづくり 

２． 行政サービスの向上 

３． 地域力の再生 

４． 行財政改革の推進 

５． 広域行政の推進 

１． 自然と共生し た 

 快適に暮らせるまち 

２． いきいきと健やかな 

 安らぎのあるまち 

３． 安全・ 安心で 

 うるおいのある 

 定住のまち 

４． 一人ひとりが輝き 

 個性・ 創造を育むまち 

５． 地域資源を活かし た 

 産業・ 交流振興のまち 

６． みんなで創る 

 協働と参画のまち 
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U d a  C i t y

第３ 部　 基本計画

第１ 章

１ ． 自然環境の保全と 活用

２ ． 生活環境の整備

３ ． 循環型社会の構築

４ ． 持続可能な調和の取れたまち

５ ． 公園・ 緑地の整備

自然と共生した快適に

暮らせるまち



第1 節 自然環境の保全と 活用

●宇陀川などの豊かな自然環境の保全・ 活用を推進し 、 自然と 共生するまちづく り を進めるため、 市民自

ら が河川や森林など自然環境を守る意識の醸成を図ると と も に、 不法投棄や公害防止対策の強化に努め

ます。

●地球環境に配慮し た太陽光発電など、 環境にやさ し いク リ ーンエネルギーの普及を検討すると と も に、

省資源と 省エネルギーを推進し 、 地球環境問題に対する意識の高揚を図り ます。

●市民やＮ Ｐ Ｏ 等の協働により 、 美し い里山の保全に努めます。 また、 広葉樹の森の再現や貴重な水生昆

虫等の生物生息空間を維持するこ と で、 市民や観光客と の交流を図り ます。

44

現状と 課題

●平成17年に発効さ れた京都議定書に基づき、 地球温暖化防止に向けた数値目標の達成が求めら れてお

り 、 エネルギー大量消費国である日本では、 環境に配慮し た持続的な発展のため、 官民による環境

にやさ し いク リ ーンエネルギーの普及を進めていく こ と が必要と なっ ています。

●さ ら に近年では、 山林等への不法投棄や水質汚濁なども 懸念さ れ、 観光客を含め、 自然環境保全に関

するマナーや意識の向上が求めら れます。

施策の方向

太陽光発電



（ １ ） 自然環境保護の推進

●自然の持つ多面的な機能の維持・ 増進を図るため、 エコ イ ベント などを通じ て地域住民や関係機関

と 連携し 、 自然と 共生するまちづく り を進めます。

●「 宇陀市土砂等の埋め立て等による土壌の汚染及び水質の汚濁なら びに災害の発生防止に関する条

例」 を活用し 、 県や関係機関と の協力により 、 不法投棄に対し て、 山や河川を中心と し た定期的な

パト ロールの実施など、 防止対策を強化し ます。

●学校教育や社会教育を通じ 、 環境問題に関する学習機会の充実に努めます。

●ごみゼロに向け、 市民による周辺道路などの美化清掃活動を支援し ます。

●市民による森づく り の活動を支援し 、 森林の適正な維持に努めます。

●市民に対し 、 家庭や職場での節約や地球温暖化防止に向けた取り 組みなど、 環境にやさ し い生活を

心がけるよう 、 環境問題に対する意識の高揚を図り ます。

●大気汚染や水質汚染の環境調査の徹底、 公害防止のための啓発や事業者等への検査・ 指導体制の整

備を推進し ます。

（ ２ ） 水辺環境の保全

●清掃ボランティ ア団体の育成や地域住民の清掃活動を支援し 、環境に配慮し たまちづく り を行います。

●里山の田園、 ため池やダム湖、 河川等、 親水性を考慮し た水辺環境の整備を推進し ます。

●室生ダム湖畔の豊かな自然環境と 親水空間を活かし た整備を行い、 交流人口の増加を図り 、 室生ダ

ム湖周辺の魅力の向上を図り ます。

（ ３ ） クリ ーンエネルギーの普及推進

●官民による太陽光発電等、 環境にやさ し いク リ ーンエネルギー設備の普及を推進し ます。

●グリ ーン購入（ 環境への負荷が少ない製品やサービスの購入） の啓蒙・ 啓発を行います。
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●し 尿処理体制については、 今後も 衛生的かつ効率的な処理体制を推進するため、 広域的な連携による処

理施設の整備を図ると と も に、 異物混入の防止や浄化槽設置者に対する保守点検の指導などの啓発を図

り ます。

●斎場・ 火葬場については、 今後の人口減少のなか、 少子高齢化の社会状況をふまえ、 適切な管理運営と

環境に配慮し た墓地の整備を推進し ます。

●ペッ ト など愛玩動物の適正管理やふん尿の後始末など、 飼い主へのマナーの向上を図り ます。

第2 節　 生活環境の整備

46

現状と 課題

●し 尿処理などについては、 宇陀衛生一部事務組合（ 宇陀衛生センタ ー） で衛生的かつ能率的に処理

さ れています。 年間処理量と し て、 平成15年度で14,665 、平成16年度で14,972 、平成17年度で

14,776 、平成18年度では14,583 と なっ ており 、 減少傾向にあるこ と がう かがえます。

●斎場・ 火葬場については、「 宇陀市営榛原斎場」「 宇陀市営不帰堂火葬場」「 宇陀市営岩崎火葬場」 で

運営し ており 、 今後の人口推移などによる状況を勘案し 、 適切な施設運用を図る必要があり ます。

●ペッ ト など愛玩動物を飼育する家庭が増加し 、 犬の登録は平成18年度で2,587件（ 全世帯の19.5％）

にのぼっ ています。 それに伴い、 住宅街や道路でのふん尿公害や飼育放棄なども 増加傾向にあるた

め、 飼い主への適正な管理などを周知し ていく 必要があり ます。

施策の方向

ペッ ト ふん公害の啓発



（ １ ） し 尿処理体制の整備

●衛生的かつ効率的なし 尿収集処理体制を推進し ます。

●収集許可業者の指導の強化と と も に、 処理施設への効率的な搬入及び異物の混入防止に努めます。

●浄化槽設置者に対し 保守点検、 清掃及び法定検査実施の徹底について指導、 啓発を図り ます。

（ ２ ） 火葬場・ 墓地の整備

●斎場・ 火葬場の適切な管理運営と 良好な環境の確保に努めます。

●市営赤人霊苑の整備など、 墓地の適正管理及び周辺の清掃等、 環境美化を促進し ます。

（ ３ ） 愛玩動物の適正管理やマナーの啓発

●県動物愛護センタ ーや広報誌・ パンフ レッ ト 、 立て看板等のあら ゆる機会を通じ て、 飼い主に愛玩

動物の飼育責任や適正な管理、 散歩時のマナーなどを啓発し ます。
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第3 節 循環型社会の構築

48

●ごみと なる余分なも のは買わない・ 受け取ら ない、 減量化する（ リ デュ ース）、 一度使っ たも のをそのま

ま、 あるいは洗浄や修理によっ て機能を復活さ せて、 繰り 返し 使用する（ リ ユース）、 ごみは分別し て再

び資源と し て使う （ リ サイク ル）、 と いう 「 ３ Ｒ 運動」 の普及に努め、 環境への負荷をできるだけ少なく

する「 循環型社会」 の構築を築く ため、 市民一人ひと り が物を大切に使い、 ごみを減ら す意識の高揚を

図ると と も に、 市民が主体と なっ たごみの減量化・ 資源化に対する取り 組みを支援し ます。

●多様化するごみ処理に対応するため、 広域的な連携によるごみ処理施設の整備・ 充実に努めると と も に、

収集体制の充実を図り ます。

●リ サイク ル体制を市内全域に広げ、 安定し た処理を行う ため、 処分施設の整備を検討し ます。

現状と 課題

●こ れまでの大量消費型社会は地球環境の悪化を招いており 、 今後、 持続可能なまちづく り を推進し

ていく 観点から 、 循環型社会への転換を図る必要性が高まっ ています。

●ごみの投入量については「 宇陀ク リ ーンセンタ ー」「 宇陀市護美センタ ー」「 東宇陀環境衛生組合」

（ 東宇陀ク リ ーンセンタ ー） において、 平成15年度で9 ,309ｔ 、 平成16年度で8,989ｔ 、 平成17年度で

8,998ｔ 、 平成18年度で8,928ｔ と なっ ており 、 全体では減少傾向にあるも のの、 一人当たり の排出量

はほぼ横ばいで推移し ています。

●環境への配慮も 含め、 個人の意識啓発や住民生活への浸透などにより 、 ごみの減量化、 資源化を進

め、 市全体で循環型社会を構築し ていく こ と が必要と なっ ています。

●広域的な対応による、 円滑なごみ処理体制、 廃棄物処理体制を構築するこ と が必要です。

施策の方向

「 3R運動」 のキャ ンペーンマーク



●マイバッ ク運動…自分の買物袋を持って買物し 、 レジ袋を使わないエコ運動。 その場合に、 スタ ンプを貯めて商品券に交換するなど、

マイバッ ク運動を支援するスーパーも全国的に増えてきている。
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基本計画第３ 部　 基本計画 第１ 章　 自然と 共生し た快適に暮ら せるまち

第
１
章

第
２
章

第
３
章

第
４
章

第
５
章

第
６
章

（ １ ） ごみの減量・ 資源化の促進

●「 宇陀市護美センタ ー」「 宇陀ク リ ーンセンタ ー」「 東宇陀環境衛生組合」（ 東宇陀ク リ ーンセンタ ー）

の施設を適正に運営さ せると と も に、 地域一体と なっ て循環型社会の構築を図り ます。

●ごみの減量やリ サイ ク ルに関するパンフ レッ ト の作成や講習会の開催、 学校教育や社会教育を通じ

た啓発活動を充実さ せ、 エコ 宣言をするなど、 市民一人ひと り の意識の高揚を図り ます。

●資源循環型のまちづく り を行う ため、再資源集団回収の充実、マイバッ ク 運動※の展開やエコ・ フ リ ー

マーケッ ト の開催など、 家庭や事業所での温室効果ガスの排出量を下げる取り 組みやごみの発生抑

制、 再使用を促進し ます。

●ごみの分別を徹底し 、 ごみの減量化・ 資源化を推進し ます。

●一般家庭の生ごみについて、 堆肥化を促進するため、 生ごみ処理機・ コ ンポスト の普及に努めます。

（ ２ ） 廃棄物等の処理体制の充実

●一般廃棄物最終処分場及びリ サイク ルセンタ ーの整備について、 検討し ます。

●多様化するごみ処理に対応するため、 広域的な連携による処理施設の整備・ 充実に努めます。

●「 宇陀市護美センタ ー」「 宇陀ク リ ーンセンタ ー」「 東宇陀環境衛生組合」（ 東宇陀ク リ ーンセンタ ー）

の整備や収集回数、 収集体系の検討など、 効率の良いごみ収集体制の構築を図り ます。

●事業者等に働きかけ、 産業廃棄物の適切な処理連携体制の構築を進めます。

●生活水準の向上と 産業活動の発展に伴い、水質保全を図るこ と が重要視さ れているこ と から 、快適で

潤いのある生活環境を公共用水域の水質保全のため、合併処理浄化槽設置整備事業を推進すると と も

に、 社会動向にあわせて、 循環型社会形成を推進するための地域計画の策定や見直し を検討し ます。

主要施策

宇陀市護美センタ ー

東宇陀ク リ ーンセンタ ー

宇陀ク リ ーンセンタ ー



●景観形成はいつまでも 住み続けたい、 住んでみたいと 思えるまちづく り を進める上で重要な要素である

こ と から 、 今後も 積極的に関連施策を推進し ていく 必要があり ます。

●本市の豊かな自然環境の魅力を最大限に活かし たまちづく り を進めていく ため、 市が一体と なっ て自然

環境を保全する意識を育むこ と や市民一人ひと り による省資源・ 省エネルギーなどに向けた身近な取り

組みなどを推進し ます。

第4 節 持続可能な調和の取れたまち

50

現状と 課題

●市街地は市民生活を支える場所であると と も に、 潤いやにぎやかさ を感じ るこ と ができる場所でも

あり 、 整備にあたっ ては、 利便性の向上を図り ながら も 、 それぞれの地域の魅力を活かし た計画的

な土地利用による特色あるまちづく り が求めら れます。

●市民がいつまでも 住み続けたい、 住んでみたいと 思える生活環境を整備するためには、 周辺の自然

環境や歴史文化を活かし た景観形成を図る必要があり ます。

●魅力ある景観形成に向けて、 公共サイ ン整備をさ ら に充実すると と も に、 市のゲート サイ ンを明確

にし 、 郷土への愛着を高める取り 組みが必要です。

●近年、 不法投棄やごみのポイ 捨てが問題と なっ ており 、 今後、 市民一人ひと り に自然環境保全に関

するマナーや意識の向上を図るこ と が重要です。

施策の方向

美し い農村の景観



（ １ ） 良好なまちの景観形成

●主要道路における本市の入り 口付近でのゲート サイ ンの計画的な配置や、 市内の公共デザイ ンの統

一化を図り ます。

●道路や公園、 学校などの公共施設等における景観、 緑化推進、 デザイ ンの向上など、 地区計画等を

はじ めと する良好な景観形成に対し て、 行政が先導的に事業の推進を図り ます。

●良好な景観形成と 円滑な交通政策のため、 屋外違反広告物等や近鉄榛原駅前放置自転車等の撤去を

行います。

●交流人口の増加を図るため、 観光案内板等の観光施設は周辺の景観に配慮し た整備を行います。

（ ２ ） 環境に配慮し たまちの形成

●計画的な土地利用と 景観に配慮し たまちづく り を推進し 、 市街地、 商業地や住宅地等の健全な発展

と 秩序ある整備、 農用地域、 森林地域の保全、 自然環境の保全・ 活用を図り ます。

●大宇陀松山地区の景観など、地域固有の歴史や文化に誇り を持ち、歴史的な街並みの保存を行います。

●宇陀市特有の農山村や自然景観、 歴史漂う 景観などの保全と 美し い景観づく り を計画的に進めるた

め、 景観条例等の指針整備を検討し ます。

●地籍調査事業の推進と 成果をデータ 化し 、 土地情報と し て広く 市民に提供するなど、 有効活用を図

り ます。

●持続可能なまちづく り を進めるには、 一人ひと り できるこ と から 始めなく てはいけません。 市民に

対し 、 家庭や職場での節約や地球温暖化防止に向けた取り 組みなど環境にやさ し い生活を心がける

よう 、 環境問題に対する意識の高揚を図り ます。

●環境や景観に配慮し た街並みの形成を推進すると と も に、 市民一人ひと り が景観を守る風土の醸成

を図り ます。

●地域経済の活性化と ボラ ンティ ア活動に対する人間関係構築のため、「 エコ マネー」（ 地域通貨）※制度

の研究・ 検討を行います。

（ ３ ） 環境と 経済の両立をめざし たまち

●本市が経済的に自立し たまちづく り をめざす上で、「 自然環境」 は最大の資源です。 環境を良く する

さ まざまな取り 組みが、 市民や企業まで浸透し 、 その取り 組みが地域や経済を活性化さ せ、 環境保

全活動と 経済活動が相互に刺激し 合い、 高め合っ ていく まちの実現に向けて、 まちづく り の各分野

における施策を進めていきます。
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●エコマネー… 環境・ 福祉・ コミ ュニティ ・ 文化等のお金の対象にならないサービスで思いやり や感謝の気持ちを時間当たり に換算し た

行為を評価し たもので、 今後、 地域社会が抱えるさ まざまな課題など、 行政だけでは解決できない問題を、 ボランティ ア

やＮ Ｐ Ｏと の協働体制によって解決し ていく こと が必要になってく る。 このエコマネーを活用すること により 、 地域内で

の資金循環を実現さ せ、 地域経済を少し でも元気にさ せると 同時に、 新たなコミ ュニティ ビジネスの展開と ボランティ ア

活動の依頼者と 提供者と が対等で信頼のある関係を構築できるものと し て期待さ れている。

基本計画第３ 部　 基本計画 第１ 章　 自然と 共生し た快適に暮ら せるまち

第
１
章

第
２
章

第
３
章

第
４
章

第
５
章

第
６
章

主要施策
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■宇陀市の環境経済戦略のイメ ージ 

環境と 経済の両立をめざすまち づく り  

環境を活かした観光・ 交流 

循環型地域社会の構築 

環境保全型の地域産業 

安全・ 安心の地産地消 

環境保全活動 地域経済活動 

相 乗 効 果  

バ ラ ン ス  



●市民や訪れた人が潤いと 安ら ぎを感じ 、 さ まざまな交流の機会を生みだすこ と ができるよう 、 自然や田

畑、 公園・ 緑地など、 多様なニーズに対応し 、 だれも が憩う こ と ができる安ら ぎと ふれあいの空間整備

を推進し ます。

●指定管理者制度などを検討し 、 大規模公園の維持・ 管理経費の節減を図り ます。

●地域一体と なっ た公園等の維持・ 管理体制の整備を推進し ます。

（ １ ） 公園・ 緑地の整備

●豊かな自然と 特色のある公園づく り をめざし て、「 心の森総合福祉公園」「 宇陀川公園」「 榛原フ レン

ド パーク 」 の整備を推進し ます。

●魅力ある観光地づく り やカエデのブラ ンド 化等による農林業の振興を図り 、 自然環境を体験できる

空間づく り を創出する目的で、 自然体験型公園「 ワールド メ イ プルパーク 」 の整備を宇太小学校跡

地で行う と と も に、 既設商業・ 産業・ 観光各施設と のネッ ト ワーク 化を図り 、 地域が一体と なっ た

まちづく り を推進し ます。

●「 県立う だ・ アニマルパーク 」 の整備により 、 広く 県民に動物全般に対する理解を促進すると と も

に、 動物に対する命の大切さ と 愛護の思想について、 普及啓発を図り ます。

●宇陀川や芳野川、室生ダム周辺など、より 快適な水辺空間を創出できるよう 、周辺整備を推進し ます。

●「 平成榛原子供のも り 公園」 や「 室生山上公園芸術の森」 など、 既設の都市公園や都市公園以外の

公園の適正な維持・ 管理に努めます。

第5 節 公園・ 緑地の整備
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第
１
章

第
２
章

第
３
章

第
４
章

第
５
章

第
６
章

現状と 課題

施策の方向

主要施策

●公園・ 緑地の整備については、 地域の潤いある都市環境の創設や災害時の避難地、 復旧拠点と し て

の機能を有し た都市型の公園や、 自然の魅力を活かし た広場、 市街地のなかで自然にふれるこ と が

できる緑地の整備等、 市民のニーズが多様化し ています。

●本市においても 、 遊具の安全性の確保や周辺施設の清掃など、 公園の適切な維持・ 管理、 緑地の保

全が課題であり 、 維持・ 管理経費も 大きく なっ ています。 今後は地域住民の参画を促し 、 市民等が

主体と なっ た維持・ 管理による公園・ 緑地など、 ふれあいの空間整備の充実が必要です。

●宇陀川や芳野川、 室生ダムや宮奥ダム周辺などの水辺空間については、 市民にと っ ても 、 訪れる人

にと っ ても 潤いと 安ら ぎを感じ るこ と ができる場であるため、 地域が一体と なっ て周辺整備等を進

める必要があり ます。



●「 室生・ 赤目・ 青山国定公園」 を中心と し た、 本市の豊かな自然と ふれあう こ と ができる公園・ 緑

地整備を推進し ます。

●遊具やト イ レなど公園内施設の点検と 周辺施設の清掃など、 安全な維持・ 管理に努めると と も に、

地域住民が主体と なっ た公園の維持・ 管理体制の整備を推進し ます。
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心の森総合福祉公園

室生山上公園芸術の森

平成榛原子供のも り 公園

榛原フ レンド パーク



U d a  C i t y

第３ 部　 基本計画

第２ 章

１ ． 健康づく り の推進

２ ． 地域医療体制の充実

３ ． 高齢者が安心し て暮らせるまち

４ ． 障害のある人がいきいきと 暮らせるまち

５ ． 子育て支援が充実し たまち

６ ． 心豊かな地域福祉の充実

いきいきと健やかな

安らぎのあるまち



第1 節 健康づく り の推進
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現状と 課題

●高齢者の増加や生活習慣が変化するなかで、 慢性疾患や生活習慣病が増加傾向にあり ます。 個人の

健康に対する関心も 高まっ ており 、 健康の維持と 介護予防のためのさ ら なる施策の充実が求めら れ

ています。

●市民のだれも が健康な生活を送るこ と ができるまちづく り を進めるためには、 さ まざまな関係機関

や専門職等と の連携を図り ながら 、 健康教育や保健指導などを充実するこ と が必要です。 また、 心

の病を抱える人が増加し ており 、 相談・ 支援に関する体制づく り が必要です。

●積極的な疾病予防や健康づく り をめざし 、 市民自ら が自分の意思で行っ ていけるよう な健康づく り

を支援する社会環境を整えるため、「 健康う だ21計画」（ 平成20年度～平成24年度） をも と にさ まざ

まな活動に取り 組んでいきます。

（ 単位： 人、％） 

 

資料： 保健事業年度別受診者数等 

■保健事業年度別受診者数等 

基本健康診査 

胃がん検診 

肺がん検診 

大腸がん検診 

子宮がん検診 

乳がん検診 

前立腺がん検診 

骨粗し ょ う 症検診 

歯周病検診 

3 0 代女性の健診 

肝炎ウイ ルス検診 

8,902 

8,894 

9,126 

9,025 

8,577 

5,857 

460 

5,100 

6,433 

955 

3,561

対象者 

2,657 

2,016 

2,379 

2,473 

1,166 

772 

313 

686 

122 

100 

424

受診者 

924 

148 

152 

261 

4 

109 

15 

110 

113 

13 

2

精検者 

29.8 

22.7 

26.1 

27.4 

13.6 

13.2 

68.0 

13.5 

1.9 

10.5 

11.9

受診率 

10,301 

10,301 

10,301 

10,301 

8,670 

5,948 

4,790 

1,220 

1,214 

1,284 

2,984 

 

対象者 

2,371 

1,627 

1,822 

1,999 

587 

514 

565 

98 

5 

81 

275 

 

受診者 

1,138 

93 

29 

151 

9 

52 

35 

21 

0 

0 

0

精検者 

23.0 

15.8 

17.7 

19.4 

6.8 

8.6 

11.8 

8.0 

0.4 

6.3 

9.2

受診率 

平成1 7 年度 平成1 8 年度 事業年度 

事業名 

（ 単位： 人、％） 

 

資料： 保健事業年度別受診者数等 

■保健事業年度別受診者数等（ 母子保健） 

４ ～５ か月児健康診査 

1 0 ～1 1 か月児健康診査 

1 歳6 か月児健康診査 

2 歳児歯科健康診査 

3 歳児健康診査 

204 

223 

247 

223 

276

対象者 

177 

188 

217 

178 

214

受診者 

1 

0 

3 

0 

33 

 

精検者 

86.8 

84.3 

87.9 

79.8 

77.5 

 

受診率 

219 

215 

237 

253 

266

対象者 

196 

187 

195 

199 

210

受診者 

2 

2 

7 

0 

28

精検者 

89.5 

87.0 

82.3 

78.7 

78.9

受診率 

平成1 7 年度 平成1 8 年度 事業年度 

事業名 



57

基本計画第３ 部　 基本計画 第２ 章　 いきいきと 健やかな安ら ぎのあるまち
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●乳幼児から 高齢者まで、 広く 市民の健康の維持・ 増進を図るため、 分散化し た保健センタ ーの機能強化

を図り 、 充実し た健康診査の実施等を通じ て、 生活習慣改善等の疾病予防や健康づく り 等に取り 組める

体制を整備し ます。

●市民一人ひと り の健康に対する自主管理意識の高揚・ 啓発を図ると と も に、 健康ボラ ンティ アの育成・

支援や、 地域の公園・ 運動施設や自然環境、 さ ら には地域の健康食材等を活かし 、 さ まざまな健康活動

が地域で活発に行われるよう な機会を創出し ます。

●市民の健康増進と 健康に対する意識の高揚を図るため、 各種健（ 検） 診の充実と 健康教室や講習会、 健

康相談等の各種保健事業の充実に努めます。

●市内の保健福祉機能の統合・ 充実化を図り 、 乳幼児から 高齢者、 障害者にいたるまでの多目的複合施設

と し ての機能を備えた保健福祉施設の整備を検討し ます。

（ １ ） 健康づく り 活動の推進

●身近な地域においての健康教室や講習会、 健康指導や各種相談事業などの充実を図り 、 家庭から 地

域へ広がる健康づく り 体制の整備を図り ます。

●食生活に関する正し い知識の普及に加え、 関係機関と 連携し 、 食育に関する基本計画の策定など、

施策の充実を図り ます。

●歯科検診に対する意識の高揚を図り 、 受診機会の増加を図るなど、 生涯を通じ た歯科保健対策を推

進し ます。

●心のケアに関する啓発や相談・ 指導体制の強化に努めます。

●子育て支援から 高齢者・ 障害者福祉などの多目的複合施設と し ての機能を備えた保健福祉センタ ー

の整備を検討し ます。

●市民の健康増進施設と し て、 多世代交流プラ ザ「 大宇陀温泉あきののゆ」 や福祉保健交流センタ ー

「 ぬく 森の郷」 等の活用により 、 住民の福祉の増進に努めます。

●「 健康う だ21計画」 をも と に、 市民自ら がそれぞれの立場に応じ て健康対策を行う こ と ができるよ

う 、 計画策定の分野と し て「 母子の健康」「 休養・ こ こ ろの健康」「 身体活動と 運動」「 食生活と 栄養」

「 生活習慣病」「 介護予防」「 たばこ 」「 アルコ ール」「 歯の健康」 の９ 分野を取り 上げ、 ６ つの専門部

会や部会代表者会議、 策定委員会など、 各関係機関の代表者によっ て組織さ れ、 計画を策定し ます。

施策の方向

主要施策



●メ タボリ ッ クシンド ローム…「 内臓脂肪型肥満」 の人が「 高血圧」「 糖尿病」「 高脂血症」 のう ち、 軽度でも２ つ以上を合わせ持って

いる状態をいう 。 メ タ ボリ ッ クシンド ロームになると 、 動脈硬化の危険性が増し 、 脳卒中や心筋梗塞

などの循環器病の発症が起こり やすく なる。
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（ ２ ） 保健事業の充実

●メ タ ボリ ッ ク シンド ローム※や生活習慣病対策と し て、 平成20年４ 月から 導入さ れた特定健康診査の

実施にあたり 、 実施計画を基に、 総合的かつ計画的な健康増進施策の充実を図り ます。

●市内の保健センタ ーの統合や充実を図ると と も に、 子育て拠点などの機能の充実を図り ます。

●各種健（ 検） 診の充実と 健診結果を利用し た事後指導や健康相談など、 きめ細やかな健康指導の充

実を図り ます。

●食育や運動指導など、 個々の実情と ニーズに応じ た健康教室や講習会の充実を図り 、 市民の健康づ

く り への意識の高揚に努めます。

●専門性を活かし 、 健康問題を改善さ せるため、 保健に関わる人材の確保に努めます。

●保健・ 医療・ 福祉・ 教育と の連携を密にし 、 妊娠、 出産、 育児と 一貫し た母子保健指導体制の充実

を図り ます。

●感染症予防のため、 予防接種事業の指導及び啓発を行い、 接種率の向上を図り ます。

保健センタ ー受診状況

保健センタ ーの健康教室



●本市や奈良県東部地域における医療体制の充実など、 安心できる医療環境づく り を進めるため、 市立病

院の整備を図ると と も に、 医療機関相互の連携強化による地域医療ネッ ト ワーク 体制の構築を図り ます。

●国民健康保険や福祉医療などの社会保障制度について、 制度の意義や必要性について、 市民に一層の周

知を行う と と も に、 国・ 県など関係機関と 連携をと り ながら 、 長期的に安定し た制度の運営を図り ます。

（ １ ） 医療体制の充実

●市立病院を現病院敷地に建替え、 医療機能の充実や患者サービスの向上と 、 良質な医療の提供を実

施し 、 市民が安心できる医療の環境づく り を行います。 また、 隣接する介護老人保健施設「 さ んと

ぴあ榛原」 と の機能的な連携を図り ます。

●広域的な医療機関相互の機能分担と 連携強化、 緊急医療、 休日・ 夜間診療などの医療体制の充実を

促進し ます。

●山間部の地域医療を確保するため、 国民健康保険直営診療所や歯科診療所の健全な医療経営をめざ

し ます。

●関連機関と 連携し 、 医療施設と 保健・ 福祉施設の連携強化を図り ます。

●医療体制の充実のため、 医師、 看護師等の医療従事者の確保に努めます。

●医療機器・ 設備の整備を図り 、 新機種の導入等、 医療水準の維持・ 向上に努めます。

●救急医療体制の充実と 緊急時に対応する道路網の整備、 交通手段の確保に努めます。

●地域での救急医療体制の充実を図るため、 市民向けの講習会等の拡充を図り ます。
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現状と 課題

●高齢化社会の医療需要に対応できる施設・ 設備の確保や近隣市町村と の広域的な連携を視野に入れ

ながら 、 可能な方策を検討するなど、 医療体制の全体的な充実を図る必要があり ます。

●国民健康保険については、 今後団塊の世代の退職等、 加入者の増加が予測さ れるなか、 さ ら なる医

療費の増加が見込まれており 、 国民健康保険財政は厳し い状況にあり ます。 そのため、 医療費の抑

制に向けた取り 組みを推進すると と も に、 運営の安定に向け、 保険税率の見直し や税の徴収率の向

上など適切な対応が求めら れます。

●平成20年４ 月から 始まる後期高齢者医療制度は、 現行の老人保健制度と 同様の医療サービスと 新た

な診療報酬体系や保険料により 、 奈良県後期高齢者医療広域連合が主体と なっ て運営さ れます。

施策の方向

主要施策

第2 節 地域医療体制の充実
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（ ２ ） 医療保険・ 医療費助成の推進

●国民健康保険制度の適正な運営を図るため、 疾病の早期発見・ 早期治療への取り 組み、 レセプト 点

検等の充実や国民健康保険税の収納率の向上を図り ます。

●医療費の分析等を実施し 、 医療費適正化に向けた取り 組みの強化を図り ます。

●福祉医療費等の充実を図り 、 家庭での医療費負担の軽減に努めます。

●後期高齢者医療制度に対応し 、 保険料の徴収と 申請受付等の業務を行います。

宇陀市立病院

血管造影装置



第3 節 高齢者が安心して暮らせるまち

61

第
１
章

第
２
章

第
３
章

第
４
章

第
５
章

第
６
章

●地域包括支援センター…地域住民の心身の健康維持や生活の安定、 保健・ 福祉・ 医療の向上、 虐待防止など、 さ まざまな課題に対し

て地域における総合的なマネジメ ント を担い、 課題解決に向けた取り 組みを主な業務と し て行う センタ ー。

●ケアマネジメ ント …福祉や医療などのサービスと 、 それを必要と するニーズをつなぐ仕事のこと 。

●高齢者が安心し て住み慣れた地域で暮ら すこ と ができ るよう 、 福祉・ 保健・ 医療の拠点的施設と し て、

保健福祉センタ ーの整備を図ると と も に、 訪問指導・ 健康相談など在宅サービスの充実を図り ます。

●だれも が高齢期を住み慣れた地域で安心し ていきいきと 暮ら せるよう 、 地域一体と なっ た高齢者支援体

制づく り を推進すると と も に、 高齢者が長年培っ てきた知識や経験・ 技能を活かし たさ まざまな交流機

会や活動機会を創造し ます。

現状と 課題

●わが国では高齢化が急速に進行し 、 本格的な高齢社会を迎えています。 本市においても 、 平成18年

度で高齢化率が26.9％と なり 、 介護を必要と する高齢者の増加がみら れ、 介護給付費の増大のみな

ら ず、 介護する家族の負担も 大きく なっ ており 、 介護基盤の整備と 高齢者福祉の充実がより 一層重

要と なっ ています。

●高齢者の増加に伴い、 認知症高齢者も 増加するこ と が考えら れ、 認知症高齢者に対応し たケアの確

立や住み慣れた地域で利用できる在宅介護サービス基盤の整備が必要と なっ ています。

●少子高齢化や核家族化の進展により 、 高齢者のみなら ず、 その家族も 地域全体で支える体制を構築

するこ と が求めら れています。 平成18年度に設置さ れた地域包括支援センタ ー ※において、 市民一人

ひと り に応じ た中長期的なケアマネジメ ント ※を行う 体制を構築する必要があり ます。

施策の方向

（ 単位： 人、％） ■ 高齢者の状況 

 

資料： 国勢調査 

高齢者数 

 

高齢化率 

 

宇陀市 

奈良県 

国 

平成7 年 平成1 2 年 

9,670 

26.0 

19.5 

20.1

8,898 

22.4 

16.6 

17.3

7,780 

18.5 

13.9 

14.5

平成1 7 年 



（ １ ） 高齢者福祉サービスの充実

●社会福祉協議会にある地域包括支援センタ ーを中心に、 高齢者やその家族のニーズを的確に把握し 、

在宅支援サービスなど個々の実情に応じ たきめ細やかな相談・ 支援を行います。

●各特別養護老人ホームや介護老人保健施設「 さ んと ぴあ榛原」 など、 福祉施設サービスについて、

広域的な連携を図り 、 施設整備やサービスの充実に努めます。

●「 宇陀市高齢者保健福祉計画・ 介護保険事業計画」 に基づき、 介護保険の適切な運営に努めます。

●高齢者保健・ 福祉サービス及び介護保険制度の啓発・ 広報の充実を図り ます。

（ ２ ） 介護予防と 健康づく り の推進

●健診結果を利用し た訪問指導や健康相談、 機能訓練の充実を図ると と も に、 食生活等の日常生活に

おける健康教室など、 要介護状態になら ないための介護予防事業を推進し ます。

●生きがい活動支援通所事業や筋力向上ト レーニング等の高齢者運動指導事業など、 介護予防・ 認知

症高齢者対策を推進し ます。

（ ３ ） 高齢者の社会参加の促進

●高齢者の豊かな知識や経験を活かし たボラ ンティ ア活動、 また、 世代間や地域と の交流活動ができ

る社会活動、 老人ク ラブ活動の振興に努めます。

●高齢者の自立や生きがいづく り を支援するため、 シルバー人材センタ ーの充実を図ると と も に、 老

人ク ラブ等の生涯学習・ 交流活動の促進、 世代間交流の機会拡大を図り ます。

●高齢者が健診やイ ベント 、 日常生活等において、 気軽に外出できるよう 、 社会福祉協議会、 Ｎ Ｐ Ｏ

法人等の協力を得て、 移動支援に努めます。
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老健施設さ んと ぴあ榛原

主要施策



第4 節 障害のある人がいきいきと 暮らせるまち

●だれも が住み慣れた地域において、安全・ 安心に生活できるよう 、すべての人々が利用し やすいユニバー

サルデザイン※の考え方のも と 、 道路交通機関及び公共的な施設のバリ アフ リ ー化に努めます。

●精神的な心のバリ アフ リ ーについても 取り 組みを進めると と も に、 一層のコ ミ ュ ニケーショ ンの発展の

ため、 各種情報伝達手段の検討を行い、 情報のバリ アフ リ ー化に取り 組みます。

●乳幼児期から 高齢期まで、 生涯を通じ て自分ら し い生活を送るこ と ができるよう 、 保健・ 医療・ 福祉、

教育、 雇用・ 就労等の関係行政機関相互の緊密な連携を確保し 、 総合的な施策の展開を推進し ます。

●リ ハビリ や生活支援のための総合サービスの拠点づく り に努めます。
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●ノ ーマライゼーショ ン…高齢者や障害者も、 健常者と 一緒に助け合いながら暮らし ていく 社会の実現をめざす考え方のこと 。

●ユニバーサルデザイン…障害の有無、 年齢、 性別、 人種等にかかわらず、 多様な人々が利用し やすいよう 都市や生活環境をデザイン

すること 。

現状と 課題

●近年、 措置制度から 支援費制度、 障害者自立支援法と 、 制度が次々と 変更し ていく なかで、 だれも

が住み慣れた地域で、 生きる喜びを感じ 、 安心と 尊厳を持っ て暮ら せる社会を築いていく 必要があ

り ます。 そのためには、 障害のある人の生活においても 当然の権利と し て、 主体性を持っ て社会、

経済、 文化、 スポーツなど、 あら ゆる活動に参加できる機会を保障さ れた社会、 また、 物理的にも

精神的にも バリ アフ リ ーの社会をめざし ていかなければなり ません。 さ ら に、 より 一層のコ ミ ュ ニ

ケーショ ンの発展を目標と し た、 情報のバリ アフ リ ー化も 必要です。

●「 ノ ーマライゼーショ ン」 ※などの理念のも と 、 すべての市民が、 お互いの個性を認め合い、 尊重し 、

それぞれの役割と 責任を持っ てと も に社会の一員と し て、 社会活動に参加し 、 安心・ 快適な生活を

送るこ と ができる「 共生社会」 の実現に向けて施策の推進を図っ ていかなければなり ません。

窓口風景

（ 単位： 人） ■障害者手帳所持者の状況 

 

資料： 福祉課 

 

※各年４月時点の数値 

 

身体障害者手帳所持者数 

療育手帳所持者数 

精神障害者保健福祉手帳所持者数 

総　 数 

平成1 6 年 平成1 7 年 

2,086 

1,768 

243 

75

1,975 

1,683 

226 

66

1,843 

1,591 

203 

49

平成1 8 年 

施策の方向



（ １ ） 障害者の生活支援

●平成18年度に施行さ れた障害者自立支援法に基づく 在宅支援サービスなど、 各種サービスや施策が

円滑に実施さ れるよう 、 情報提供や相談体制の充実を図り ます。

●地域の特性や利用者の状況に柔軟に対応し 、 実施するこ と ができる地域生活支援事業の効率的かつ

効果的な実施に努めます。

●重度心身障害者や発達障害者※への適切な対応を図り ます。

●地域自立支援協議会※の設置やケアマネジメ ント システム※の構築を図り ます。
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●発達障害者…学習障害(Ｌ Ｄ )や注意欠陥・ 多動性障害（ Ａ Ｄ Ｈ Ｄ ） など、 認知・ 言語・ 社会性・ 運動などの機能の獲得が阻害さ れた症

状のある人をいい、 症状は、 乳幼児から幼児期にかけて現れること が多い。

●地域自立支援協議会…障害福祉サービスなどの日常の相談支援を充実さ せるための協議会。 支援業務の運営評価、 事例検討、 サービ

スの利用支援、 相談支援のネッ ト ワークづく り を行う 。

●ケアマネジメ ント システム…障害者など、 日常生活を送ること が困難な方でも、 地域で自分らし く いきいきと 暮らし ていく ために、

福祉、保健医療、就労、教育などさ まざまなサービスをう まく 組み合わせて活用し ていく システムのこと 。

主要施策

ケアマネージャ ー研修
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（ ２ ） 障害者の社会参加の促進

●障害のある人が、 その有する能力と 適性に応じ て、 自立し た日常・ 社会生活を営むこ と ができるよ

う 、「 社会参加促進事業」 などを実施し 、障害のある人や介助者の地域生活を支援すると と も に、サー

ビスの充実を図り ます。

●障害のある人の就労について、 本人の職業訓練や企業への障害者雇用の働きかけ等を推進し ます。

●障害のある人の社会参加の促進を図るため、 交流活動や学習活動に必要な指導者を育成し ます。

（ ３ ） 制度及びサービス内容の周知・ 点検等

●広報誌やホームページなどを活用し 、 制度やサービスの内容を周知さ せるなど、 新制度の普及と 定

着に努めていきます。

●「 障害者基本計画」 なら びに「 障害福祉計画」 の定期的な点検・ 評価を行います。

ユニバーサルデザイン

第３ 部　 基本計画 第２ 章　 いきいきと 健やかな安ら ぎのあるまち 基本計画
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第5 節 子育て支援が充実し たまち

●市民のニーズに合わせた効率的な保育環境づく り を進めるため、 地域特性をふまえつつ、 保育所の整備

や認定子ども 園※など幼・ 保一元化を視野に入れた保育内容の充実に努めます。

●子育て支援環境の充実を図るため、 子育て支援センタ ーの機能充実や保健福祉センタ ーの整備、 さ ら に

は情報ネッ ト ワーク の構築を図り 、 育児・ 子育てや虐待防止のための相談・ 対話・ 交流・ 情報交換等の

支援を推進し ます。

●認定子ども園… 幼稚園と 保育所等のう ち、 ①就学前の子どもに幼児教育・ 保育を提供する機能 ②地域における子育て支援を行う 機能

を備え、 基準を満たす施設は都道府県から認定をう けること ができる。

現状と 課題

●わが国では少子化が進行し ており 、 将来的に社会経済に与える影響が大きく なっ ています。 また、

核家族化や女性の社会参画により 、 家庭や地域社会における子育て環境は大きく 変化し ています。

●安心し て子ども を産み、 健やかに育てる総合的な子育て環境を築いていく ためには、 子育てを市民

全体の取り 組みと し て捉え、 行政をはじ め家庭や地域、 学校・ 企業などが一体と なっ て支援し てい

く 必要があり ます。

●学童保育は、 昼間仕事などで保護者等のいない家庭の概ね10歳未満の児童を対象に、 放課後に適切

な遊び場を与え、 楽し い集団生活を体験さ せ、 学校生活と 家庭生活の結び目と し ての役割を果たし

ながら 、 児童の健全育成を図っ ています。

（ 単位： 人、世帯） 

 

資料： 学校教育課 

 

※各年4月1日現在 

■要保育児童数の推移 

平成1 6 年度 

平成1 7 年度 

平成1 8 年度 

39,274 

38,821 

38,426

人　 口 年　 度 

12,817 

12,868 

13,169

世帯数 

1,570 

1,488 

1,442

就学前児童数 

327 

345 

319

要保育児童数 

327 

345 

319

入所児童数 

215 

216 

208

出生数 

施策の方向
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主要施策

（ １ ） 保育サービスの充実

●各種の広報活動を通じ て、 子育て支援の関連事業・ サービス内容について、 積極的な情報提供と 啓

発活動に努めます。

●保護者が安心し て、 子ども を通わせるこ と ができる理想的な保育環境を提供するため、 必要に応じ

て保育所の改修等の整備に努めます。

●保育内容の充実を図るため、 保育士の確保と 資質向上に努めます。

（ ２ ） 子育て支援の充実

●子ども や保護者、 地域、 世代間等、 自由で気軽な交流・ サーク ル活動やスポーツ活動などができる

環境整備に努めます。

●地域におけるさ まざまな子育て支援サービスを充実さ せ、 子育て家庭が必要と する情報の提供や地

域における子育てネッ ト ワーク の形成など、 地域資源を活用し た取り 組みを推進し ます。

●子ども が健やかに育つため、 母子の健康確保や食育の推進、 保護者に対する講習や教室など、 子育

てに対する教育・ 相談事業の充実を図り ます。

●妊娠早期から の健康管理・ 指導を充実し 、 安心し て妊娠・ 出産・ 子育てができるよう な取り 組みを

推進し ます。

●市内２ 小学校と 市内の児童館が行う 放課後児童健全育成事業と の整合性をと り ながら 、 待機児童数

など、 必要に応じ て空き教室の活用を図っ ていきます。

●次世代育成支援対策推進法に定めら れた「 次世代育成支援行動計画」 の一元化と 後期５ か年計画を

策定し ます。

●地域子育てサポート ク ラ ブ事業により 、 子育てサポータ ーの養成講座や子育てサポータ ーの登録・

紹介などの充実を図り ます。

●児童虐待の早期発見、 早期防止を図るため、 関係機関が連携し て対処する「 要保護児童対策地域協

議会」 の充実を図り ます。

（ ３ ） すべての家庭に対応し た自立支援

●育児や教育では、 社会的・ 経済的にさ まざまな支援が必要であり 、 ひと り 親家庭、 障害児家庭など、

子育てに携わるすべての家庭を対象と し た支援制度の普及・ 利用促進に努めます。

●ひと り 親家庭が自立し た生活を送るこ と ができるよう 、 相談や生活支援の充実を図り ます。



第6 節 心豊かな地域福祉の充実

●住み慣れた地域で安心し て暮ら せるよう 、 市民の福祉に対する理解と 参加を促すと と も に、 と も に支え

合い、 助け合う 地域福祉ネッ ト ワーク の形成を図り ます。

●身近な地域で互いに助け合い、 支え合う 地域福祉活動を促進すると と も に、 活動を支える地域福祉の拠

点を整備し ます。

●社会福祉協議会のボラ ンティ ア養成を充実さ せ、 ボラ ンティ ア相談、 情報収集と 提供、 講座・ 研修会・

イベント 等を開催し 、 地域力の底上げのためにボランティ ア活動の普及、 活動支援を行います。

（ １ ） 地域福祉ネッ ト ワークの確立

●ボラ ンティ ア団体や民生児童委員、 社会福祉協議会、 各種福祉団体を中心に、 身近な地域が一体と

なっ た地域福祉ネッ ト ワ－ク の形成を図り ます。

●地域コ ミ ュ ニティ 、 ボラ ンティ ア団体やＮ Ｐ Ｏ 、 社会福祉協議会などと 連携し 、 地域に密着し た福

祉活動を促進するため、 組織体制の構築や、 ボラ ンティ アリ ーダーなどの人材や活動団体の育成を

支援し ます。

●福祉に対する住民意識の高揚を図るため、広報や講演、イベント などを通じ た啓発活動を推進し ます。
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施策の方向

主要施策

現状と 課題

●家族の世帯状況が変化し 、 価値観の多様化が進み、 昔ながら の近所づき あいが希薄になる一方で、

新し い人間関係をつく るこ と も 困難になっ てきています。

●福祉サービスは多岐に及んでおり 、 サービスの提供の仕組みも それぞれ異なり ます。 どこ でどのよ

う なサービスが受けら れるのか、 利用者にと っ ては分かり にく い状況にあり ます。

●地域福祉の考えに立ち、 誰も が住み慣れた地域で安心し て暮ら せるよう 、 行政だけでなく 、 地域の

市民、 各ボラ ンティ ア団体や民生児童委員、 社会福祉協議会、 各種福祉団体など、 それぞれの活動

を補完し 、 協働によるまちづく り が行えるよう 、 地域間によるネッ ト ワーク の構築が必要です。
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（ ２ ） 地域福祉社会の形成

●市民の福祉に対する理解の高揚と 福祉活動への参加を促進し 、 地域でと も に助け合い、 支え合う と

いう 意識の醸成を図り ます。

●公共施設や民間施設、 公園、 道路、 住宅などあら ゆる施設において、 ユニバーサルデザイ ンによる

整備や普及、 啓発を行います。

●日常生活自立支援事業（ 旧名称： 地域福祉権利擁護事業） を推進し 、 成年後見制度※についての周

知・ 啓発を図り ます。

●生活困窮世帯の実情の的確な把握による生活の安定と 相談・ 指導体制の充実に努めます。

（ ３ ） 地域福祉推進体制の充実

●市民一人ひと り の自立を地域社会全体で支援するため、「 地域福祉計画」 ※の策定・ 見直し を行う と

と も に、 自助・ 共助・ 公助の有機的な組み合せによる地域福祉システムの構築を図り ます。

●市民主体、 市民参加型のまちづく り の実現に向け、 地域福祉の推進役と し て中心的な役割を担う 社

会福祉協議会の運営強化を図ると と も に、 活動のさ ら なる支援を推進し ます。

●成年後見制度…介護保険制度と 同時に施行さ れ、 判断能力が不十分な人の財産管理等の権利を保護する制度。

●地域福祉計画…社会福祉法第107条に規定さ れた「 市町村地域福祉計画」 のこと 。 地域福祉では、 市民による福祉活動と 公的サービス

の連結による総合サービスが重要で、 市民による助け合い、 福祉ボランティ アなどによる支援活動、 福祉事業者による

サービス提供などが相互に協力し て進められる計画策定をめざし ている。

ボランティ ア講習会

第３ 部　 基本計画 第２ 章　 いきいきと 健やかな安ら ぎのあるまち
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U d a  C i t y

第３ 部　 基本計画

第３ 章

１ ． 定住拠点の構築

２ ． 道路交通網の整備

３ ． 公共交通機関の充実

４ ． 上下水道の整備

５ ． 安全・ 安心な暮らし の実現

６ ． 情報通信基盤の整備

安全・ 安心でう るおいの

ある定住のまち



第1 節 定住拠点の構築

●地域の健全な発展と 秩序ある整備を図り 、 市街地、 住宅地、 商工業地、 農山村などそれぞれの魅力を活

かし た計画的な土地利用を推進するため、 都市計画の各種計画の策定や国土利用計画の見直し を必要に

応じ て進めます。

●農用地では、 生活環境の改善等の定住条件の整備、 環境と の調和に配慮し た農業生産基盤の整備、 遊休

農地の有効利用、 優良農用地の確保・ 保全・ 効率的利用、 農山村と 都市住民と の交流の場の形成を図り

ます。

●森林地では、 都市近郊の立地条件を活かし 、 都市住民と の交流の場と なる緑地空間と し ての利用を図る

と と も に、 木材生産・ 水源かん養機能の維持・ 向上に配慮し た多面的な森林整備を図り ます。

●大阪と 名古屋を直結する名阪国道小倉Ｉ Ｃ 付近に予定さ れている県営工業団地等の開発計画の実現に向

けて、 関係機関に強力に働きかけるなど、 将来に向けた雇用の場や財源の確保、 定住人口の増加などを

積極的に推進し ます。

●新たな工業用地の調査研究と 企業への積極的な広報活動を推進し ます。

●公営住宅については、 計画的な建替え等により 、 居住ニーズに応じ た住宅供給に努めます。
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現状と 課題

●高齢化が進展するなか、 住宅開発や公営住宅の建設の際には、 バリ アフ リ ーへの配慮等、 だれも が

住みやすい住宅環境の整備が必要と なっ ています。

●本市の財産である自然と 調和し た魅力ある住環境を維持・ 発展さ せるため、 無秩序な市街化を防ぎ、

計画性の高い開発を推進し ていく 必要があり ます。

●土地利用については、 名阪国道や近鉄大阪線による都市近郊性と 豊かな自然環境を活かし ながら 、

住宅や商工業地など各機能のバランスに配慮し た複合的な地域振興の展開が必要です。

施策の方向
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●生産緑地…市街化区域内にある土地で、 環境保全などの目的で生産緑地法により 指定さ れる農地等のこと 。

●50戸連たん制度…市街化区域に隣接し 、 または近接し 、 かつ自然的社会的諸条件から市街化区域と 一体的な日常生活圏を構成し ている

と 認められる地域であって、 概ね50以上の建築物が連たんし ている地域のう ち、 政令で定める基準に従い、 都道府

県の条例で指定する土地の区域内において行う 開発行為で、 予定建築物等の用途が、 開発区域及びその周辺の地域

における環境の保全上支障があると 認められる用途と し て都道府県条例で定めるものに該当し ないもの。

基本計画
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主要施策

（ １ ） 良好な住環境の形成

●人々の集いの場と なる市街地や地域の生活拠点の計画的・ 総合的な整備を図るため、 必要に応じ て

用途地域の見直し 、 都市計画マスタ ープラ ンの策定や見直し を図り ます。

●緑地の適正な保全及び緑化の推進に関する施策を総合的かつ計画的に実施するため、「 緑の基本計画」

の策定を進めます。 また、 災害の防止、 都市の環境保全などに役立つ農地を計画的に保全し 、 良好

な都市環境の形成を図るため、 生産緑地※の指定を行います。

●老朽化し た公営住宅については、 耐震化やバリ アフ リ ー化など住宅再生計画の策定による計画的な

建替え等を行い、 高齢者や障害者など、 あら ゆる人が住みやすい住宅供給に努めます。

●大宇陀区や榛原区などに点在する昔の面影を残す建物や史跡等がみら れる歴史的市街地においては、

歴史的景観に配慮し ながら 、 住民の協働・ 参画のなかで、 街並みの保全・ 整備に努めます。

（ ２ ） 定住環境の整備

●市街地の活性化を図るため、 都市計画道路、 市街地整備事業など都市計画事業を推進し ます。 特に

近鉄榛原駅周辺の整備を図り 、 まちの玄関と し て、 また交流拠点と し ての機能充実を図り ます。

●まちづく り 交付金事業を活用し 、 中心市街地の活性化のため、 商店街の街路灯の付け替え補助事業、

歴史的建造物の活用調査、 観光案内板の設置、 地域コ ミ ュ ニティ の活性化（ 地域交流センタ ー建設

や地区内の活性化に向けた社会活動、 各種ソ フ ト 事業の支援） を推進し ます。

●市街化区域などにおいては、 道路・ 下水道・ 公園等の都市基盤の整備と あわせて、 良好な市街地環

境の整備・ 誘導を図り ます。

●市街化調整区域における定住促進対策の一つと し て、都市計画法第34条第８ 号の３ に規定さ れる「 50

戸連たん制度の区域指定」 ※について検討を図り ます。

●豊かな自然環境を活かし た快適な住宅環境の整備や、 空き家などを活かし た住宅情報の提供など定

住促進のための支援等について、 導入検討を図り ます。



第2 節 道路交通網の整備

●本市のバラ ンスのある発展と 、 地域内外の交流を高めていく ため、 国道や県道の改良整備を促進すると

と も に、 都市計画道路や主要な市道の整備等を進め、 利便性の高いネッ ト ワーク を構築し ます。

●主な路線で、 交通安全施設や歩道の整備及びバリ アフ リ ー化を進めると と も に、 良好な道路景観の美化

を図るなど、 快適で安全に移動できる魅力ある道路環境の創出に努めます。

（ １ ） 幹線道路の整備

●市街地の鉄道による分断を解消し 、 交通混雑緩和のため、 国道369号線「 榛原バイパス」 を活用する

と と も に、 近鉄榛原駅の市街地を南北に連絡する道路の整備を検討し ます。 また、 さ ら なる市内幹

線道路と の利便性を図るため、「 榛原バイパス」 の延伸計画を関係機関と 検討し ます。

●効率的な道路網の整備を図るため、 市道整備を計画的に推進し ます。

●大阪府・ 三重県と の交流を深め、 名阪国道の利用を促進するため、 アク セス道路等の整備促進を図

り 、 観光振興、 地域産業の活性化のための交通ネッ ト ワーク の充実を促進し ます。

●広域圏と 結ばれる幹線道路である国道165号線、 国道166号線なら びに国道369号線、 国道370号線の

改良・ 整備について、 国や県に要望を行います。

●市が管理する既設の橋梁について、 必要に応じ て点検修理に努めます。
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現状と 課題

●本市の広域的な幹線道路については、 国道165号線、 国道166号線、 国道369号線、 国道370号線があ

り 、 交通の結び目と し ての機能の充実を促進し 、 市民の利便性の向上や広域的な観光をはじ めと す

る産業の活性化につなげら れるよう 整備の充実を促進し ていく こ と が必要です。

●一般県道及び市道、 農道などの生活道路については、 安全性、 利便性の向上が求めら れており 、 継

続的な改良が必要と なっ ています。

●市街地を中心に狭小な幅員の箇所が多く 、 幹線が交わる付近においては通過交通により 渋滞の発生

がみら れます。 安全で快適な環境づく り に向けて、 歩行者や自転車通行者へ配慮し た歩道・ 自転車

道の整備も 必要です。

施策の方向

主要施策



第３ 部　 基本計画 第３ 章　 安全・ 安心でう るおいのある定住のまち

（ ２ ） 生活道路の整備

●地域の生活道路と し ての県道なら びに市道、 農道は、 市街地や幹線道路整備と の連携、 緊急度・ 優

先度を考慮し た計画的な整備を図り ながら 、 生活の利便性の向上に努めます。

●市街地の骨格と なる都市計画道路の整備を進めると と も に、 計画的な道路網の整備に応じ て都市計

画道路の見直し を図り ます。

●近鉄榛原駅北口広場へのアク セス強化と 駅南口駅前広場の交通渋滞の緩和を図るため、 国のまちづ

く り 交付金事業を活用し 、 都市計画道路東町西峠線の整備を行います。 また、 道路整備にあわせて、

沿道スペース地にポケッ ト パーク を設置し 、 歩行空間の整備を行い、 交流の場と し ての活用を図り

ます。

●道路の舗装、 側溝整備、 落石事故を防ぐ防護柵の設置、 待避所等の改良、 カーブミ ラー、 ガード レー

ルの設置等、 安全性・ 利便性の向上を推進し ます。

●道路標識や案内板等の整備に努めます。
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女寄バイパス開通

道路改良工事



第3 節 公共交通機関の充実
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現状と 課題

●公共交通機関は、 市民生活の利便性向上のため、 また、 観光客の来訪と まちと の交流手段と し ても

重要なも のであり 、 本市では現在、 鉄道と バスが運行さ れています。

●鉄道については、 近鉄大阪線榛原駅・ 室生口大野駅・ 三本松駅があり 、 通勤・ 通学での利用など重

要な役割を果たし ており 、 なかでも 近鉄榛原駅は特急停車駅と し て市民や観光客に利用さ れていま

す。 し かし 、 人口減少時代に入っ た現在、 乗降客数が減少傾向にあり 、 今後は定住促進や交流施策

による乗降客数の増加を図る必要があり ます。

●バスについては、 今後も 自家用車の普及や不採算路線の休廃止の自由化が進むこ と が予想さ れ、 利

用者が減少する傾向にあり ます。 近鉄大阪線榛原駅への路線を除き、 廃止さ れる路線も でており 、

他の交通機関と の連携も 含めた公共交通ネッ ト ワーク の形成が求めら れます。

●車社会の一層の進行により 、 交通事故の危険が高まっ ています。 また、 道路交通を取り 巻く 環境が

複雑化し ているなかで、 安全な施設整備、 飲酒運転の撲滅や運転中の携帯電話の使用を禁止するな

ど、 市民一人ひと り の運転意識の向上をより 一層推進し ていく 必要があり ます。

（ 単位： 人） 

 

資料： 近畿日本鉄道（ 株）企画統括部調べ 

■ 近鉄電車１日乗降客数（ 隔年1 1 月実施、定期含む） 

 

榛　 原 

 

 

室生口大野 

 

 

三本松 

 
 

大和八木 

　 　  

桜　 井 

 

名　 張 

Ｈ 12 

Ｈ 15 

Ｈ 17 

Ｈ 12 

Ｈ 15 

Ｈ 17 

Ｈ 12 

Ｈ 15 

Ｈ 17 

Ｈ 15 

Ｈ 17 

Ｈ 15 

Ｈ 17 

Ｈ 15 

Ｈ 17

年　 度 

7,390 

6,511 

6,477 

1,043 

952 

796 

165 

131 

119

乗　 車 

7,300 

6,416 

6,520 

1,622 

1,385 

1,073 

264 

203 

200

降　 車 

14,690 

12,927 

12,997 

2,665 

2,337 

1,869 

429 

334 

319 

38,186 

37,189 

19,074 

18,637 

17,062 

16,669

乗降人員 駅　 別 



第３ 部　 基本計画 第３ 章　 安全・ 安心でう るおいのある定住のまち

●通学、 通勤圏の拡大や観光振興を図るため、 主要駅の利便性の向上を図ると と も に、 周辺整備の際には、

高齢者や障害者などすべての人が利用し やすいユニバーサルデザインによる整備に努めます。

●鉄道が利用し やすい環境づく り を進めるため、 駅前広場や駐車場等の整備を図り 、 鉄道・ バス・ 自動車

相互の連携強化を図り ます。

●交通事故・ 違反のない安全なまちをめざし 、 子ども から 高齢者まで交通安全教育を推進し 、 市民の交通

安全意識の向上を図ると と も に、 交通事故の未然防止のため、 安全に通行できる交通安全施設の整備を

推進し ます。

77

基本計画

第
１
章

第
２
章

第
３
章

第
４
章

第
５
章

第
６
章

（ 単位： 人） 

 

資料： 奈良交通（ 株） 

 

※乗降人員は、近鉄榛原駅及び室生口大野駅のみ 

■ 奈良交通バス乗降客数（ 平日１日当たり 、定期含む） 

針イ ンタ ー 

山辺高校 

与喜浦 

大　 又 

杉　 谷 

新　 子 

曽爾村役場前 

上内牧 

菟田野町 

岩　 端 

大宇陀 

天満台東3 丁目 

山辺東 

室生口大野 

上田口弁天 

辰夫橋 

血原橋 

室生寺前 

下笠間 

外の橋 

染　 田 

 
259 

1 

65 

27 

45 

 
115 

225 

14 

777 

1,022 

22 

0 

 

 
164 

 

 

129

乗降人員 

 
125 

 

27 

18 

22 

 
54 

97 

10 

362 

462 

11 

 

 

 
85 

 

 

59

降　 車 

 
134

 

1 

38 

9 

23 

 
61 

128 

4 

415 

560 

11 

 

 

 
79 

 

 

70 

 

乗　 車 

平成1 8 年度 

 
222 

1 

103 

35 

0 

 
136 

235 

18 

733 

1,057 

53 

6 

 

 
159 

 

 

88

乗降人員 

 
101

 

 

53 

17 

－ 

 
58 

101 

10 

335 

489 

32 

3 

 

 
94 

 

 

42

降　 車 

 
121

 

1 

50 

18 

－ 

 
78 

134 

8 

398 

568 

21 

3 

 

 
65 

 

 

46

乗　 車 

平成1 7 年度 

 
182

 

1 

133 

38 

0 

 
161

 

244 

21 

786 

1,350 

40 

5 

 

 
207 

 

 

153

乗降人員 

 
92

 

 

66 

17 

－ 

 
80 

104 

12 

374 

680 

20 

3 

 

 
102 

 

 

73

降　 車 

 
90

 

1 

67 

21 

－ 

 
81 

140 

9 

412 

670 

20 

2 

 

 
105 

 

 

80

乗　 車 

平成1 6 年度 

 
榛　 原 

（ 駅北）  

室生口 

大　 野 

榛　 原 

施策の方向



（ １ ） 近鉄大阪線の利便性の向上

●交通事業者と の連携のも と 、 近鉄榛原駅・ 室生口大野駅・ 三本松駅のバリ アフ リ ー化などの利便性

の向上と 駐車場の確保などの周辺整備に努めます。

●鉄道と バスなど相互の連携のと れた公共交通ネッ ト ワーク の形成を促進し ます。

（ ２ ） バス利用の促進

●市民ニーズを的確に把握し 、 路線バスの運行の維持を働きかけると と も に、 市民に対するバス利用

の促進を図り ます。

●市民生活の利便性向上のみなら ず、 商業や観光振興、 環境保護などの観点から のバスの利用を促進

し ます。

●公共交通サービスについては、 交通事業者にネッ ト ワーク の見直し や現行のバスルート ・ サービス

の維持を働きかけると と も に、 バスの退出対象路線については、 市営有償バスへの運行移行や、 市

民のニーズに対応し たデマンド 交通（ 乗り 合い送迎システム） の検討を行います。 また、 持続可能

な公共交通サービス体制の確立をめざし 、 必要に応じ て運行体制の見直し を行います。

（ ３ ） 交通安全意識の高揚

●警察署、 交通安全協会など関係機関と 連携し 、 交通安全教室、 街頭指導などを実施し 、 交通ルール

の遵守と 正し い交通マナーの実践を習慣づけるなど、 市民の交通安全意識の高揚に努めます。

（ ４ ） 交通安全施設の整備

●交通の安全と 円滑化、 交通公害の防止等をめざし 、 関係機関と 連携・ 協力し て、 市内交通ネッ ト ワー

ク の充実を図ると と も に、 子ども 、 高齢者、 障害者などの交通弱者に優し い道づく り のため、 交通

安全施設の整備・ 改善の推進に努めます。
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主要施策

市営有償バス



第4 節 上下水道の整備

●平成19年７ 月の市水道局舎増築により 、 遠隔監視装置を移設し 一元管理するこ と で、 さ ら に安定し た水

道の供給を行います。

●快適な定住環境づく り を進めるために、 今後も 水道未普及地域の解消、 公共下水道や合併処理浄化槽の

整備を図り 、 生活環境施設の充実に努めます。

●将来の水需要や災害に対応し 、 安全な水を安定し て供給するため、 水道施設の整備及び維持管理に努め

ます。

●飲料水、 農業用水の水質保全や河川等の自然環境の保全、 快適な生活環境を形成するため、 公共下水道

事業など、 地域の実情に応じ た下水処理施設の整備を計画的に進めると と も に、 河川と 下水道と が体系

化さ れた総合的な雨水排水施設の整備を推進し ます。

●近年の気候変動による集中豪雨により 、 市街地での浸水被害が想定さ れるこ と から 、 浸水対策計画など

下水道事業（ 雨水） と し ての雨水対策の検討に努めます。
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施策の方向

現状と 課題

●水道は生活環境の向上と 改善を図り 、 健康で文化的な生活を営む上で欠く こ と のできない社会基盤

です。 本市ではこ れまで水道未普及地域の解消に向け、 上水道事業及び簡易水道事業の普及を積極

的に推進し てき まし た。 し かし 、 生活様式の多様化や水質に影響を及ぼす環境の変化などにより 、

市民の水需要は今後も 高まると 考えら れます。

●下水道については、 平成18年度末における下水道の整備率は85.0％、 普及率は55.8％、 水洗化率は

85.8％と なっ ており 、 今後も より 一層の生活環境の整備及び下水道処理区域内の水洗化を促進する

必要があり ます。

●宇陀川流域下水道施設が、 平成28年４ 月に奈良県から 本市へ移管さ れます。 今後は、 維持管理等に

ついて、 関係機関と 協議・ 検討する必要があり ます。

●上下水道については、 市民生活を支えるラ イ フ ラ イ ンであるため、 今後と も 日常の利便性の確保と

あわせ、 災害に強く 、 安心し て利用できる施設、 設備の整備・ 拡充を進めていく 必要があり ます。



（ １ ） 安定給水の確保

●水道の未普及地域の整備は、 将来の水需要にあわせて計画的に行います。

●地震や災害に対応するため、 水道施設の耐震化に努めます。

●老朽化がみら れる水道施設については、 計画的な更新に努めます。

（ ２ ） 安全な水道水の供給

●水資源の有効的な利用に向け、 管理体制の充実と 既存施設の整備を図り ます。

●浄水施設などの計画的な更新に努め、 維持管理費の節減と 安全性の向上を図り ます。

（ ３ ） 下水道整備事業の推進

●土地利用状況や人口の動向など地域の実情に応じ て、 公共下水道事業などの下水処理施設の整備を

計画的に促進し ます。

●市街化区域及び下水道事業認可計画区域外を対象に、 合併処理浄化槽設置整備事業により 整備を行

います。

●河川と 下水道等と が体系化さ れた総合的な雨水排水施設の整備を推進し ます。

（ ４ ） 下水道等の普及・ 啓発

●未整備区域における計画的な整備推進に努め、 処理区域を拡大し 、 普及率の向上を図り ます。

●公共下水道などの効率的な管理運営を推進し ます。

●生活環境の改善と 生活排水の処理に対し て、 市民意識の高揚のため、 啓発活動に努めます。
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主要施策

水道局舎増築

下水道管埋設工事



第5 節 安全・ 安心な暮らし の実現

81

●Ａ Ｅ Ｄ（ 自動体外式除細動器） … 突然の心臓停止は、心臓が細かく 震える「 心室細動」 の場合が多く 、この場合にはできるだけ早く 心

臓に電気ショ ッ クを与えること が有効であり 、この電気ショ ッ クを与える装置のこと をいう 。心肺蘇

生法（ 心臓マッ サージや人工呼吸） で蘇生しない場合に、この装置を使用すると より 効果的である。
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現状と 課題

●近年多様化する地震や洪水等の災害から 市民の生命と 財産を守り 、市民が安心し て暮ら せるまちづく

り を進めるこ と は行政の基本的な役割であり 、さ まざまな危機管理体制の充実が求めら れています。

●火災の発生件数については、 平成16年から 平成17年にかけて横ばいで推移し ていまし たが、 平成18

年には大幅に減少し ており 、 建物火災、 林野火災と も 前年と 比べて減少し ています。 し かし 、 火災

における主な出火原因は枯草焼却、 たばこ の不始末など身近なと こ ろから の出火が考えら れ、 今後

も 市民一人ひと り の意識啓発が必要になっ ています。

●救急の出動件数は、 平成16年から 平成17年に減少し まし たが、 平成18年には再び増加し ています。

内訳と し て、 急病による出動が増加傾向にある一方で、 交通事故なら びに一般負傷の出動件数は減

少傾向にあり ます。

●犯罪については、 全国的に低年齢化や凶悪犯罪化が進んでおり 、 被害者についても 子ども や高齢者

等が増えるなか、 悪質商法や詐欺などに関する被害が増加し ており 、 大きな消費者問題と なっ てい

ます。

●近年では、 食品の安全が社会問題の一つと なっ ており 、 関係機関と 連携し た情報収集と 提供に努め、

市民の安全で安心な暮ら し を守る必要があり ます。

●救急体制については、 増加する救急の受け入れに十分対応できるよう 、 地域医療と の連携改善や、

市立病院を中心と し た総合的な医療体制を確立すると と も に、 市民への応急手当に関する知識の普

及啓発に努めるこ と が不可欠と なっ ています。

●救命処置を素早く 行えるよう 、 主な公共施設にＡ Ｅ Ｄ（ 自動体外式除細動器） ※を設置すると と も に、

救命講習会の普及・ 実施に努めています。

（ 単位： 件、人） 

 

資料： 総務課 

■ 宇陀警察署管内の刑法犯認知件数・ 検挙件数 

認知件数 

検挙件数 

検挙人員 

516 

139 

65

平成1 3 年 

644 

176 

61

平成1 4 年 

552 

199 

97

平成1 5 年 

426 

190 

91

平成1 6 年 

359 

347 

97

平成1 7 年 

275 

162 

97

平成1 8 年 



●市民の安全な暮ら し を確保し ていく ため、 急傾斜地や河川等の危険箇所について、 治山・ 治水事業によ

る計画的な改修・ 整備に努めます。

●災害時における円滑な避難・ 防災活動が行えるよう 、「 地域防災計画」 に基づき、 防災拠点施設や情報通

信システム等の整備、 さ ら には消防組織と の連携による地域の自主防災組織・ 体制の充実を図り ます。

●犯罪の多様化傾向に対し て、 地域と 警察等が連携し つつ、 地域防犯体制・ 活動の充実や防犯意識の高揚

に努めます。

●発生する可能性が高いと いわれている東南海・ 南海地震、 台風や集中豪雨等の風水害などに対し て、 防

災基盤の整備・ 充実を図ると と も に、地域や関係機関、行政が一体と なっ た防災体制の確立を推進し ます。

●地域の消防力・ 防犯力・ 救助救急体制の強化を図るため、 消防団の活性化や地域の防犯活動の充実を推

進すると と も に、 市民一人ひと り の防火意識・ 防犯意識・ 救助意識の高揚を図り ます。

●食品の安全性を確保するため、 生産者に責任と 自覚を持っ た管理を促進すると と も に、 消費者に向けた

情報提供の充実を図り ます。
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施策の方向

（ 単位： 件） ■ 火災の発生件数の状況 

 

資料： 総務課 

 

建物火災 

林野火災 

車両火災 

その他火災 

火災発生件数 

平成1 6 年 平成1 7 年 

13 

6 

1 

3 

3

21 

9 

5 

1 

6

21 

8 

3 

3 

7

平成1 8 年 

（ 単位： 件） ■ 救急の出動件数の状況 

 

資料： 総務課 

 

※「 その他事由」とは、「 労働災害」「 自損行為」「 加害」「 運動競技」「 水難」「 自然災害」「 火災」「 転院搬送」「 その他」を含む 

 

急　 病 

交通事故 

一般負傷 

その他事由 

出動件数 

平成1 6 年 平成1 7 年 

1,813 

1,135 

171 

301 

206

1,791 

1,077 

177 

302 

235

1,823 

1,027 

193 

335 

268

平成1 8 年 



第３ 部　 基本計画 第３ 章　 安全・ 安心でう るおいのある定住のまち

（ １ ） 消防体制の強化

●実践的な訓練や研修を実施し 、 消防体制の強化に努めます。

●消防車両や資機材、 消防施設の整備・ 充実を図り ます。

●日常での火災防止や初期消火の重要性などの防火意識の高揚を図り ます。

（ ２ ） 防災体制の確立

●地震や風水害などの災害対策の基本と なる「 地域防災計画」 や「 防災マッ プ」、「 ハザード マッ プ」 ※

について、 見直し や作成を行い、 地域防災力の向上に努めます。

●災害時の避難所や救助活動の重要な拠点と なる、 公共施設などの耐震化に努めます。

●デジタ ル時代に対応し た防災情報ネッ ト ワーク の高度化に努めます。

●大規模災害が発生し た場合に備え、 県・ 他市町村・ 防災関係機関等と 連携し 、 広域的な防災体制の

整備を推進し ます。

●本市は大半が山間部であるため、 地すべり 危険箇所、 急傾斜地崩壊危険箇所などの土砂災害に対し 、

危険区域・ 危険箇所の調査及び地すべり 対策を推進し ます。

●「 自分たちのまちは自分たちで守る」 こ と を目的に、 自治会など市民が協力し て自主防災組織の立

ち上げを推進し 、 地域力の向上をめざし ます。

●災害ボラ ンティ アの受入れや被災地への派遣、 若者を中心と し たボラ ンティ アのための講習会を開

催するなど、 若者を取り 込んだ防災体制を検討し ます。

（ ３ ） 防犯体制の強化

●市内の小学校及び中学校の児童、 生徒及び学校職員に対し て、 通学途中の犯罪から 守り 、 安全を確

保するため、 防犯ブザーを貸与し ます。

●地域住民が連携し て行う 自主防犯活動への取り 組みを支援するなど、 地域力の向上を図り ます。

●危険箇所の調査を行う と と も に、 防犯灯、 街路灯等を設置し 、 安全な地域環境の整備を推進し ます。

●講習会の開催やパンフ レッ ト ・ 広報誌・ ホームページ等による情報の提供など、 防犯意識の高揚を

図り ます。

（ ４ ） 消費者保護の強化

●奈良県など関係機関と の連携による情報収集、 各種講習会等の周知など、 消費者知識の普及と 消費

者問題の監視体制の強化に努めます。

●安全な食生活のため、 消費者への情報提供に努めます。
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●ハザード マッ プ…災害の危険度を地図に表し たもの。 地域における災害に対する備えの強化、 住民の災害時での避難や危険回避などの

自主的な行動を支援すること を目的に作成さ れたもの。

基本計画

第
１
章

第
２
章

第
３
章

第
４
章

第
５
章

第
６
章

主要施策



第6 節 情報通信基盤の整備

●さ まざまな情報の活用と 交流促進による活性化をめざし 、 テレビ・ ラ ジオ・ 携帯電話等の通信不良地域

の解消を図り ます。

●光フ ァ イバーケーブル※・ ケーブルテレビ ※等の高度情報通信基盤の整備や、 学校、 図書館、 市役所等の

公共施設を結ぶ地域イント ラネッ ト 等の整備を図り ます。

●行政関連情報のデータ ベース化と 共有について、 個人情報のセキュリ ティ ー対策に十分留意し 、 インタ ー

ネッ ト 等の高度情報通信ネッ ト ワーク を通じ て、 さ まざまな行政・ 生活情報サービスの充実や、 観光特

産品情報などを発信し ます。

●平成23年（ 2011年）７ 月に完全移行さ れる地上デジタ ル放送の難視聴対策を推進し ます。
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●光ファ イバーケーブル…光信号による通信を行う ためのケーブルのこと 。

●ケーブルテレビ…各家庭がアンテナで電波を受信するのではなく 、 ケーブルテレビ局で電波を受信し 、 ケーブルを通じ て家庭まで映像

を届けるシステム。

現状と 課題

●日常生活のなかで、テレビや携帯電話、インタ ーネッ ト 等の情報通信手段は欠かせないも のになっ て

おり 、 こ れら を利用するための情報通信基盤の整備は市民生活に必要不可欠なも のと なっ ています。

●現在の地上アナログ放送は、 平成23年（ 2011年） ７ 月に停止さ れる予定であるこ と から 、 地上デジ

タ ル放送への移行に向けた対応が必要です。

●高速イ ンタ ーネッ ト の接続サービスについては、 利用者の増加だけではなく 、 今後利用者のデータ

通信量の拡大が予想さ れるなか、 各自治区内でも 中心部と 山間部では接続サービスにおいて地域格

差が生じ ています。

●地上デジタ ル放送の開始に伴う 共聴施設等のデジタ ル化対応と 、 高速イ ンタ ーネッ ト 接続の地域間

格差の解消手段と し て、 Ｃ Ａ Ｔ Ｖ 、 いわゆるケーブルテレビ施設の整備が必要です。

施策の方向



第３ 部　 基本計画 第３ 章　 安全・ 安心でう るおいのある定住のまち

（ １ ） 情報通信基盤の整備

●地上デジタ ルテレビ放送の難視聴対策を推進し ます。

●Ｆ Ｔ Ｔ Ｈ （ エフ ティ ーティ ーエイチ） ※方式によるＣ Ａ Ｔ Ｖ （ ケーブルテレビ） 網の整備を行い、 行

政情報や災害情報などの広報・ 広聴業務を行う と と も に、 地域生活に密着し た自主番組の制作など、

地域コ ミ ュニティ の活性化を図り ます。

●通信業者と 連携し 、 携帯電話不感地域の解消を推進し ます。

●超高速ブロード バンド ※サービスの普及を図り 、インタ ーネッ ト 環境の地域間格差の解消を推進し ます。

●情報弱者や災害時要援護者と いわれる高齢者や障害者にも 、 災害時での情報伝達等が可能と なるよ

う な工夫に努めます。
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●Ｆ Ｔ Ｔ Ｈ（ エフティ ーティ ーエイチ） …光ケーブルを一般個人宅へ直接引き込む、 光通信の網構成方式。

●超高速ブロード バンド …広域帯に超高速・ 大容量の通信データ を送れる通信環境のこと 。

基本計画
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主要施策

ケーブルテレビの工事

ケーブルテレビセンタ ー設備
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U d a  C i t y

第３ 部　 基本計画

第４ 章

１ ． 誰もが尊重さ れる共生のまちづく り

２ ． 男女共同参画社会の実現

３ ． 教育環境の整備・ 充実

４ ． 生涯学習の充実

５ ． スポーツ・ レクリ エーショ ンの充実

一人ひとり が輝き

個性・ 創造を育むまち



第1 節 誰もが尊重さ れる共生のまちづく り

●人権が尊重さ れる社会の実現と 、 健全で多彩な交流促進に向け、 関係機関と の連携を図り つつ、 人権教

育の推進を図り ます。

●人権尊重のための適切な情報提供や啓発活動等を通じ て、 人権意識の高揚を図り ます。

●同和問題の解決、 児童虐待等への対策、 障害者福祉の推進、 在日外国人への正し い理解の醸成など、 関

係機関の連携のも と 、 人権尊重と 擁護に向けての総合的な取り 組みの推進を図り ます。

●人権問題に対する正し い理解と 認識の醸成やコ ミ ュ ニティ ・ 交流活動など、 さ まざまな機会を通じ た市

民参加を進め、 市民人権集会の充実など、 人権尊重の明るいまちづく り を進めます。
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●Ｈ Ｉ Ｖ …ヒ ト 免疫不全ウイルス、 エイズウイルスのこと 。

●ハンセン病…らい菌の感染によって起こる慢性伝染病。 伝染力は弱く 、 潜伏期は3年から20年に及ぶため、 かつては遺伝性と 誤解さ れ

たこと もあった。

現状と 課題

●基本的人権の尊重は、 明るく 住みよい、 誰も が支え合う まちづく り を進める上で最も 重要なも ので

あり 、 市民相互の豊かなふれあいの基礎を築く も のです。 同和問題、 女性、 子ども 、 高齢者、 障害

者、 外国人等、 社会にはさ まざまな人権問題が存在し 、 解決に向けた取り 組みが進めら れています。

さ ら に、 Ｈ Ｉ Ｖ ※感染者やハンセン病※にかかっ た人、 刑を終えて出所し た人、 ホームレス、 性的指

向等に対する偏見や差別、 犯罪被害者と その家族など、 さ まざまな人権問題が考えら れ、 今後も 多

く の解決すべき課題が残さ れています。

●一人ひと り の人権が尊重さ れ、 誰も が自分ら し く いきいきと 暮ら せる社会を実現するためには、 一

人ひと り が日常生活におけるさ まざまな問題を自分のこ と と し て受け止め、 お互いを尊重し 合う こ

と が大切です。

●人権を生活文化と し て定着さ せ、 お互いを認め合い、 と も に生きるまちづく り が求めら れています。

施策の方向



（ １ ） 人権啓発・ 教育の推進

●さ まざまな人権問題に対し て、 市民の理解と 認識を深めるこ と ができるよう 、 今後も 啓発冊子の作

成や講演会、 研修会を実施し 、 人権意識の高揚に努めます。

●学校や家庭、 企業などの社会において、 人権に対する正し い理解と 認識を深めるこ と ができるよう 、

人権教育を推進し ます。

●今後も 講演会や研修会を効果的に開催し 、 幅広い参加の促進、 情報提供、 相談事業など人権尊重思

想の普及と 意識の高揚を図るため、 だれも が参加し やすい幅広い活動を推進し ます。

●人権教育のための国連10年行動計画を引き継ぎ、 今後の人権施策の指針と し て「 人権施策基本方針」

の策定に努めます。

（ ２ ） 人権相談・ 擁護体制の充実

●指導者の育成と ボラ ンティ ア活動組織の育成・ 支援を推進し 、 サーク ル活動等の相互交流事業を効

果的に実施し ます。

●人権擁護機関や関係団体と の連携を深め、 身近な人権問題に関し て気軽に相談できる機会づく り を

行います。
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基本計画第３ 部　 基本計画 第４ 章　 一人ひと り が輝き個性・ 創造を育むまち
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第
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主要施策

市民集会



第2 節 男女共同参画社会の実現

●市民、 団体、 事業者などと 連携し 、 家庭、 地域、 職場などのあら ゆる社会分野への男女共同参画を進め

ると と も に、 全市的な推進体制の構築を図り ます。

●女性が働き続けるための社会環境を整備するため、 保育サービスの充実や学童保育の整備を推進するな

ど、 女性の社会参加の促進を図り ます。

（ １ ） 男女共同参画に対する意識の高揚

●男女共同参画に取り 組む団体・ ボラ ンティ ア等の活動と ネッ ト ワーク 化を支援し 、 意識啓発・ 情報

提供などに努めます。

●雇用の場における男女平等や仕事、 社会活動と 家庭生活の両立が図れるよう 、 意識の高揚と 環境整

備を推進し ます。

（ ２ ） 女性の社会参画の促進

●女性の仕事と 家庭の両立や地域活動への参加を支援し ます。

●職場、 地域活動、 文化活動などさ まざまな活動において、 女性の個性と 能力が発揮できるよう 、 市

全体で男女がと も に働きやすい環境づく り を推進し ます。

●男女共同参画社会の実現に向け、 全市的な推進を図るため、「 宇陀市男女共同参画基本計画」 の策定

や見直し を行い、 総合的かつ計画的に施策を推進し ます。
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現状と 課題

●少子高齢化をはじ め、 経済活動の成熟化など、 社会構造や経済が急速に変化するなかで、 男女が互

いに人権を尊重し 、 個性と 能力を発揮するこ と ができる男女共同参画社会の実現をめざし ていく こ

と がまちづく り の重要な要素と なっ ています。

施策の方向

主要施策



第3 節 教育環境の整備・ 充実

91

第
１
章

第
２
章

第
３
章

第
４
章

第
５
章

第
６
章

現状と 課題

●急速な少子高齢化や共働き世帯の増加と いっ た社会構造の変化に伴い、 地域や保護者のニーズが多

様化する一方、 家庭や地域の教育力の低下も 目立っ ています。

●家庭・ 地域をはじ め、 幼稚園・ 保育所（ 園） や小学校と の連携を強化するこ と や、 幼保一元化や小

中学校教育も 見通し た教育を進める必要があり ます。

●児童生徒の問題には、 解決が困難なケースが多く 、 専門的な知識やアプローチが必要と なり ます。

●児童・ 生徒数の減少により 、 学校施設の統廃合が進み、 その跡地利用などが課題と なっ ています。

菟田野小学校

（ 単位： 箇所、人） 

 

資料： 学校基本調査結果報告書 

■小中学校の状況 

学校数 

児童数 

ク ラ ス数 

教員数 

学校数 

生徒数 

ク ラ ス数 

教員数 

10 

1,707 

77 

159 

4 

999 

33 

89

平成1 8 年 

14 

1,780 

98 

193 

4 

1,053 

34 

96

平成1 7 年 

14 

1,824 

97 

197 

4 

1,185 

37 

97

平成1 6 年 

14 

1,915 

121 

191 

4 

1,259 

47 

96

平成1 5 年 

14 

2,038 

126 

204 

4 

1,311 

50 

103

平成1 4 年 

中
学
校 

小
学
校 
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●特別支援教育体制…教育・ 医療・ 保健・ 福祉・ 労働などの関係機関による「 特別支援連携協議会」 を設置し 、 ネッ ト ワークを形成す

るなかで、 個別の教育支援計画の策定に努め、 乳幼児から就労にいたるまでの長期的な支援体制のこと 。

施策の方向

●未来を担う 子ども たちが心身と も に豊かでたく まし く 成長できるよう 、 地域に密着し た特色ある学校づ

く り を推進するため、 家庭・ 学校・ 地域が一体と なっ た教育体制の構築に努めます。

●安全で快適な学校教育環境の確保のため、 老朽化し た学校施設の改築や耐震補強、 また給食センタ ーの

整備を図り ます。

●地域の意向を尊重し ながら 、 学校の統廃合、 学校区の見直し 等について検討し ます。

●学力の向上と 安全で安心し て学べる学習環境を整え、 社会全体で子ども の教育にあたる取り 組みを行い

ます。

●特色ある学校教育の推進に向けて、 教職員の資質向上や、 教育相談・ カ ウンセリ ングの充実、 情報化・

国際化等への対応や地元への愛着心を醸成する体験学習・ 環境教育等の教育カ リ キュ ラ ムの充実を図り

ます。

●児童・ 生徒が自己表現力の習得や体験活動を推進し 、 確かな学力を身につける機会を提供すると と も に、

文化・ 芸術にふれる取り 組み内容の充実を図り ます。

（ １ ） 健やかに育つための教育内容の充実

●本市の豊かな自然、 歴史や伝統文化などの資源を活かし た体験学習を推進し 、 特色ある学校づく り

やカリ キュ ラムの充実を促進し ます。

●学校給食などの機会を捉え、 健康づく り や地産地消による食を通じ て、 地域の文化を学ぶ「 食育」

を推進し ます。

●重度心身障害や発達障害のある児童生徒一人ひと り に応じ た教育を進めるため、 保健・ 医療・ 福祉

関係機関と の連携を図り ながら 、 特別支援教育体制※の充実に努めます。

●教材の拡充や適正な教育課程の編成を推進し ます。

●国際化社会や小学校教育での英語必修化の動きへの対応と し て、 Ａ Ｌ Ｔ （ 外国語指導助手） の確保

と 指導方法について検討し ます。

●地球温暖化など環境問題に関心を持ち、 身近な自然環境と のふれあいや森林環境体験教育学習推進

事業などを通じ て、 環境問題についての理解と 知識を深め、 まず自分ができるこ と から 実践できる

姿勢を養います。

主要施策



（ ２ ） 魅力ある教育環境の展開

●児童・ 生徒数の減少による学校規模の適正化を図るため、 小学校の統合について地域の意見をふま

えながら 、 検討を行います。

●効率的・ 経済的・ 衛生的に給食サービスが提供できるよう 、 給食センタ ー等の整備を検討し ます。

●いじ めや不登校、 心の問題など、 さ まざまな相談に対応するため、 児童生徒一人ひと り に応じ たき

め細やかな相談・ 指導ができる体制の充実を図り ます。

●家庭・ 学校・ 地域が一体と なっ た相談・ 指導体制の確立をめざし ます。

（ ３ ） 幼稚園・ 小中学校の学習環境の充実

●幼児の生きる力や思いやり 、 個性を育むため、 保育所と の連携や一元化を図り 、 学習環境の改善に

努めます。

●安全・ 安心な学習環境を確保するため、 計画的に学校施設の耐震化に努めます。

●情報化社会に対応するため、 教育用パソ コ ンや校内Ｌ Ａ Ｎ ※の整備を推進し ます。

●登下校時の見守り 強化等、 地域と の連携により 、 児童生徒の安全の確保を図り ます。

●統廃合さ れた学校施設については、 学校の記録保存に努めると と も に、 過度な投資は控え、 地域や

団体等が自主的な管理・ 運営ができる有効的な活用方法について検討し ます。
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●校内Ｌ Ａ Ｎ…学校施設内で光ファ イバーケーブルなどを使用し て、 同じ 建物のなかにあるパソコンやプリ ンタ を接続し 、 相互データ の

やり と り をするシステム。

基本計画第３ 部　 基本計画 第４ 章　 一人ひと り が輝き個性・ 創造を育むまち
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若者自立塾「 室生館」（ 西谷小学校跡地）



第4 節 生涯学習の充実

●市民一人ひと り の可能性と 生活の豊かさ を広げる生涯学習の推進を図るため、 既存の公民館や図書館な

どの機能の充実と 生涯学習関連施設など、 さ まざまな情報のネッ ト ワーク 化を図り ます。

●施設の維持・ 管理経費の節減に努め、 機能の統合・ 充実強化を検討し ます。

●生涯学習活動の活性化と 施設利用の促進を図るため、多様な生涯学習講座やイベント の開催を推進し ます。

●地域における生涯学習活動の推進を図るなかで、 指導者の確保と 育成に視点をおいた取り 組みを推進し

ます。

（ １ ） 生涯学習機会の充実

●類似事業の整理を図り 、 さ まざまな世代の関心やニーズ、 または現代的な課題に対応し た多様な学

習機会を創出し ます。

●団体・ グループ、 Ｎ Ｐ Ｏ 等の活動支援と 指導者やボランティ アの育成に努めます。

●乳幼児から 高齢者まで、 だれも が利用し やすい交流センタ ーや公民館、 図書館の機能拡充など、 生

涯学習機会の場の提供に努めます。

●視聴覚教材やインタ ーネッ ト 等を活用し た、 生涯学習が展開できる施設整備に努めます。
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現状と 課題

●豊かな人間性を育むために、 市民が“ いつでも 、 どこ でも 、 誰でも ” 自由に学ぶこ と ができ、 一人

ひと り の活動が適切に評価さ れ、 還元さ れる生涯学習社会の実現が求めら れています。

●多様な生活習慣により 、 一人ひと り にあっ た余暇活動を求める人が多く なっ ており 、 既存の生涯学

習施設を活用すると と も に、 市民や各種団体などによる参加型の学習活動を促進し ます。

施策の方向

主要施策



（ ２ ） 施設機能の充実

●市民のニーズに対応し たイベント や講演会、 教室などの公民館活動を展開し 、 サーク ル活動の支援

に努めます。

●本市の各公民館、 図書館、 歴史資料館など、 生涯学習施設の利用が一層図ら れるよう に、 市民のニー

ズに応じ た利便性の高い施設機能を維持し ながら 、 緊急度が高いも のから 整備を行います。

●年代別のニーズに即し 、 それぞれの特色ある図書館の整備を推進し ます。

●生涯学習施設の各施設間の情報共有や共同発信など、 情報ネッ ト ワーク の強化を推進し ます。

（ ３ ） 家庭教育への支援

●子育てや非行等に対する相談・ 支援体制を充実し 、 家庭の教育力の向上を図り ます。

●子ども の健やかな成長、 発達を促すため、 県なら びに近隣市町村と 連携をと り ながら 、 家庭教育に

関する学習の機会を設けるなど、 相談体制の充実を図り ます。

（ ４ ） 地域の教育力の醸成

●地域の子育てボランティ アの育成や人材活用を図り 、 子育て支援体制の拡充を図り ます。

●基本的な生活習慣の指導、 社会活動・ ボラ ンティ ア活動を通じ 、 人間形成の基礎と なる心の教育を

推進し ます。

●青少年の地域での相互交流を図り 、 地域の活動、 伝統行事継承の担い手を育成し 、 次代の文化・ 社

会のリ ーダーと なる人材育成を図り ます。

●地域全体で子ども の成長を見守るため、 家庭・ 学校・ 地域の連携を密にし 、 地域の教育力の醸成に

努め、 安心し て遊び、 生活できる地域づく り を推進し ます。
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第5 節 スポーツ・ レクリエーショ ンの充実

●多く の市民が生涯を通じ て身近にスポーツや健康づく り を行い、 また、 スポーツ活動を通じ て、 健全な

心身の育成が行えるよう 、 スポーツ施設の拡充や設備の充実を図り 、 既存施設の利用を促進し ます。

●スポーツボラ ンティ ア制度の導入（ 各種イ ベント 等のスタ ッ フ の育成・ 充実） の検討や、 体育指導員の

増員・ 育成等に努め、 地域全体でのスポーツ活動の振興に努めます。

●各種大会等の開催場所の確保や総合型地域スポーツク ラ ブの創設など、 スポーツ活動を活性化するため

の基盤整備を進めます。

●スポーツ・ レク リ エーショ ン施設の維持管理を図るため、 経費節減と 受益者負担の適正化を図り ます。

●施設の維持・ 管理については、 利用者の利便性や安全性、 利用実態、 管理経費等を考慮し ながら 、 改修

など計画的に整備を進めます。 また、 機能の統合・ 充実強化を検討し ます。

●スポーツイ ベント 等への参加をきっ かけと し て、 参加者がリ ーダーや指導者と なるよう な仕組みづく り

を進めます。
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現状と 課題

●21世紀を迎えた今日、 人々のラ イ フ スタ イ ルの変化、 少子高齢化の進行、 情報化の進展や社会環境

の変化により 、 運動の機会が減少し 、 精神的なスト レスの増大と いっ た社会問題が取り 上げら れて

います。

●市民一人ひと り がスポーツを楽し みながら 、 助け合い・ 支え合いの絆を深め、 地域が一体と なっ て

スポーツに取り 組めるよう 、 本市にある地域資源（ 人や場所） を活かし ながら 、 誰も が元気でいき

いきと 安心し て楽し めるスポーツ環境を創出するこ と が重要です。

●スポーツ団体や指導者の育成、 施設の整備、 スポーツをする機会の提供などの支援を推進し 、 市民

の自主的なスポーツ活動を促進し ていく こ と が必要です。

●（ 財） 文化体育事業団が管理・ 運営する総合体育館・ 運動場、 室内温水プール、 グリ ーンテニスコ ー

ト 、 平成榛原子供のも り 公園などのスポーツ・ レク リ エーショ ン施設について、 魅力的で効率的な

管理運営をめざし 、 来場者の増加を図るこ と が課題と なっ ています。

施策の方向



（ １ ） スポーツ活動の推進

●スポーツ振興と スポーツを通じ た健康づく り を推進するため、 各種教室や講座の充実を図り ます。

●類似事業の整理を図り 、 市民が参加し やすい各種スポーツ大会の充実と 交流機会の創出に努めます。

●子ども から 高齢者まで体力や年齢に関係なく 、 気軽に楽し むこ と ができるニュ ースポーツの紹介・

普及等、 スポーツ人口の増加に努めます。

●市内のスポーツ団体の状況や、 競技会・ 発表会の結果、 また、 どこ で、 どのよう な活動が行えるの

かなど、 スポーツに関する情報提供の充実を図り ます。

（ ２ ） 市民主体のスポーツ・ レクリ エーショ ン活動の支援

●体力や年齢、 目的に応じ て「 いつでも 、 どこ でも 、 いつまでも 」 スポーツに親し むこ と のできるよ

う 、 市民主導型の総合型地域スポーツク ラ ブの育成を推進し ます。

●スポーツ・ レク リ エーショ ンの指導者の発掘・ 養成を進めると と も に、 指導者の専門的知識や指導

力の向上を図るための研修会・ 講習会への参加を促進し ます。

●体育指導員を増員・ 育成し 、 市民ニーズに対応し た指導体制の充実を図り ます。

●スポーツ・ レク リ エーショ ンに関する多様な人材を登録し て活用する人材バンクの整備を検討し ます。

（ ３ ） スポーツ施設の整備・ 充実

●市民のニーズに対応し たスポーツ活動ができるよう 、緊急度の高いも のから 施設の整備を検討し ます。

●学校施設等の公的体育施設の効率的な運用を図り ます。

（ ４ ） 温泉を利用し た保養施設「 保養センタ ー美榛苑」 の充実

●宿泊や入浴、 その他の交流拠点と し ての役割を担う ため、「 保養センタ ー美榛苑」 などの保養施設を

運営し 、 市民の健全な娯楽やレク リ エーショ ンの場の提供に努めます。

●その他のスポーツ・ レク リ エーショ ン施設や隣接する温泉施設、 観光地と のネッ ト ワーク を図り 、

適正で魅力ある運営に努めます。

（ ５ ）（ 財）文化体育事業団の充実

●指定管理者※と し て、 スポーツ・ レク リ エーショ ン施設の効率的な管理運営を推進すると と も に、 施

設の安全性を確保し 、 魅力ある運営で集客数の増加をめざし ます。 また、 大学や実業団等の合宿誘

致など、 既存施設と の連携を推進し ます。

●生涯学習である公民館活動と は別に、 個性的で魅力ある自主事業や各種教室の開催を実施するこ と

で、 多様化し た趣味ニーズへの対応と 文化・ 芸術の向上に寄与するこ と をめざし ます。
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●指定管理者…地方自治法の改正により 、 管理委託制度に代わって創設さ れた制度で、 条例で定めた手続きに基づき議会の議決を得た団

体を指定し 、 公の施設の管理を一定期間その団体に行わせること ができる。

基本計画第３ 部　 基本計画 第４ 章　 一人ひと り が輝き個性・ 創造を育むまち
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U d a  C i t y

第３ 部　 基本計画

第５ 章

１ ． 農林業の活性化

２ ． 商工業の活性化

３ ． 歴史・ 文化資源の保全と 活用

４ ． 観光の振興

５ ． 交流施策の充実

地域資源を活かした

産業・ 交流振興のまち



第1 節 農林業の活性化

100

現状と 課題

●今日の農業は、 食料自給率の低下や農業就業人口の減少・ 高齢化・ 後継者不足が進むと と も に、 輸

入農作物の増加や産地間競争等、 農業経営を取り 巻く 環境は厳し く なっ ており 、 地域活力の低下に

つながっ ています。

●従来の化学合成農薬や化学肥料などの使用を少なく し 、 環境に負荷の少ない農業や、 農産物の安全

性、 健康に対する消費者ニーズに応えるため、 環境と 調和の取れた持続的な農業の展開が重要になっ

ています。

●消費者の「 食」 の安全性への関心が高まるなかで、 地域に根ざし た「 顔がみえる」「 安全で安心な農

作物」 の取り 組みを進め、 質の高い農産物の生産が求めら れています。

●林業従事者は高齢化と 後継者不足のため、 全国的に減少傾向にあり ます。 また、 木材価格の長期低

迷など、 林業を取り 巻く 環境は厳し い状況にあり ます。

●森林には温暖化の防止など環境への好影響や森林浴等による癒し の効果も あるため、 まちの魅力の

ひと つと し て、 適切な維持・ 管理に努め、 森林機能の多面的な利用を推進するこ と が必要です。

（ 単位： 戸・ a） ■農家数と 経営耕地面積の状況 

 

資料： 農林業センサス 

農家数 

経営耕地面積 

2,562 

133,763

平成1 2 年 

2,407 

125,035

平成1 7 年 

△155 

△8,728

増　 減 

（ 単位： 戸・ a） ■農家数と 経営耕地面積の状況（ 自給的農家・ 販売農家） 

 

資料： 農林業センサス 

農家数 

 

経営耕地面積 

自給的農家 

販売農家 

自給的農家 

販売農家 

平成1 2 年 平成1 7 年 

16 

△171 

△524 

△8,204

901 

1,506 

16,945 

108,090

885 

1,677 

17,469 

116,294

増　 減 



●農業の効率的な生産・ 管理を図るため、 農用地等の保全や農業生産基盤の整備を図ると と も に、 農地の

集約化や、 都市住民等による農地の保全活動の推進など、 多面的な取り 組みを進めます。

●市場の安定確保・ 拡大化を図るため、 特産品の生産や有機栽培・ 低農薬栽培等の安全・ 安心な農作物の

推進や新たなブランド 品・ 加工品等の研究・ 開発を推進し 、 地産地消の促進を図り ます。

●農林業の就業機会を創出するため、 農林業体験を実施するなど、 担い手の育成を図り ます。

●関係機関と 連携し 、 新たな流通システムの構築と 農産物の加工販売の促進を図ると と も に、 都市住民を

対象にし た観光農業や農林業体験を推進し ます。

●化学合成資材をできるだけ減ら し ながら 、 土づく り や、 天敵・ 微生物資材を効果的に活用する環境保全

型農業技術の普及推進を図り ます。

●林業の中核的な存在である森林組合の強化と 組合事業の拡充、 運営の改善を図ると と も に、 林業の担い

手育成・ 確保を図り ます。

●間伐材等の有効利用や木材の利用促進を図るため、 付加価値のある木材加工製品の生産を推進すると と

も に、 木材利用促進加工施設の充実を図り ます。

●地球温暖化に対する環境保全やレク リ エーショ ン及び癒し の場と し ての活用など、 グリ ーンツーリ ズム※

型の森林の多面的な利用を推進し ます。

（ １ ） 農業生産基盤の整備

●地域の特性に応じ た地域の将来像（ 農村環境・ 生活環境） や、 農村振興の施策の基本方針等を内容

と する個性ある地域づく り を実現するため、「 農村振興基本計画」を策定し 、諸事業の対策を図り ます。

●ため池や用排水路等のかんがい排水施設の改修等の整備を図り 、 安定的な農業用水の確保と 水質保

全を推進し ます。

●農家単位での経営は、 投資率が高く 零細になら ざるを得ないため、 集落営農組織や広域営農組織を

育成し 、 作業の効率化や技術の向上、 機械の導入など、 組織力の強化と と も に、 コ スト の低減を図

り ます。
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●グリ ーンツーリ ズム…農山村などに短期的に滞在し 、農林業体験やその地域の自然や文化にふれ、地元住民と の交流を楽し む旅のこと 。

最近では、 若者から団塊世代まで、 短期滞在から永住する観光客も増えており 、 地方への定住促進の手法と し

て注目さ れている。

基本計画第３ 部　 基本計画 第５ 章　 地域資源を活かし た産業・ 交流振興のまち
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（ ２ ） 農業の担い手の育成・ 確保

●若者や定年退職者などの新規就農希望者が円滑に就農できる体制や環境の整備を推進し ます。

●若手後継者・ 農業従事者、 女性農業者の育成に努めます。

●農業研修等の実施による担い手の育成に努めます。

（ ３ ） 農業経営・ 生産体制の強化

●荒廃農地や遊休農地等の保全と 有効利活用を推進し ます。

●若者から 団塊の世代まで、 農業文化を体験・ 学習でき、 また地域で世代間交流を図るこ と ができる

体験農場の整備、 グリ ーンツーリ ズムなどの農業経営を推進し ます。

●過疎化・ 高齢化による耕作放棄地の増加や生息環境の悪化によっ て、 有害鳥獣の被害が増加し てお

り 、 補助事業等を活用し た防除柵等の対策を講じ ると と も に、 保護管理計画に基づく 適正な鳥獣固

体の確保など有害鳥獣対策等を推進し ます。

●国の地域再生計画の認定を受けて、 地元と 協議のう え「 地域の農業文化」 をテーマにし た農業体験

交流施設を旧笠間小学校跡地に推進し ます。

（ ４ ） 付加価値の高い農産物づく り の推進

●「 地域特産認定事業」「 推奨品開発事業」 など、 市の特産品・ 地域特産品・ 伝統工芸品等の区分を明

確にし 、 創出さ れた産物の奨励や開発を行います。

●農産品のブランド 価値の向上に努めます。

●産地イメ ージの向上を図るため、 安全・ 安心な農産物の生産販売活動を推進し ます。

●道の駅や農産物直売所を活用し 、 地域で生産さ れたも のを地域で消費する地産地消を推進し ます。

●イ ンタ ーネッ ト の活用や、 アンテナショ ッ プの設置を検討し 、 情報の受発信に積極的に取り 組み、

消費者ニーズの的確な把握と 販売の促進を支援し ます。

●エコ フ ァ ーマー（ 環境保全型農業者認定制度） を広め、 環境に配慮し た農産物や加工品を生産し 、

付加価値をつけるこ と で環境ブランド と し て普及し ていく 活動を支援し ます。

●リ サイ ク ルたい肥や減農薬・ 減化学肥料などの「 環境保全型農業」 の普及・ 推進を行い、 付加価値

の高い農産物の生産をめざし ます。

（ ５ ） 林業の担い手の育成・ 確保

●地域林業の中核的な存在である森林組合を強化するため、 森林施業受託の拡大や広域的な組合事業

の拡充と 運営の改善を図り ます。

●林業の担い手の確保と 技術の習得等の育成支援を図り ながら 、 積極的に後継者育成に努めます。

●林業従事者にと っ て、 機能的で効率的な林道等の開設・ 整備に努めます。
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（ ６ ） 林産物の加工販売、 流通の促進

●国の地域再生計画の認定を受けて、 旧内牧小学校の跡地を利用し 、 間伐材の加工、 販売施設や森林

の管理、 人材育成、 林業体験機能を備えた林産業の中核的拠点にすべく 、 宇陀市森林組合が事業主

体と なっ て計画を進めていきます。

●間伐材の有効利用促進や付加価値のある木材加工製品の生産を推進し ます。

●国産材（ 県産材） の良さ を広く 啓発し 、 補助制度の導入などを行い、 利用者の拡大を図り ます。

●環境にやさ し い木質バイオマス※の利用を検討し ます。

（ ７ ） 森林の多面的利用の促進

●地球温暖化の防止や水源涵養機能を高度に発揮できるよう 、 山林所有者、 地域住民が一体と なっ て

健全な森林の育成に努めます。

●森林資源を活かし た観光レク リ エーショ ンや森林浴、 グリ ーンツーリ ズム型による森林の多目的な

利用を促進し ます。

●市民による森づく り の推進など、 地球温暖化の防止に向けた森林の保護や機能向上のための保全に

努めます。
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●木質バイオマス…木材製品の生産工程で発生する樹皮、 端材等の一部をボイラー等で燃焼さ せること により 、 電気や熱等に換えること

ができる。

基本計画第３ 部　 基本計画 第５ 章　 地域資源を活かし た産業・ 交流振興のまち
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第2 節 商工業の活性化
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現状と 課題

●現在、 地方の商業については、 交通条件の改善や自家用自動車の普及等により 、 郊外の大型店舗へ

の買い物客の流出や、 後継者不足、 経営者の高齢化等が進み、 既存の商店街等、 まちの中心地にお

ける活力低下が課題と なっ ています。

●中小企業基本法が改正さ れ、 商工会を取り 巻く 社会経済環境が大きく 変化し ているなかで、「 宇陀商

工会」 の設立など、 商工会の現行事業実施体制の見直し が急務と なっ ています。

●地場産業である毛皮革産業のブラ ンド 化を図るため、 最高級の鹿革を活用し た「 菟田野鞄」「 フ ェ イ

スマスク 」 などが、『 Ｕ Ｔ Ａ Ｎ Ｏ ブランド 』と し てＪ Ａ Ｐ Ａ Ｎ ブランド 育成支援事業で採択さ れまし た。

●若者の定住や定住人口の増加対策のため、 広域的観点から の雇用環境の創出と 整備を図ると と も に、

名阪国道の小倉Ｉ Ｃ 付近に計画さ れている「 県営大和高原工業団地」 の実現に向けて関係機関と 連

携を図っ ていく 必要があり ます。

●準工業地域への誘致及び工業振興のため、 生活環境や業務の利便性に配慮し 、 用途地域の変更も 考

慮する必要があり ます。

（ 単位： 件、人、万円） ■ 商業の状況 

（ 単位： 箇所、人、万円） 

 

資料： 奈良県統計年鑑 

■ 鉱工業の状況 

事業所数 

従業員数 

製造品出荷額 

105 

1,024 

1,214,779

平成1 4 年 

116 

1,127 

1,538,414

平成1 5 年 

101 

972 

1,500,728

平成1 6 年 

103 

981 

1,558,558

平成1 7 年 

 

資料： 奈良県統計年鑑 

商店数（ 飲食店を除く ）  

従業者数（ 飲食店を除く ）  

年間販売額（ 飲食店を除く ）  

521 

2,410 

2,629,049

平成1 3 年度 

505 

2,257 

2,644,164

平成1 5 年度 



●商業サービス環境の充実と にぎわいの創出を図るため、 近鉄榛原駅等の周辺や幹線道路沿道等において、

交通条件を活かし た魅力ある店舗の誘致を進めます。

●既存商店街等において、 経営改善の誘導等に努めると と も に、 地域に密着し たきめ細かな商業サービス

の充実、 各種販売促進イ ベント の開催、 空き店舗の有効活用、 道路・ 駐車場等の環境の充実等を図るこ

と により 、 地元商業機能の強化・ 充実を図り ます。

●近鉄榛原駅周辺の整備を行い、 関係機関と 協働し 、 にぎわいのある中心市街地を図り ます。

●市菟田野毛皮革産業振興公社の組織強化と 独立し た運営基盤の確立をめざし ます。

（ １ ） 地域商業の育成・ 支援

●商工会等と 連携し 、 多様化する消費者ニーズに対応し 、 地域の特性に応じ た魅力ある店づく り を推

進し ます。

●経営支援の高度化と 広域な戦略的地域振興を図るため、 平成20年4月に、 宇陀商工会（ 宇陀市・ 宇陀

郡） を設立し 、 組織や相談体制の充実に努めます。

●駅前商店街の整備事業に努め、 特産品の販売やＰ Ｒ 活動を展開し ます。

（ ２ ） 商店街の活性化支援

●地域商店街の活性化を先導する魅力的な個店の創出・ 誘導を推進し 、 既存の個店が取り 組む個性

化・ 魅力づく り 等を支援し ます。

●まちづく り 交付金事業と し て、 榛原商店街の街路灯の付け替えなど、 魅力のある商店街の演出や新

規イベント の開催を支援し ます。

●まちづく り 三法※の改正を受け、 大規模集客施設の立地調整の強化と 支援策の拡充を目的と し た中心

市街地の活性化を図り ます。

●法律の見直し や社会状況の変化に応じ て、「 中心市街地活性化計画」 や「 都市計画マスタ ープラ ン」

の策定や見直し を行います。
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●まちづく り 三法…「 大規模小売店舗立地法」「 都市計画法」「 中心市街地活性化法」 の三法のこと で、 大規模店舗の立地規制を緩和し な

がらも、 都市の秩序と 活力を維持し よう と いう もの。

基本計画第３ 部　 基本計画 第５ 章　 地域資源を活かし た産業・ 交流振興のまち
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（ ３ ） 円滑な事業所活動の促進・ 支援

●経営の近代化、 改善・ 安定化のために、 講演、 シンポジウムなどの開催に努め、 経営相談体制を確

立し ます。

●伝統的地場産業である毛皮革産業の次世代への伝承と 、 同産業の活性化を図る啓発事業と し て、 毛

皮革フ ェ アや毛皮革フ ァ ッ ショ ンフ ェ アを産業振興公社の基幹事業と し て取り 組みます。

●産業振興公社や県協同組合連合会に商品開発部を設置し 、 魅力ある新商品の開発を行う と と も に、

Ｊ Ａ Ｐ Ａ Ｎ ブランド 育成事業を継承し 、 菟田野毛皮革製品のブラ ンド 化を構築し ます。

●産業支援機構の基金を活用し 、 商工会や金融機関と の連携を図り 、 新たな中小企業者への支援体制

を確立し ます。

●情報通信技術を活用し て企業の近代化、 合理化、 技術力の強化を図り ます。

（ ４ ） 新たな産業の展開

●農林業や商業、 観光業などの地場産業の連携による複合的な産業の育成を図り ます。

●地域住民が主体的に地域の課題に取り 組むよう 、 地域通貨導入の検討やコ ミ ュ ニティ ビジネスを育

成・ 支援し ます。

●関係機関や近隣市町村と の連携による求人・ 雇用情報の提供に努めると と も に、 広域的な就業環境

づく り に努めます。

●「 県営大和高原工業団地」 の計画実現や新たな工業用地の調査研究など、 関係機関と の調整・ 連携

を積極的に推進し ます。 また、 庁内組織内に企業誘致担当窓口を設け、 企業や関係機関と の調整を

図ると と も に、 企業立地促進のための優遇制度についても 検討し ます。

●企業立地促進のため、 準工業地域など必要に応じ て用途地域の見直し を行います。
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毛皮革フ ェ ア

駅前商店街



第3 節 歴史・ 文化資源の保全と 活用

●地域固有の歴史や文化を守り 、 地域への愛着や誇り を育んでいく ため、 地域に伝えら れてきた文化財・

伝統芸能・ 美術・ 祭り ・ 行事・ 人物等に関する資源・ 資料・ 情報等について、 保存・ 管理を図ると と も

に、 身近に感じ ら れるよう に活用し ます。

●埋蔵文化財や郷土資料等を展示する施設の整備を図ると と も に、 歴史的な町並みの保存を図り ます。

●伝統文化を継承し ていく ため、 保存会組織や後継者を育成すると と も に、 活動を通じ て新たな魅力づく

り にも 努め、 観光施策と の連携を強化し ます。

●文化・ 芸術の薫り 高い地域づく り を推進するため、 文化団体や住民グループ、 芸術家等と の連携や支援

に努め、 地域の多彩な自然等の資源を活用し た芸術・ イ ベント の拡充を図ると と も に、 住民活動等の活

性化を図り ます。

●「 アート アルカディ ア計画」 を受け継ぎ､文化・ 芸術・ 教育など、 さ まざまな分野の事業を進めると と も

に、 文化・ 芸術に対する関心や期待の高まり に応えるため、 鑑賞から 創作へと つなげていけるよう な、

文化・ 芸術振興のシステムづく り を促進し ます。
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●本市には、 女人高野と し て有名な室生寺の数多く の仏像や建造物に代表さ れるよう に、 国・ 県・ 市

指定の文化財があり ます。 こ れら の貴重な文化財などの保存や修復等については、 計画的に実施し

ています。

●豊富な歴史資源や伝統文化、 文化財については、 保存環境の整備や防火・ 防犯設備の充実に努めな

ければなり ません。

●郷土の歴史と 文化のなかで生まれ、 地域の人々によっ て継承さ れてきた祭り などの行事・ 芸能は、

地域の貴重な財産です。 し かし 、 少子高齢化の影響などで担い手不足と なっ ており 、 その継承が求

めら れます。

●歴史資源・ 伝統文化については、 観光施策と の連携を図るなど、 有効活用するこ と が必要です。

●文化庁から 松山地区の重要伝統的建造物群保存地区選定や宇陀松山城跡の史跡指定を受け、 地域住

民が協働・ 参画し ながら 、 文化財保護と 観光的活用をリ ンク さ せた取り 組みを行っ ています。

●地域住民と の協働・ 参画のも と 、 芸術家等の協力を得ながら 室生地区全体をフ ィ ールド ミ ュ ージア

ムと し て環境整備を図り 、 文化・ 芸術の薫り 高い地域づく り を進めています。

施策の方向



（ １ ） 文化財の保護・ 活用

●地域の文化財の現状を調査し 、 防火・ 防犯体制の整備、 修理・ 修復・ 整備、 説明板・ 案内板の設置

など、 国・ 県等の関係機関と 連携し 、 文化財の保護・ 活用を推進し ます。

●地域住民と の協働による文化財保全、 まちづく り に活用できる史跡や建造物、 歴史的景観等の整備

を行い、 市民の文化財保護意識の高揚に努めます。

（ ２ ） 伝統文化の継承

●各地区の歴史や風土のなかで育まれた伝統文化や祭り 、民俗行事、郷土芸能の保存と 育成に努めます。

●保存会組織の育成、 活動支援を推進し 、 伝統文化の継承と 後継者育成を促進し ます。

●市内に伝えら れる伝統行事や地域の祭り 等の新たな魅力づく り による観光施策と の連携を強化し ます。

（ ３ ） 歴史・ 文化資源の整備と 充実

●国宝の宇太水分神社や室生寺など、 地域の歴史・ 文化資源を活かし ながら 、 個性的で質の高いまち

づく り を推進し ます。

●松山地区街なみ環境整備と し て、 地域の特性に応じ た個性的で質の高いまちづく り を実施するため

に、 地域の景観や歴史、 文化、 自然、 産業に配慮し 、 ゆと り や潤いのある生活を重視し た街並み形

成を図り ます。 また、 歴史的環境を活かし ながら 、 新し い生活や経済環境、 地域住民の生きがいに

対応する「 新旧がう まく 融合するまち」 に整備し 、 外部から の交流人口を増加さ せるこ と により 、

まちのにぎわいや活力、 潤いなどを生み出し 、 まちの活性化を図り ます。

●重要伝統的建造物群保存地区保存事業と し て、 歴史的町並みの特性を維持回復するために、 地区内

の伝統的建造物の修理・ 修景及び防災施設等の整備を行います。

●宇陀松山城跡保存整備事業と し て、 歴史的に宇陀地域の拠点であっ た宇陀松山城跡の史跡整備をす

るこ と で、 松山地区の町並み保存と リ ンク さ せると と も に、 市民の一体感を醸成さ せ、 交流人口の

増加を図り ます。 また、 平成18年５ 月19日に国文化財保護審議会答申を受けて、 史跡指定さ れたこ

と により 、 史跡地の保存管理計画を策定し 、 保存整備を行います。

●既存施設を活用し 、 さ まざまな文化施設の整備を推進し ます。

●地域住民の協働・ 参画のも と 、 歴史文化活動の拠点の一つと し て、「 松山地区まちづく り センタ ー」

や「 まちなみギャ ラリ ー」 の効率的で効果的な運営に努めます。

●大宇陀松山地区の歴史的な町家の空き家をはじ め、 空き家の情報をスト ッ ク し 、 いつでも 、 誰でも

情報が入手できるよう な環境を整備し ます。
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主要施策



（ ４ ） 芸術文化活動の振興

●文化・ 芸術の振興のため、講座や教室の開講、 講演会、 音楽会の開催、 情報提供等の充実を図り ます。

●地域住民の協働・ 参画のも と 、 芸術文化活動の拠点の一つと し て、 文化芸術活動体験交流施設「 ふ

るさ と 元気村」 や室生高齢者等ふれあい館「 音楽の森ふれあい館」 の効率的で効果的な運営に努め

ます。

●文化協会や自主的文化団体等の活動など住民の自主的な芸術文化活動を支援し 、 活動の普及と 各団

体やサーク ル間の交流を図り ます。

●各種団体やリ ーダー、 後継者の育成を積極的に推進し 、 文化活動の向上を図り ます。
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第4 節 観光の振興

110

現状と 課題

●近年、 交通の利便性の向上と と も に、 日帰り 観光客が増加し 、 宿泊する観光客は年々減少傾向にあ

り ます。

●本市の歴史文化遺産における観光客数が年々減少傾向にあり 、 室生寺をはじ めと する歴史・ 文化遺

産の魅力を効果的にＰ Ｒ する必要があり ます。

●グリ ーンツーリ ズムなど、 人々の観光・ レク リ エーショ ンに対する意識や行動が転換し ており 、 観

光ニーズが消費型の「 観る」 観光から 参加・ 体験を主と し た体験型の「 行動する」 観光へと 移行し

ています。

●近鉄榛原駅周辺の旧伊勢街道の街並みなど歴史文化を活用し た、 少ない時間で見物・ 体験・ 食事・

買い物が一体的にできる周遊型観光の重要性が高まっ ています。

●室生寺をはじ め、 市内の観光資源への交通の結節点と し ての機能を十分に活かし た広域観光ルート

の開発が求めら れます。

●本市には、「 保養センタ ー美榛苑」 や「 大宇陀温泉あきののゆ」 など、 天然温泉を活用し た観光施設

があり ます。

（ 単位： 人） 

 

資料： 商工観光課 

■観光入込客の状況 

大宇陀区 

菟田野区 

榛原区 

室生区 

合　 計 

543,191 

9,100 

476,900 

643,072 

1,672,263

平成1 3 年 

530,125 

9,150 

415,960 

521,257 

1,476,492

平成1 4 年 

519,044 

10,200 

416,898 

510,173 

1,456,315

平成1 5 年 

549,166 

10,200 

416,898 

473,608 

1,449,872

平成1 6 年 

542,856 

10,200 

410,830 

457,280 

1,421,166

平成1 7 年 

540,371 

10,200 

412,299 

452,760 

1,415,630

平成1 8 年 

（ 単位： 人） 

 

資料： 保養センター美榛苑 

■美榛苑の宿泊状況 

宿泊者数 22,442

平成1 3 年 

22,293

平成1 4 年 

21,889

平成1 5 年 

20,964

平成1 6 年 

20,752

平成1 7 年 

20,639

平成1 8 年 



●既存の観光施設や地域資源を活かし た観光振興を図るため、 既存観光拠点施設・ 資源周辺において、 ア

ク セス道路・ 駐車場等の環境整備を促進し ます。

●観光協会や商工会と 連携し 、 ホームページや鉄道の駅・ 道の駅等を活かし 観光Ｐ Ｒ を強化すると と も に、

観光マッ プやパンフ レッ ト の作成など、 効果的な観光振興を図り ます。

●観光案内ボラ ンティ アや農林業体験の指導者の育成を図ると と も に、 地域の良さ を十分に伝え、 も てな

し のサービス精神を培えるよう な体制の整備を行います。

●天然温泉のある「 保養センタ ー美榛苑」 や「 大宇陀温泉あきののゆ」 などの温泉施設が連携し てＰ Ｒ を

図り 、 個性的で魅力ある取り 組みを進めます。

（ １ ） 観光基盤の整備

●市内の観光資源の保全と 観光客誘致の促進のため、 市民と 協働の上、 市内観光施設の健全な管理を

促進し ます。

●観光連盟の組織強化を図り 、 オプショ ナルツアー等の観光商品を販売するなど、 企業化を推進し 、

あわせてボランティ アガイド の育成も 強化し ます。

●案内板・ 観光ト イレ・ 休憩施設などの充実や、 市内の主要施設にタ ッ チパネル式の観光案内モニタ ー

の設置を検討し 、 市ホームページと も リ ンク さ せ、 全国への情報発信を推進し ます。

●特色あるモデル景観「 宇陀百景」 を検討し 、 地域の特色ある景観を創出するため、 個性と 魅力のあ

る景観地を形成し ます。

●近鉄榛原駅に隣接する「 ふれあいギャ ラ リ ー」 を「 う だ観光 iセンタ ー」 に改め、 新たな観光情報の

発信拠点と し て整備を検討し ます。 また、 近鉄室生口大野駅周辺に大野寺や室生寺などの古刹など

観光ルート の魅力を情報発信できるスポッ ト の創設に努めます。

（ ２ ） 地域資源を活かし た観光の創出

●地域に散在する旧跡・ 文化財、 伝統行事、 豊かな自然などの観光資源を連携さ せ、 回遊性の高い魅

力ある観光地づく り に努めます。 特に四季を通じ た「 花めぐ り ツアー」 は好評であるため、 定期的

な実施や広域圏での開催に努めます。

●自宅の庭園や花づく り などを地域住民に開放する「 オープンガーデン制度」 を検討し ます。

●農林業等の地域産業と の連携により 、 空き家や廃校舎などを利用し た、 農山村型体験施設の整備を

推進し 、 滞在・ 体験型リ ゾート と し ての機能充実を図り ます。

●健康ブームなどの影響から 、 団塊の世代を中心と し た高齢者等のハイ カーやハイキンググループが

増加し ています。 本市の財産である豊かな自然景観の保全に努め、 東海自然歩道・ 遊歩道・ 登山道

など自然にふれあう こ と のできるルート の整備に努めます。 また、 ハイ キング客に魅力ある観光の

演出を行い、 購買意欲を高めても ら えるよう な施策に努めます。

●室生寺ゆかり の弘法大師が歩いたと いわれる「 大師の道」（ 延長２ km） を再現し 、 年々増加するハイ

カーを対象に、 室生寺参詣までの新し く 魅力あるルート の創設に努めます。
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（ ３ ） 観光誘客の推進

●「 も てなし の心」 を持っ て行動するこ と は、 豊かな人間関係を築き、 活力ある地域づく り を進めて

いく こ と につながり ます。 市民に「 も てなし の心」 を醸成し ても ら う ため、 県が開催する研修会の

参加やも てなし アド バイザーの育成・ 派遣など、 さ まざまな機会を通じ て「 も てなし のまちづく り 」

を進めていきます。

●将来の地域を担う 子ども たちにも 、 地域や学校などを通じ て、 も てなし の心の醸成に努めます。

●観光協会や商工会と の連携により 、 ホームページや観光パンフ レッ ト の充実、 イベント の開催など、

まちの魅力や観光情報を全国に発信し ます。

●観光ボラ ンティ アや語り 部などの育成、 地域住民や民間企業と の協働を図り 、 地域一体と なっ たも

てなし の心で観光客を受け入れる体制の整備に努めます。

●わかり やすく 、 魅力的な観光スポッ ト を紹介する観光パンフ レッ ト やポスタ ーを作成し 、 観光客の

誘致に努めます。

●年に１ 度、 本市が自慢できる産物や芸術作品を一堂に集めた複合イ ベント 「 宇陀じ まん市」 を開催

し 、 広く 市内外への推奨を行います。

（ ４ ） 温泉を活用し た観光施設の充実

●宿泊と 日帰り 温泉ができ る「 保養センタ ー美榛苑」 と 日帰り 温泉施設の「 大宇陀温泉あきののゆ」

は、 観光振興施設と し て、 互いにそれぞれの地域性や特徴を活かし た取り 組みを展開し ます。

●温泉をＰ Ｒ するこ と により 、 １ 年中安定し た誘客ができるよう 、 周辺の観光地や歴史文化遺産を活

かし た取り 組みを行います。

●周辺温泉施設が連携し た「 宇陀温泉郷」 と し ての取り 組みやその他の関係団体と の連携により 、 新

規顧客層の開拓を行い、 地域への誘客を図り ます。

●業務の一部委託や民間的経営手法の導入の検討、 指定管理者制度の活用など、 効率的かつ適正な管

理・ 運営をめざすと と も に、 時代に対応できる取り 組みを進めます。
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第5 節 交流施策の充実

●本市の豊かな自然や農林業などの地域産業を活かし 、 体験・ 学習・ レク リ エーショ ンなどのグリ ーンツ

ーリ ズムの展開を図り ます。

●多様なニーズに対応し たスローラ イフ の提供やＵ ・ Ｉ ・ Jタ ーン希望者の地域一体と なっ た受け入れ体制

の整備など、 あら ゆる方面での都市と 農山村交流を進めます。

●移住・ 交流施策と し て、「 地域の売り の見極め」「 地域資源の活用」「 就労体験・ 研修プログラ ム」「 ワン

スト ッ プ相談窓口の設置」「 受け入れ体制の整備」「 的確な情報発信」 など、 課題解決に向けて関係機関

と の協力と 調整を進めていきます。

●奈良県が主催する「 平城遷都1300年記念事業」（ 平成22年度） と 協調し て、 持続可能な企画・ 交流事業に

努めます。

（ １ ） 地域資源を活かし た交流の展開

●都市近郊の立地条件を活かし 、 グリ ーンツーリ ズムやエコ ツーリ ズム※による森林浴、 農産物の収穫

体験、 農産物の加工体験、 郷土料理や伝統芸能、 農家民宿、 直売所や市民農園の利用など、 体験型

観光を推進し 、 交流人口や定住人口の増加の機会に結びつけていきます。

●防災ボラ ンティ アの取り 組みや、 環境問題をテーマにし たエコ イベント など、 関心が高い若者を取

り 込んだ交流イベント の開催を通じ て交流人口の増加を図り ます。

●さ まざまなニーズに対応する体験・ 学習・ 遊びのプログラ ム企画、 ツアー企画を検討し 、 グリ ーン

ツーリ ズムの振興と 機能の充実を図り ます。

●農村と 都市の交流活動の促進、 農業体験などによる交流を推進し ます。
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●自然資源を活用し た交流を求める需要が高まり つつあるなか、 都市の時間に追われた生活から 、 農

山村のゆっ く り と し た健康的で安ら ぎのある生活を望む人が増加し ています。

●スローラ イ フ へのニーズに対応する体制の整備を図り 、 都市住民の定住化を視野に入れた魅力ある

地域づく り を進めていく 必要があり ます。

●まちの魅力を積極的に発信し 、 若者の定住やＵ ・ Ｉ ・ Jタ ーンなどに結びつけ、 定住環境のさ ら なる

向上に努めていく こ と が求めら れます。

●人口減少時代に入っ た本市では、 定住促進や交流人口の増加が重要施策の一つです。 県や市・ 地元

企業など、 関係機関と の横断的な移住・ 交流者の受け入れ体制の構築と 情報発信の一元化が必要に

なり ます。

施策の方向

主要施策
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魅 力 的 な  

情 報 発 信  

（ インタ ーネット 等

の活用） 

ホッ プ 

短 期 的 な  

体 験 活 動  

（ グリ ーンツーリズ

ムなど観光体験） 

ステッ プ 

長 期 的 な  

滞 在 生 活  

（ 長期滞在ができる

受け入れ体制づく り ） 

ジャ ンプ 

定 住  

二 地 域 居 住  

（ 回帰または第二の

故郷とし て移住） 

ゴール 

目　 標 

ステージを 支える受け皿（ 組織・ 相談窓口・ 支援制度など）  

交

流

施

策

の

充

実

 
定

住

人

口

の

増

加

 

地

域

力

の

ア

ッ

プ

 

■「 交流」 から「 定住」 への戦略イメ ージ 

●県内を中心に活動し ているＮ Ｐ Ｏ やボラ ンティ ア団体などに協力を呼びかけ、 各活動の紹介や相互

交流を進めるこ と で多様な団体と のネッ ト ワーク と 相互の信頼関係を醸成すると と も に、 市民も 参

画するこ と で、 地域力のパワーアッ プと 相互交流をめざし ます。

●スポーツやイベント を通じ た地域内外の交流などを促進するため、（ 財） 文化体育事業団や「 保養セ

ンタ ー美榛苑」 などの利用促進を図り ます。

（ ２ ） スローライフの提供

●都会から 田舎への移住を考えている人や週末だけの田舎暮ら し を望んでいる人など、 ニーズの段階

に応じ たスローライフ を提供し ます。

●過疎化や高齢化が進行するなか、 若者や団塊の世代などを対象に、 定住促進のための情報提供を積

極的に行い、 地域の活性化を図り ます。

（ ３ ） Ｕ ・ Ｉ ・ Ｊ タ ーンの促進

●Ｕ ・ Ｉ ・ Jタ ーン希望者に向けた、 情報発信の充実を図り ます。

●新規移住者の地域での受け入れ体制の整備を推進し ます。

●庁内組織はも ちろんのこ と 、 各関係機関や団体が集まり 、 各まちづく り の分野における移住・ 交流

促進のための課題や施策について横断的に話し 合い、 情報発信を行う 場と し て「 移住・ 交流促進協

議会」 の設置に努めます。 また、 国・ 県と の移住・ 交流推進機構等と も 連携を図っ ていきます。



U d a  C i t y

第３ 部　 基本計画

第６ 章

１ ． 市民と行政の協働のまちづく り

２ ． 行政サービスの向上

３ ． 地域力の再生

４ ． 行財政改革の推進

５ ． 広域行政の推進

みんなで創る

協働と参画のまち



第1 節 市民と 行政の協働のまちづく り

●市民の多様な参画と 協力によるまちづく り を進めるため、 イ ンタ ーネッ ト 等のさ まざまな広報媒体を活

用し つつ、 行政情報の公開を推進すると と も に、 各種懇談会、 モニタ ー制度など、 多様な参画機会を通

じ た市民ニーズの把握と 対話を推進し ます。

●個人情報の保護についても 十分に配慮し 、 市民一人ひと り が安心し て暮ら し ていけるよう 、 きめ細かな

行政サービスの向上に努めます。

●地域コ ミ ュ ニティ の機能を強化し 、 市民のまちづく り への参加意欲を高めると と も に、 各種計画等の策

定にあたっ ては、 策定委員会・ 懇話会等への市民参加を促進し ます。

●住民自治を確立さ せるために、 複雑化・ 多様化する地域課題について、 市民が自己決定の主体と なれる

よう な場づく り を検討し ます。
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現状と 課題

●市民と 行政がと も に考え行動し ながら 公共サービスを担っ ていく 『 協働』 の原則は、 １ ）目的の共有、

２ ） 相互理解、 ３ ） 対等関係、 ４ ） 自主・ 自立化の尊重、 ５ ） 情報の公開などがあり 、その効果と し て

は、 ①自治意識の醸成、 ②市民と 行政の役割分担の明確化、 ③きめ細かなサービスの提供、 ④住民

の目線に立っ た職員の意識改革などが期待でき、 市民の価値観やラ イ フ スタ イ ルが多様化し た現在

では行政全般に必要な施策です。

●高度化・ 多様化する市民のニーズやさ まざまな地域課題に対し て、 現状を的確に把握し 、 市民意識

の向上を図り ながら 行政と 市民の適正な役割分担に基づいた協働と 参画によるまちづく り を進めて

いく 必要があり ます。

●新合併特例法による地域自治区が平成23年３ 月31日をも っ て法定期限と なるため、 市民が参画し た

まちづく り への新し い取り 組みが求めら れています。

●市民と の協働によるまちづく り を推進するためには、 さ ら なる情報交換の場と 市政に参加し やすい

環境づく り を行う こ と が重要です。

●地域力の強化を図るため、 まちづく り の指導者やボラ ンティ アの育成、 各団体の組織強化を進めな

ければなり ません。

施策の方向



（ １ ） 市民と の情報共有化

●行政情報を的確かつ分かり やすく 伝えるこ と ができるよう 、 情報提供に努めます。

●市民協働や参画を進めるう えでの課題を整理し 、 担当窓口の一本化や明確な役割分担を行います。

●個人情報の保護に配慮し た情報公開に努めます。

●ホームページの充実を図り 、 イ ンタ ーネッ ト 等の掲示板や電子メ ールなど電子媒体を活用し た情報

の交換を活性化し 、 市民と 行政の情報交流の拡大を図り ます。

（ ２ ） 市民の協働と 参画の促進

●地域自治区や地域協議会の解消後は、 市民と の協働による新たなまちづく り への参加の機会と し て、

市民主体のまちづく り 組織の設置を検討し ます。

●だれも がまちづく り の主役と なれるよう 住民自治を推進し 、 まちづく り の指導者やボラ ンティ アの

育成、 各団体の組織強化を図ると と も に、 地域活動を支えるまちづく り リ ーダーの育成に努めます。

●市民参加による開かれたまちづく り を推進するため、 各種委員の公募制やパブリ ッ ク コ メ ント ※制度

の確立、 市民意識調査の実施、 ワーク ショ ッ プ※の開催など市民のまちづく り 参画機会の創出に努め

ます。

●市民が自治体の主体と なり 、 市民の立場でまちづく り を進めるこ と ができるよう 、 住民自治実現の

ための手法を検討し ます。
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●パブリ ッ クコメ ント …計画等の策定過程や規制関連の条例制定過程等で、 行政側の案を公表し 、 広く 市民・ 関係団体等から意見を募集

する制度。

●ワークショ ッ プ…参加者が専門家等の助言を得ながら、 問題解決のために行う 研究集会・ 講習会のこと 。

基本計画第３ 部　 基本計画 第６ 章　 みんなで創る協働と 参画のまち

第
１
章

第
２
章

第
３
章

第
４
章

第
５
章

第
６
章

主要施策

地域協議会委員選任式



第2 節 行政サービスの向上

●市民の立場から 利用し やすい行政サービスの向上を図り ます。

●地域のバラ ンスや住民サービスに留意し た行政組織体制を図るため、 庁舎機能の充実や行政組織全体の

情報ネッ ト ワーク 化、 市民窓口サービスの維持・ 向上等を図り ます。

（ １ ） 行政サービスの向上

●個人情報保護に配慮し 、 情報システムの安全性と 信頼性を確保するため、 情報セキュ リ ティ ーポリ

シー※を適正に運用し 、 情報取り 扱いのルールの徹底を推進し ます。

●Ｃ Ａ Ｔ Ｖ （ ケーブルテレビ） が市内で整備さ れるため、 広報活動において、 Ｃ Ａ Ｔ Ｖ （ ケーブルテ

レビ） を利用し た自主放送など行政情報の充実を図り ます。

●広聴活動について、 市長の公約や市民に関係が深いサービスや制度の実施、 まちづく り 事業におい

ては、 従来の行政懇談会のよう な政策提言に対する公聴会（ タ ウンミ ーティ ング） の開催やホーム

ページを利用し たパブリ ッ ク コ メ ント （ 意見公募手続き等及びその他の意見募集） の実施を検討し

ます。

●国民年金制度や介護保険サービス、 市税など、 市民が最も 関心が高い各種制度やサービスの周知と

相談業務の充実を図り ます。

●市内公共施設の予約など、公共施設を高速で接続する情報通信ネッ ト ワーク である地域イント ラネッ

ト ※を活用し た市民サービスシステムの利用を促進し ます。

●ホームページを活用し た各種申請・ 届出手続きなど、 市民窓口サービスの充実に努めます。

●公共施設や公園などの管理運営に対し 、 市民、 民間事業者、 Ｎ Ｐ Ｏ などと の協働、 指定管理者制度

の導入など、 行政への民間活力の導入に努めます。
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●情報セキュリ ティ ーポリ シー…組織内における情報資産を安全に運用するための規約を文書化し たもの。

●地域イント ラネッ ト …限定さ れた範囲でコンピュータ ーネッ ト ワークを構築すると きに、 インタ ーネッ ト の標準的な技術を利用するこ

と で、 低コスト 化と 独立性を高める取り 組みのこと 。

現状と 課題

●市民の立場から 利用し やすい行政サービスの向上を図ら なければなり ません。

●広報公聴活動において、 より 効果的に行政情報が市民に浸透するよう 、 行政運営の合理化・ 効率化

のためのさ ら なるシステム整備、 再構築が求めら れています。

●「 簡素で効率的な政府」 を実現する観点から 、「 民間でできるこ と は民間に」 と いう 構造改革を具体

化するため、 公共サービス改革法が施行さ れ、 経費削減と 質の向上を図るこ と が可能と なり まし た。

施策の方向

主要施策



第3 節 地域力の再生
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●限界集落…65歳以上の高齢者が地域人口の過半数を占め、 集落の自治、 生活道路の管理、 冠婚葬祭など、 地域共同体と し ての機能維持が

困難になった集落のこと 。

第
１
章

第
２
章

第
３
章

第
４
章

第
５
章

第
６
章

現状と 課題

●近年、 市民意識の変化や核家族化などを要因と し て、 新興住宅地を中心に近所づきあいが希薄化し

つつあり ます。

●過疎化・ 高齢化の進行により 、 今後は地域共同体の機能維持が限界に達する限界集落※が増えていく

こ と が考えら れます。

●地域によっ ては、 昔から 地域の絆と も いう べき地域コ ミ ュ ニティ 力（ 地域力： 宇陀力） が残っ てお

り 、 自立的かつその他の主体と 協働し ながら 問題解決を図る担い手と し て、 その活用と 再生が期待

さ れています。

●本市においても 山間部においては過疎地域があり 、 高速情報通信及び地上デジタ ル放送、 教育の振

興等、 今後も 適切に過疎対策を図っ ていく 必要があり ます。

●市内の一体感を高め、 地域交流を活発にし ていく こ と が必要と なり ます。

自主防災組織

（ 単位： ％、世帯、人） 

 

資料： 市民課 

 

※平成19年４月１日現在 

■ 各地域人口一覧 

8,455 

4,677 

18,931 

5,875 

37,938

大宇陀区 

菟田野区 

榛原区 

室生区 

合　 計 

合　 計 

4,399 

2,416 

9,854 

3,099 

19,768

女 

4,056 

2,261 

9,077 

2,776 

18,170

男 

人　 口 

2,862 

1,560 

6,686 

2,089 

13,197

世帯数 

28.8 

28.3 

23.6 

33.9 

26.9

高齢化率 

う だ ぢから



●自治会構成員の高齢化など、 地域の組織が抱える課題や問題点を整理すると と も に、 行政の依頼業務の

見直し など、 行政と 地域のこ れまでの関係を協働の視点から 再構築し 、 地域性を尊重し ながら 、 地域で

のコ ーディ ネート やアド バイザー役を行う など総合的な協働・ 支援策をめざし ます。

●子ども から 高齢者まで誰も がふれあい、 助け合い、 支え合い、 交流するこ と ができる地域コ ミ ュ ニティ

の形成をめざし ます。

●地域活動が活発に行われるよう 、 地域団体、 Ｎ Ｐ Ｏ 等の活動支援を継続し て行います。

●地域力の底上げのため、 積極的な活動をし ている地域をモデルに、 他の地域にも その活動が波及する仕

組みづく り を検討し ます。

●地域の集会所等については、 既存施設を有効活用するなど、 さ ら なる交流の場の創出と 住民活動等の支

援に努めます。

●国が進める新たな過疎対策を見極め、 過疎地域に対する適切な事業を展開し ます。

●国際感覚豊かな人材の育成を図るため、 国際交流の推進を図り ます。

（ １ ） 地域力向上への強化

●広報誌やホームページ、 自主放送等を活用し たコ ミ ュ ニティ 活動の情報提供等を行い、 地域のコ ミ

ュニティ 意識の高揚を図り ます。

●市民自ら が行う コ ミ ュ ニティ 活動を支援し 、 地域でと も に助け合い、 支え合う 地域コ ミ ュ ニティ づ

く り を推進し ます。

●地域力の再生のため、 地域活動への参加の呼びかけ、 組織運営活発化へのノ ウハウ支援、 他の市民

活動と の連携・ 支援などを推進し ます。

●国が進める過疎対策を見極め、 過疎地区の対策と し て、 交通・ 情報通信体系・ 医療・ 教育・ 雇用の

場を創出するなど、 多角的な視点から 有効的に市民の生活環境の充実を図り ます。

（ ２ ） 市民活動の支援

●地域が地域をと も に支援するなど、 市民が主体と なっ てまちづく り 活動を行う Ｎ Ｐ Ｏ や各種団体の

支援を推進し ます。

●自然・ 歴史・ 文化・ 産業などの資源を有効に活用し 、 市民が主体と なっ て取り 組める地域間交流を

促進し ます。

●地域の祭り や運動会などの行事での地域内交流を促進し ます。

（ ３ ） 国際交流の推進

●国際協力活動について情報の提供や活動を支援するための体制を検討し ます。

●市民主体の国際交流活動組織等の育成と 活動を支援し ます。
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施策の方向

主要施策



第4 節 行財政改革の推進

●平成19年6月に施行さ れた「 地方公共団体の財政の健全化に関する法律」 では、 ４ つの「 財政健全化比率」

指標※の公表が義務づけら れます。 連結対象の各会計も 含め、 さ ら なる財政の健全化を進めます。

●限ら れた財源のなかで、 多様化する市民ニーズに対応するため、 現状で執行困難な事業や重要性の低い

事務事業を省き、 行政と 市民と の協働によるまちづく り に必要と さ れる事務事業を進めます。

●公共施設等の設置目的や管理運営方法を検証し 、 効率的・ 効果的な運営に向けた見直し を行い、 利用の

促進と 有効活用を図ると と も に、 指定管理者制度の導入も 検討し ていきます。

●財政状況を積極的に公表し 、 市民の理解と 協力のも と 、 自主財源の確保に努め、 事務事業の見直し によ

る徹底的な経費削減を行い、 財政基盤を安定さ せます。
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● 4つの「 財政健全化比率」 指標… ①実質赤字比率 ②連結実質赤字比率 ③実質公債比率 ④将来負担比率の4つの指標のこと 。 法律によ

り 、 普通会計だけでなく 、 公営企業や公社・ 第三セクタ ーなどまで監視対象が拡大さ れ、 単年度だ

けでなく スト ッ ク面にも配慮し た財政状況の判断指標の導入と 早期の財政悪化を把握し 、 財政状況

の改善に着手さ せる特徴がある。

基本計画
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施策の方向

現状と 課題

●本市は、 平成18年１ 月１ 日の合併で、 広域的な行政主体になっ たこ と により 、 地方分権時代にふさ

わし い自主的かつ自立的な行政運営、 簡素で効率的な行政システムの構築が不可欠です。

●平成18年12月に策定し た「 宇陀市行政改革大綱」 をも と に、 平成19年３ 月に集中改革プラ ンを兼ね

た実施計画を策定し 、 その都度、 効果を検証し 、 計画や行動の改善をし ながら 取り 組んでいます。

●将来的な税収の減少、 国庫補助金及び地方交付税の削減と 人件費や公債費の増大など、 多様化する

行政需要への対応は財政を逼迫さ せ、 行政運営にも 影響を及ぼし ています。

●財政危機を脱却するためにも 、 情報を共有し 、 市民と の協働による新し いまちづく り に取り 組むこ

と が重要です。

●行政評価システムの導入により 、 職員の意識改革、 業務改善を図り 、 効率的・ 効果的な行財政運営

が必要です。

宇陀市役所



（ １ ） 行政改革の推進

●社会情勢や財政状況に応じ て、 行政改革実施計画の検証を必要に応じ て行います。

●事務事業について、 目的・ 意義・ 成果など、 多角的な視点から 点検を行い、 効率性・ 合理性・ 必要

性の検証に努めます。

●行政評価システムの導入と 活用を図り 、 効率的な行政運営に努めます。

●必要に応じ て組織の再編を行い、 効率的かつ効果的に事務事業を処理し 、 市民ニーズや新たな行政

課題に適正かつ迅速に対応し ます。

●対応すべき行政ニーズの範囲、 施策の内容及び手法を見直すと と も に、 簡素で効率的な組織再編に

より 、 定員の適正化に取り 組みます。

●研修制度の充実により 、 職員の能力開発を促し 、 資質向上に努めます。 また、「 行政運営」 から 「 行

政経営」 へと 転換し 、 費用対効果など行政コ スト への意識向上を図り ます。

●公共施設の管理運営については、 指定管理者制度の導入を検討し 、 施設の効率的、 効果的な運営管

理をめざし ます。

（ ２ ） 健全な財政運営

●納税義務の認識を深め、 自主納税、 自主納付を促進すると と も に、 徴収対策強化により 収納率の向

上をめざし ます。 また、 使用料・ 手数料などについては、 受益者負担の適正化を図り 、 自主財源の

確保に努めます。

●遊休市有財産は売却し 、 スク ラッ プアンド ビルド の徹底により 、 財産管理のスリ ム化を図り ます。

●公営企業については、 サービスの必要性や経営状況等を見直し 、 民間的経営手法を導入するなど、

経営の健全化を図り ます。

●市土地開発公社の健全化計画に基づき、 保有土地の簿価総額の縮減や供用済土地の計画的解消、 公

社保有土地の民間売却の実施など、 長期保有土地や供用済土地の解消に取り 組みます。

●第三セク タ ーに関し ては、 点検評価の充実・ 強化を図り 、 行政負担の見直し を行い、 経営の改善を

図り ます。
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第5 節 広域行政の推進

●交流人口の増加は、 観光振興や雇用環境の整備など、 魅力のある地域資源や社会資源を広域的に連携さ

せなければ効果のある施策の展開ができません。 地域の個性化、 差別化が問われるこ れから の時代では、

今以上に広域圏行政の取り 組みは重要になっ てきます。

●広域的な連携により 、 効率的な行政運営を図るため、 広域圏行政の取り 組みを継続し て実施し ます。

●広域的な連携をこ れまで以上に強め、 共同し ながら 取り 組めるまちづく り 施策を推進し 、 厚みのある広

域行政を展開し ます。

●防災対策については、 災害発生時に備えた相互協力体制の構築に努めます。

（ １ ） 広域行政の推進

●広域的な連携を図るこ と で、 各自治体に相乗効果が生まれるよう 、 効果的、 合理的研究、 協力体制

の充実に努めます。

●今後の近隣市町村と の合併については、 県の方向性をふまえ長期的展望の視点に立ち、 市民への適

切な情報提供と 公開を進め、 その意向の十分な把握に努めながら 検討を進めます。
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現状と 課題

●本市では、 宇陀郡時代から 、 曽爾村、 御杖村と 消防・ 救急業務、 ごみ処理業務などを共同処理で行っ

ており 、 広域的な連携が図ら れています。

●桜井市を含めた４ 市村では、 桜井宇陀広域市町村圏の構成団体と し て、 広域連合を設置し 、 広域的

な地域振興を進めていると と も に、 観光振興や介護認定審査会の運営等も 共同で行う など、 行政の

結びつき は深く なっ ています。 さ ら に、 経済的な結びつき と し て、 名阪国道の活用により 、 大阪

府・ 三重県と の関係も 重要と なっ ています。

●近い将来、 東南海・ 南海地震の発生が懸念さ れているなかで、 災害時の対応については、 さ ら なる

広域的な体制の整備が課題と なっ ています。

施策の方向

主要施策
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■ 諮問書

宇 企 第 4 6 0 号

平成19年２ 月19日

宇陀市総合計画審議会

会長　 松　 塚　 幾　 善　 殿

宇陀市長　 前　 田　 禎　 郎　 　 　 　

宇陀市総合計画について（ 諮問）

宇陀市総合計画審議会条例第２ 条の規定に基づき、宇陀市総合計画について貴審議会の意見を求めます。
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■ 答申書

平成19年11月30日

宇陀市長　 前　 田　 禎　 郎　 様

宇陀市総合計画審議会

会長　 松　 塚　 幾　 善

宇陀市総合計画について（ 答申）

平成19年２ 月19日宇企第460号で諮問のあっ た宇陀市総合計画（ 案） について、 本審議会に

おいて慎重に審議し た結果、 総合的かつ計画的な施策を 推進する 計画と し て概ね妥当なも のと

考えます。

今後、 計画の推進にあたっ ては、 本審議会の答申を 十分に尊重さ れ、 特に下記の事項に留意

さ れるよ う 意見を 付し て答申と し ます。

記

１ ． 新し く 町村合併で誕生し た本市にと っ ては、 市民の一体感の醸成と 地域の均衡ある持続可

能な発展が大切である 。 総合計画の将来像である『 自然と 共生し 、 歴史・ 文化が育む　 ふれ

あいと 活力あるまち 　 宇陀市』 の実現に向け、 新し いまちづく り に努力さ れたい。

２ ． 少子高齢社会の進行や地域経済の低迷によ っ て、 本市においては定住・ 交流人口の増加と

地域力の再生が急務である 。 企業誘致を 始め、 さ まざまな定住・ 交流施策の促進を 図り 、 市

民と の協働・ 参画を 積極的に進め、 市民主体のまち づく り を 推進さ れたい。

３ ． 基本計画については、 財政状況の厳し さ が増すなか、 行財政改革を 積極的に進める意味か

ら も 、 主要事業など見直すべき も のは見直し を 行われたい。

また、 財政の裏づけと 実効性のある 計画と し て「 実施計画」 の策定を 行う と と も に、 事業

の優先性や緊急性を 考慮し 、 社会情勢の変化に素早く 対応し ながら 、 必要に応じ て計画の修

正を 行われたい。

４ ． 基本計画における 施策や事業について、 策定後の実施状況や効果などを 点検し 、 進行管理

を 行う よ う に努めら れたい。

５ ． まちづく り の方向性について、 市民に理解と 協力・ 参画が得ら れる よ う 、 本計画の趣旨と

内容を 広く 、 わかり やすく 周知さ れたい。

以上
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■ 宇陀市総合計画審議会条例

平成18年６ 月14日
条例第222号

（ 設置）
第１ 条　 宇陀市の総合的な計画の策定及び実施に関する 事項を 調査審議する ため、 宇陀市総合

計画審議会(以下「 審議会」 と いう 。 )を 置く 。

（ 所掌事務）
第２ 条　 審議会は、 市長の諮問に応じ 、 宇陀市総合計画に関する 事項について、 調査及び審議

する 。
２ 　 審議会は、 前項の事項に関し 、 市長に意見を 述べる こ と ができ る 。

（ 組織）
第３ 条　 審議会は、 委員20人以内で組織する 。
２ 　 委員は、 次に掲げる 者のう ち から 、 市長が委嘱する 。

（ 1） 市議会議員
（ 2） 行政委員会の委員
（ 3） 公共的団体等の役員
（ 4） 学識経験者
（ 5） その他市長が必要と 認める者

（ 任期）
第４ 条　 委員の任期は、 当該諮問に係る 審議が終了する と き までと する 。 ただし 、 役職によ り

委嘱さ れている 委員がその役職を 退いたと き は、 委員の職を 辞任し たも のと みなす。
２ 　 補欠委員の任期は、 前任者の残任期間と する。

（ 会長及び副会長）
第５ 条　 審議会に会長及び副会長各1人を 置く 。
２ 　 会長及び副会長は、 委員の互選により 選任する 。
３ 　 会長は、 会務を 総理し 、 審議会を 代表する 。
４ 　 副会長は、 会長を 補佐し 会長に事故がある と き 、 又は欠けたと き は、 その職務を 代理する。

（ 会議）
第６ 条　 審議会の会議は、 会長が招集する 。
２ 　 審議会の議長は、 会長がこ れにあたる 。
３ 　 審議会は、 委員の過半数が出席し なければ、 会議を 開く こ と ができ ない。
４ 　 審議会の議事は、 出席委員の過半数を も っ て決し 、 可否同数のと き は、 会長の決する と こ

ろ によ る。
５ 　 審議会は、 必要に応じ 、 議事に係る関係者又は専門家に対し 、 出席を 求め、 その意見若し

く は説明を 聴き 、 又は必要な資料の提出を 求める こ と ができ る 。

（ 庶務）
第７ 条　 審議会の庶務は、 総務部企画課において処理する。

（ 委任）
第８ 条　 こ の条例に定める も ののほか、 審議会の運営に関し 必要な事項は、 市長が別に定める。

附　 則　
こ の条例は、 公布の日から 施行する 。
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■ 宇陀市総合計画策定体制

129

市長の諮問に応じ て、 総合計画策定に関し 、 意見を 述べる。

組織名

総合計画審議会

役　 割

大宇陀・ 菟田野・ 榛原・ 室生区の４ 地域協議会において、 地域自治区の設

置に関する協議第10条第２ 項の規定に基づき 、 関連事項と し て意見聴取。

地域自治区

地域協議会

総合計画策定の総括。 市長、 副市長、 教育長、 区長、 部長で構成。総合計画策定委員会

総合計画策定の基礎と なる資料の収集、 調査、 研究及び当該部門の計画試

案の作成。「 総務・ 企画財政」「 市民環境」「 保健・ 福祉」「 農林商工」「 都

市整備・ 土木」「 教育」「 美榛苑・ 文化体育事業団」 の7部会の関係課長で

構成。

総合計画幹事会

専門部会

審　 議　 会 

諮　 問 

答　 申 

議　 会 

市　 民 市 議　 会 

事 務 局  

市　 民 

アン ケート  

意　 見 

報　 告 指　 示 

地域協議会 

聴　 取 

意　 見 

幹 事 会 専 門 部 会  

（ 7 部会）  

市　 長 

策 定 委 員 会  

上　 程 

議　 決 



宇陀市総合計画審議会条例及び関連補正予算が議会で可決

平成18年

平成19年

■ 宇陀市総合計画策定の主な経緯
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年 月　 日 内　 容

6月 26日

宇陀市総合計画策定業務委託業者選定委員会設置要綱を 制定6月 30日

宇陀市総合計画策定業務委託にかかる 企画提案説明・ ヒ アリ ン グ会（ プロ

ーポーザル方式） を 実施し 、 宇陀市指名業者で旧４ 町村の総合計画策定業

務に携わっ た３ 業者が参加

同日選定委員会を 開催し 、 審査の結果、 選定基準に基づく 採点結果が最高

点であっ た業者に決定

7月 14日

宇陀市総合計画策定業務委託契約を 締結

（ ～20年３ 月31日）
7月 25日

宇陀市総合計画策定委員会設置要綱を 制定、 庁内策定体制を 組織する10月 11日

地域振興開発特別委員会で総合計画の策定状況を 報告11月 2日

第1回総合計画策定委員会幹事会専門部会1月 18日

第1回総合計画策定委員会1月 26日

第1回総合計画審議会の開催、 委嘱・ 諮問

総合計画策定業務に伴う アンケート 調査結果報告
2月 19日

将来人口・ 将来像・ 基本構想（ 素案） の作成3月

第２ 回総合計画策定委員会幹事会専門部会4月 20日

地域開発振興特別委員会にて

総合計画策定状況を 報告
4月23日

第２ 回総合計画策定委員会5月 25日

第２ 回総合計画審議会

将来人口・ 将来像・ 基本構想（ 素案） を 審議
5月 29日

室生区地域協議会にて

総合計画策定状況を 報告・ 意見聴取
6月 26日

菟田野区地域協議会にて

総合計画策定状況を 報告・ 意見聴取
6月 27日

直接評価法に基づく 重み付けアンケート 記入説明会6月 28日

大宇陀区地域協議会にて

総合計画策定状況を 報告・ 意見聴取
6月 29日

榛原区地域協議会にて

総合計画策定状況を 報告・ 意見聴取
7月 3日

第３ 回総合計画策定委員会幹事会専門部会（ ゾーニング）7月 19日

総務文教常任委員会で総合計画策定状況を 報告9月 18日

宇陀市総合計画策定業務に伴う アンケート を 実施（ ～15日）

・ 住民意識調査（ 16歳以上の市民3,000人対象、 無作為抽出）

・ 中学生用アンケート （ 市内４ 中学校998名を 対象）

・ ご意見箱用アンケート （ 広報う だ11月号折り 込み配布、 全世帯対象）

11月 1日
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第４ 回総合計画策定委員会幹事会専門部会

平成19年

年 月　 日 内　 容

9月 27日

第４ 回総合計画策定委員会幹事会専門部会（ ２ 日目）9月 28日

第３ 回総合計画策定委員会10月 2日

第４ 回総合計画策定委員会10月 26日

第３ 回総合計画審議会

基本構想（ 修正案） ・ 基本計画（ 素案） の検討
10月 10日

第４ 回総合計画審議会

基本構想（ 修正案） ・ 基本計画（ 修正案） の検討
11月 7日

室生地域協議会にて

総合計画策定状況を 報告・ 意見聴取
11月 12日

菟田野区地域協議会にて

総合計画策定状況を 報告・ 意見聴取
11月 14日

榛原区地域協議会にて

総合計画策定状況を 報告・ 意見聴取
11月 15日

大宇陀区地域協議会にて

総合計画策定状況を 報告・ 意見聴取
11月 16日

第５ 回総合計画策定委員会11月 21日

行政改革特別委員会にて

総合計画における行政改革の反映状況について
11月 22日

第５ 回総合計画審議会　 審議会から 市長へ答申11月 30日

議会に基本構想を 上程、 提案説明12月 7日

議員全員協議会・ 総務文教常任委員会において基本構想・ 基本計画につい

て審議し 、 可決
12月 14日

本議会において基本構想を 可決12月 20日
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■ 宇陀市総合計画審議会委員名簿
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■ 宇陀市総合計画審議会条例第3 条第2 項第1 号に規定するも の

■ 宇陀市総合計画審議会条例第3 条第2 項第2 号に規定するも の

■ 宇陀市総合計画審議会条例第3 条第2 項第3 号に規定するも の

行 政 委 員 会 の 委 員

多　 田　 宏　 司 宇陀市民生児童委員連合会会長

西　 岡　 　 清 宇陀市農業委員会会長

宇陀市都市計画審議会会長伊地知　 　 　 春

芳　 村　 壽　 郎 宇陀市連合商工会会長

前　 田　 　 貢
(H19.2.19～3.31)

宇陀市老人ク ラ ブ連合会会長
森　 開　 　 煕
(H19.5.29～)

森　 井　 義　 實
(H19.2.19～6.7) 宇陀市自治連合会会長

（ 総合計画審議会副会長）西　 田　 　 勇
(H19.10.10～)

三本木　 康　 祐 宇陀市森林組合代表理事組合長

松　 塚　 幾　 善
宇陀市観光連盟会長

（ 総合計画審議会長）

市 議 会 議 員

小　 林　 一　 三

泉　 岡　 正　 昭

土　 井　 英　 治

宇陀市総合計画審議会条例第3条に規定する組織は、 次のと おり と する。
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（ 順不同、 敬称略）

■ 宇陀市総合計画審議会条例第3 条第2 項第4 号に規定するも の

■ 宇陀市総合計画審議会条例第3 条第2 項第5 号に規定するも の

学 識 経 験 者

森　 本　 光　 俊 大宇陀まちおこ し の会代表

勝　 村　 耕　 平 元・ 奈良交通（ 株） 副社長

松　 平　 三千代 奈良県も てなし アド バイ ザー

稗　 田　 睦　 子 「 榛（ はし ばみ） の会」 代表

峯　 山　 久　 惠 元・ 県児童相談員

その他市長が必要と 認

める者

森　 田　 　 博 宇陀市副市長

岸　 岡　 寛　 式
(H19.2.19～3.28)

宇陀市教育長
向　 出　 公　 三
(H19.5.29～)
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■ 基本構想（ 将来像・ 目標フ レーム・ ゾーン別整備方針）
【 平成1 9 年6 月2 6 日～7 月3 日】

交流人口の増加を図る上で、 観光業と の位置づけを明確にすべきである。

若者の定住・ 交流人口について　

若者の定着化を図る上では産業振興が大切で、 職住隣接し ているこ と が重要である。 大和高原工業団地

の実現に向けて市は積極的に県へ働きかけるこ と が重要である。 また、 地元が本気で取り 組む姿勢を示

すべきである。

若者の定住化を図れるよう に心がけてほし い。 市街地活性エリ アにすれば、 市の中心地区だけが市内で

も 何事も 集中し てし まい、 他はさ びれてし まう のではないか。

若者の定住化や交流人口の増加のため、 行政の組織と し て具体的な取り 組みや方策はあるのか。 今後の

課題に向けた中心的な部署や組織づく り が重要である。

新たな定着人口の政策の展開、 住むこ と による税制などの政策メ リ ッ ト を考えてみるべきである。

定住人口を37,000人と し て考えず、 人口減少を前提と し て考えるのはなぜか。 現状維持をどう し て初めか

ら 取り 組まないのか。

こ の基本構想においては、 美辞麗句で表現さ れているが、 市民に経済力をも つこ と が大切。 若者の定着

化を図るためにも 、 若者の雇用環境の整備が大切である。

工業団地など若者たちが宇陀市に住みたいと 思えるよう な構想になっ ていない。

若者がいなければ、 まちは衰退し ていく 。 自然環境の保全で、 若者の定着が図れるのか。

市内の地区では、 高齢化と 空き家が目立っ ている。 今後も 課題が多いが、 若者の定住化につなげていけ

る施策を計画に明確にすべきである。

若い人が何か新し いこ と を始めよう と すると 、 様々な規制等があっ てできないこ と が多い。 そう いっ た

こ と から も 、 どのよう に行政と 市民・ 企業などが役割分担し ていく かを明記すべきである。

旧町村時代の総合計画をみても 、 人口30,000人で昼間人口と いう 設定をし ていたが、 交流人口の増加にし

ても 、 事業を展開し ていく 経費は必要になる。 それだけの余裕・ 体力が宇陀市にあるのか。

今までの地域資源活用だけで、 本当の活性化策ができるのか疑問である。 工場誘致や若者定住化を図る

にはこ の構想では弱い気がする。

産業構造では、 第１ 次産業は衰退し てきているが、 かなら ず物づく り が見直さ れる時期が来る。 団塊の

世代の確保など第１ 次産業従事者の増加を図る施策が必要である。

産業について　



協働社会の構築で、 ボランティ ア団体の窓口は、 行政側にあるのか。 なければ、 今後必要ではないのか。

135

健康な高齢者の活用策を考えるべきである。 その高齢者と 、 若者・ ボラ ンティ ア団体が連携し て里山を

保全できる施策が必要。

ボラ ン ティ アについて　

高齢者はまだまだ元気であり 、 そう いっ た高齢者人口の活用をも っ と おこ なう べきである。

市民病院建設については、 建物は３ 年間ででき るが、 医師の確保をどのよう にし 、 経営し ていく のか。

個人的な見解でいえば、 総合病院をやめ、 救急医療と 老人ベッ ド 床のみの病院でも よいのではないか。

アンケート 調査でも 、 必要度に、 医療・ 福祉の充実があっ たのであるから 、 基本構想にも 入れるべきで

はないか。

医療について　

市民病院の整備についても 、 合併し てよかっ たと いえるよう な、 体制整備が必要である。

基本構想と いう のは、 その実現のために基本計画等で分野ごと に明ら かにさ れていく も のなので、 具体

論は必要ないと 思われる。

地域自治区制度について、 今後のまちづく り における位置づけを基本構想ではどのよう に触れるのか。

基本構想または計画について

市民から みて、 今後のまちづく り 向けて宇陀市がこ のよう に取り 組んでいく と いう のが、 理解し やすい

総合計画策定に努めてほし い。

市民協働と いう 言葉を使用し ているのなら 、 その役割分担と と も に、 規制緩和策など行政と 市民が一体

感を醸成できるための施策や、 まちづく り をどのよう に進めていく かを明記すべきである。

県が示し ている宇陀郡・ 宇陀市・ 桜井市と の合併構想は、 今回の基本構想には触れていないがその方向

性は。

合併について　

新市まちづく り 計画を言葉だけでふまえるのではなく 、 重点項目や主要施策は合併前から の約束である

ので基本計画に活かし てほし い。

総合計画を策定するに際し 、 地域協議会の位置づけを明確にするこ と が大切であり 、 どこ まで意見が反

映さ れるかを知り たい。

地域協議会について

実施計画を策定するための理由はなにか。 また、 地域協議会で当区の範囲で意見を述べてどれく ら い反

映さ れるのか。
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■ 基本計画
【 平成1 9 年1 1 月1 2 日～1 1 月1 6 日】

本計画を実行する財政力がどこ に今の宇陀市にあるのか。 こ の計画を実現化すると すれば、 莫大な財源

が必要になっ てく る。

宇陀川浄化センタ ーのＨ 28年４ 月から の移管問題について、 財政負担が大きいので、 国・ 県などの関係機

関と 十分に調整をし てほし い。

財政について

同和対策事業と し て頑張っ てきた中で、 交付税の２ 割のう ち80％が交付税算入さ れている。 その努力分が

市政の人権施策に反映さ れてし かるべきである。

集中と 選択に心がけるなら ば、 計画の不必要なも のをそぎ落と し て棚卸し を行い、 いかに経営が成り 立

ち、 農林業者が増加し 、 自立的に生活できる施策の充実を行う べきである。 企業が経営計画を立てる場

合には、 強みを伸ばし 、 不採算は削る。 また金の裏づけと 時系列のない計画は意味がないと 思われる。

少子化対策等の具体的な取り 組みや市立病院の運営など、 めざす方向性などが見えてこ ない。

子育て・ 教育について

教育面で、 学校と PTAの関係など昔のよう に適正に行われているのか。 社会を総がかり で子ども の教育

にあたる取り 組みが必要ではないか。

市民病院の建替え問題について、 良い医者をどのよう に確保するかが問題である。 また、 高度医療をめ

ざすより 、 ２ 次的な中間的な医療機関と し ての必要性を感じ る。

医療について

団塊世代が増え、 高齢化が進む中、 地域医療と し ては、 ホスピス（ 終末期医療） と し ての市民病院の役

割が必要ではないか。

500町歩に及ぶ遊休農地・ 耕作放棄地の対策について、 具体的な方策をも っ ていないのか。 こ のままでは、

小規模農家が破壊さ れてし まう 。

農林・ 商工業について

林業の担い手の育成が重要であるが、 具体的な方策はないのか。

基本構想・ 基本計画にいえるこ と であるが、 どこ の市町村でも 通じ るも のと なっ ている。 宇陀市の特性

を活かすなら ば、 宇陀市の将来は、 企業誘致等より も 、 農林業と 歴史文化の一部が残るだけであると 思

う 。

地場産業における優遇制度など、 その歴史性や歩んできた経緯などを充分配慮し ても ら う よう に努めて

も ら いたい。
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こ の計画全体の進捗率や各施策の目標達成度などはどのよう に把握し ていく のか。 実施計画で具体的な

事業が出ると 思う が、 計画全体の達成度なども 表記し ても ら いたい。 また、 行政改革と の整合性を必ず

も つべきである。

計画の周知・ 実行について

こ の計画について、 市民には、 広く 周知をはかるべきではあるが、 製本さ れたも のの各戸配付までも 必

要ないと 思われる。 また、 印刷製本にも 多額の費用を注ぎこ まないよう にし ても ら いたい。

自主防災組織の立ち上げについて、 消防団の加入や団員の高齢化で消防団では限界にきているよう に思

う ので、 自治会等の自主防災組織の育成に努力し ても ら いたい。

地域自治について

地域の特性を活かし たまちづく り を行う べきで、 現在の状況を見ると 宇陀市内でも 西部地域ばかり が発

展し ているよう に思える。 学校の跡地利用で地元・ 指定管理者で努力し ていたり 、 既に地域再生制度の

認定を受けていたり するのであるから 、 地元と よく 調整し て進めても ら いたい。

地域自治区と 区長制度について、 民主主義の根幹に関わる問題であり 、 合併前に地域自治区制度を選択

し た以上は、 地域自治区や地域協議会及びその中心的な役割を担う 区長は必要である。

まちづく り と し て光るも のがあればより 良いが、 それが何かを幅広く 市民の意見を聞いても よいのでは

ないか。

「 県営大和高原工業団地」 構想の進捗状況について、 実現化を図るためには、 企業誘致のための庁内組織

体制の構築が必要であり 、 企業と パイプをつなぐ担当部署と 専任職員が必要である。

その他

道路は生活基盤の整備において、 必要不可欠なも のである。 ただし 、 道路整備の優先順位を決めるため

に、 基準を定め、 公開し ていく べきである。

環境保全活動と 経済活動は相反すると 思われるが、 その両立が本当にめざすこ と ができるのか。
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